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会 議 録 

会議の名称 令和６年度（2024 年度）第２回つくば市子ども・子育て会議 

開 催 日 時 令和６年８月９日（金） 開会 13 時 15 分 閉会 18 時 30 分 

開 催 場 所 防災会議室（２）（３） 

事務局（担当課） こども部事務局（こども政策課） 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

土井 隆義（会長）、長塚 俊宏、阿部 未保子、千代原 義文、

深井 太洋、古谷野 好栄、橋本 幸雄、大久保 良文、青山 

夏樹、岡山 拓史、間野 聡子、柳下 浩一朗、森田 修司、

大戸 達之、宮本 美穂 

その他 ５－６（仮称）第３期つくば市子ども・子育て支援プラン策

定支援業務委託受託者（株式会社名豊） 

事務局 

 

（こ ど も 部）安曽部長、吉沼次長 

（こども政策課）木村課長、小野課長補佐、飯塚係長 

（こども未来センター）中澤課長 

（幼児保育課）岩田課長、菊池課長補佐 

（こども育成課）桐生課長 

（学 務 課）笹本課長 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ☑一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市情報公開条例第５条 第１号、第３号に該当する情

報を扱うため 

議題 

協 議 事 項 

（１） 第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価

（令和５年度実績） 

（２） 第３期つくば市子ども・子育て支援プラン策定に向け

た方針等について 
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報 告 事 項 

（１） つくば市公立保育所個別整備計画（上横場保育所） 

  について 

（２） つくば市公立保育所個別整備計画（高見原・城山保 

  育所）について 

（３） 令和６年（2024 年）４月１日時点の待機児童数につ 

  いて 

（４） 令和６年度つくば市放課後児童クラブ待機児童数  

  について 

（５） つくば市放課後児童室の定員設定について 
 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 協議事項 

４ 報告事項 

５ そ の 他 

６ 閉  会 

 ＜審議内容＞ 

土井会長： 早速ですが本日の協議事項に入ります。まず協議事項の１です。今

日は協議事項２件と報告事項が５件あります。まず協議事項の１、第２期つく

ば市子ども子育て支援プラン点検評価で、昨年度のものです。令和５年度の実

績につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局(こども政策課)：（説明） 

土井会長：ありがとうございました。事務局からご説明がありましたように、

グループ討議中に事業内容につきまして、ご質問がある場合は、各関係課の職
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員の方にご質問をしていただければと思います。今日は関係課の職員の皆様に

ご参加いただいておりますので、ぜひ積極的にご質問をしていただければと思

います。なお、評価結果は後日、内容を確認していただいた後に市のホームペ

ージで公開することになりますので、委員の皆様のご協力をお願いいたします。 

まずは、グループ討論を今から 60 分、14 時 30 分まで行います。多くの基本事

業シートを点検評価していただくため、各グループとも時間配分には十分にご

留意いただきたいと存じます。皆様からは事前にグループ討論に係る意見を聴

取させていただき、一覧にまとめてありますので、机上配付資料をご参照の上

討論にご活用いただければと思います。なお、本日欠席の委員の意見も記載さ

れておりますので、併せてご活用いただければと思います。中間 30 分、従って

２時ですね、それから 10 分前の 14 時 20 分に予鈴を鳴らしたいと思います。で

は早速グループ討論を始めていただければと思います。 

  （グループ討論） 

  （休憩） 

土井会長：お疲れ様です。各グループの取りまとめも終わったようですので、

再開したいと思います。では、各グループからの発表に移りたいと思います。

発表は各グループ、10 分程度でお願いいたします。なお、３つのグループ全体

の発表が終わった後に、全体討議を行いますので、その際全体としての点検評

価をお願いしたいと思います。では、まず基本目標１のグループ１からお願い

いたします。 

間野委員：間野です。それでは７ページの確かな生命と元気を育むという基本

目標、基本方針１、継続的包括的な支援の充実、１番の出産施設開設支援事業

です。増床に繋がり非常によかったということで、今後はそちらの活用を、お

産に困る人がいなくなるように事業継続をお願いしたいということになりまし

た。２つ目に、丸の２、子育て世代包括支援事業になります。８ページから 10

ページまでですね、３つの事業になるのですが、こちらについては評価の方法
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が何件、何人という数ですべて書かれているのですけれども、数のみで計れな

いものがとても多い内容ではないかと思うので、例えばアンケートをとって、

その利用者さんがまた利用したいか、他の方に薦めたいかなど、質的なものが

見えるような評価をできないか工夫をしていただきたいという意見がありまし

た。また、保育コンシェルジュの相談件数が減っているというところをお聞き

したところ、保育園の情報が欲しくて相談する人が多くいらっしゃり、ホーム

ページに保育園関係の情報を充実させたことや、電子申請が令和４年から始ま

ったということから減ったのではないかというお話がありまして、そういった

工夫で、お母さんたちお父さんたちが出かけて書類を出してという手間や大変

さが少し軽減されたりという工夫もしていただいているのだなということがわ

かったこともとてもよかったです。ぜひ、そういったところを今後も継続して

いただけたらありがたいなと思っています。また、10 ページの病児保育のとこ

ろですけれども、本当に足りているかの評価といったところなどがわかるよう

なものがあるといいというお話が出ていました。それから 11 ページに入って、

③の子育てしやすい環境整備事業ですね、11 ページから 13 ページまでの３つ

の事業になりますけれども、一時預かりやファミリーサポ－トなど、関わって

いただく方の受け入れ、申し込みのしやすさなど、そういった色々な工夫がさ

れているのが非常にありがたいなと思っていて、ファミリーサポートや一時預

かりは本当にお母さんたちが頻繁に使ったり、また、使わないまでも登録をす

ることで安心に繋がるというところもあり、非常にありがたいところであるの

で、ぜひ継続していただきたいです。ただ、こちらも同様に数も大事なのです

けれども、もう少し質的な面がわかるような実績の報告方法というか、評価の

方法を少し考えていただけたらいいという話が出ています。また、赤ちゃんの

駅についてなのですけれども、公共施設にあるのは知っているのですけれども、

公共施設以外でもあるにはあるのですが、そのあたりの情報があまりわからな

いというお話が出てきたので、そちらの周知活動をしていただいて、お母さん
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たちが利用しやすいようにしていただけたらというお話がありました。次に基

本方針の２になります。発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実、①の

産前産後のサポートケア事業ということで、14 と 15 ページの２つの事業にな

りますが、こちらも数での評価になってしまっているので、ぜひ内容がどうい

ったものがあったのか、ニーズに合っているのかということや、利用した方が

どういうところがよかったのかなど、そういった質的な部分がわかるような評

価方法を少し考えていただけたらいいなというお話がありました。次の②です

ね、子ども家庭総合支援拠点事業。16 ページになりますが、こちらは公認心理

士の方がつくば市は４名いらっしゃるということなのですが色々なところに関

わっているので負担がとても大きいのではという意見がありまして、人数を増

やしていただくとか、継続的に進めていただけるような体制を整えていただき

たいという意見が出ています。次の③番、児童発達支援センターとの連携のと

ころでペアレントメンターとペアレントトレーニングのお話が出ているのです

が、非常に大事なところでニーズもとてもあるということです。しかし、開催

するための場を作ることが難しかったり、参加も回数が多いとなかなか出られ

ないとか色々と難しい部分があるようです。つくば市はとてもニーズが高いと

いうお話もありまして、広報の充実や回数ももう少し増やすような工夫をして

いただけたらという意見が出ています。 

全体的に赤ちゃん連れであったり、困難を抱えるお子さんを子育て中の家庭で

あったり、ありがたい事業が展開されていて、私も子育て中なのですけれども

非常にありがたいなと。ぜひこのまま継続していただけたらと思います。 

土井会長：ありがとうございました。では続きまして、グループの２、お願い

いたします。 

古谷野委員：グループ２の民間保育協会の古谷野です。よろしくお願いいたし

ます。ページでは 19 ページ、緑色の７番のところですね。教育・保育ニーズに

合わせた教育・保育体制の整備事業ということで我々の基本目標の２の、この
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緑のシートの評価としましては、概ね良好ということなのですが、プラスアル

ファのところのみをお伝えしていきたいと思います。先ほどの 19 ページのとこ

ろの実績と実績に対する課題改善策というところの、国の待機児童の定義に含

まれない潜在待機児童数が 100 名を超えているということで、その定義を教え

ていただきまして、令和６年４月で大体 169 名いるという中で、追加として課

題があるのではないかという意見がございました。潜在待機児童の受け皿の確

保は今まで通りしていただくのですが、既存園の定員割れという問題があると

いう現状があるので、実績に対する改善や、そういう方針を今後も検討してい

ただきたいと思っております。２つ目が 21 ページです。保育人材の確保事業と

いうことで実績と実績に対する課題が下に書いてあるのですけれども、こちら

も大きな予算を確保している中で概ねありがたい実績であり、私も保育園を運

営していまして本当にありがたい事業だと思います。さらにここに幼稚園で働

いている幼稚園教諭免許のみの方の助成金もつけて欲しいという意見がござい

ました。そちらも課題として入れていただきたいと思います。続きまして 23 ペ

ージです。９番の幼児教育及び保育の推進事業ということで、下に書いてある

実績と実績に対する課題の中に、交流などのそういった体験ができているので

すけれども、以前、つくば市で保育の質のガイドラインを作られたと思うので

すけれども、それに加えて、幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みとい

うところをさらに組み入れてもらいたい、また、ガイドラインの作成という希

望がございました。時間が１時間ということで、最後の方の障害部門の方も、

本当はもう少し話し合って意見を入れたかったところですが、ここは追加時間

がもう少しあると深まった意見が出たのではないかという感想です。グループ

２は以上です。 

土井会長：ありがとうございました。続きましてグループ３、お願いいたしま

す。 

千代原委員：よろしくお願いします。基本目標３、主体的に広く豊かな経験を
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育むということで、発表は千代原がさせていただきます。対象の内容はレジュ

メ 28 ページないし 36 ページになります。事業内容として 11 番から 16 番まで

になります。11 番から 16 番までそれぞれの課題はあったのですけれども、大

まかにすべてのものに対して共通事項がありました。それを最初にお話させて

いただきます。大きく分けて３点あるのですけれども、子どもたちが安心安全

を確保するため、より良いサービスを提供するためにはどうするべきなのかど

ういうことをした方がいいのかということを前提として、まず１点目、人員不

足の改善をどうするのか。２点目、確保した上でどう処遇を改善するのか。３

点目、広報の仕方と仕組みについて周知徹底はどうするべきなのかということ

に至りました。個別に見ていきたいと思います。28 ページ。事業 11 番の放課

後児童クラブ事業、放課後児童健全育成事業に関しましては、先ほども申し上

げました、処遇改善を長期的な視点を立って、どう雇用を確保するのかという

ことを進めるべきという意見が出ました。 

その上でアイデアを出して、いい環境を作るにはどうした方がいいのか。例え

ば、移動型の学童保育のバスを新設して、そのバスで遊んだり、或いはそのバ

スの近所で遊んだりするという意見が出ました。また、つくば市は人口増加と

いうところもあって、特に駅周辺、TX 沿線沿近辺は整備されていると思うので

すけれども、そこから離れた場所に住んでいる子どもたちに対してどう提供し

ていくのか。例えば、駅から離れているところでも設備を整えるのかなどとい

う意見も出ました。レジュメ 29 ページ、放課後子ども教室推進事業について、

地域住民から声を大にして学校に働きかけるべきという意見が出ました。また、

事業の場所もアイデアを出して工夫して行う。例えば学校施設以外という意見

がありました。学校の近所の空き地であるとか、或いは学校の空き教室がない

としても、体育館を使ったり、校庭を使ったりという意見も出ました。次がレ

ジュメ 31 ページ、事業 13 番、また 14 番も共通してですけれども、子どもの居

場所、学習支援事業ということで、学習会に参加するためのアクセス方法を整
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えるべきという意見が出ました。また、学習会に参加する点に関して、通知の

効果測定の方法、参加するにあたって通知がきちんと届いているのかどうかと

いうところを確認するべきではないかという意見が出ました。また、学習会は

必ず対面でやるべきではなく、例えば、オンライン、Zoom を利用して、学習会

に参加する方法も検討するべきという意見が出ました。通知の効果測定という

点で、対象者にきちんと情報が届いているかどうかという意見で、出すだけで

はなく受け答えはできるかきちんと確認した方がいいと。また、学習会自体の

周知広報ですね、こちらを徹底していただきたいと。場所に関しても、周知徹

底するということ。例えば交流センターで行うということであれば、どこの交

流センターで行うということを周知徹底するというところを含めて欲しいと思

います。アクセス数の問題に関して、送迎ができないところも、送迎がなけれ

ばいけないところもあると。今の時期は夏なので、夕方は日が長いということ

で明るいが、それが冬になると、もう４時５時なんて真っ暗になると、真っ暗

なところを女の子が１人歩けるかと。それは少し無理な話ということで、そう

いうアクセスの問題もクリアしていかないといけないという意見が出ました。

また、つくばならではの問題なのですけれども、つくば市は、私の認識で間違

いなければ、140 カ国ですよね。大体それぐらいの数の国の方がいらっしゃる

のだったと思います。多様性という点で、外国の方の需要もあるということ、

特に外国籍の方に関しては食べ物であるとか、宗教上の問題とか、そういった

ところも配慮する必要性があるという意見が出ました。そのため、教育だけな

く複式的なアプローチも必要で、学習会だけですべて解決するのは難しいので、

相談支援等も行う必要があるとスクールソーシャルワーカーにつなげていく必

要があるのではないかという意見が出ました。次の 14 番も同じ内容でしたの

で、飛ばして項番の 15 ですね、レジュメ 35 ページ。特別な配慮を必要とする

児童の支援事業ということで、障害を持つ子どもに対する点に関して、私が最

初に申し上げました共通事項で、人員確保、人員確保をしてもその次のステッ
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プの処遇をどうするのかというところで問題として意見が出ました。処遇改善

するのだったら正職員と同等の職員採用を公表して対応すべきではないかとい

う意見が出ました。また、つくば市全体ではなくて国全体の問題になると思う

のですけれども、放課後児童支援員という名称も工夫を検討すべきと。つまり、

支援員という名称自体が福祉的な要素があり、その福祉的な要素からボランテ

ィアとどうしても繋がってしまうという連鎖があるという意見が出ました。そ

のため、名称も少し工夫すべきじゃないかという意見が出ました。あともう１

つ、事業のサービス、仕組み、要件をもう少し丁寧に広報して欲しい。また、

障害児というとどうしても拭い切れない偏見ですね、偏見をなくすためにはど

うするべきなのかという意見が出ました。 

そのため、サービスを利用したいのだけれど、そういった偏見的な面があるか

ら差し控えたいとか、本当は利用したいのだけれど、そういった目があるから、

控えるとか、或いは利用はするのだけども、仕組みが複雑だから、もう少しわ

かりやすく要件を教えて欲しいといった意見が出ました。最後、事業 16 のレジ

ュメ 36 ページ、プレイパークに関してですけれども、プレイパークの団体が各

地に生まれると、生まれるのはいいのだけれども、プレイリーダーの育成であ

ったり団体の援助、このプレイパーク自体の援助、その金銭的経済的な支援が

必要だという意見が出ました。基本目標３は以上です。 

土井会長：どうも、ありがとうございました。続きまして全体協議に移りたい

と思います。まず基本目標の１、協議資料１－１－３の次、事業番号の１です

ね。１から６までで、ページでいきますと７から 18 の部分になります。先ほど

グループ１からご報告をいただきましたが、今、いただいたのはグループとし

ての意見ですので、これを全体としての意見とするかどうかをここで決めなけ

ればなりませんので、まずこのグループ１の意見につきまして、追加或いは修

正等のご意見がある方は、ご発言をお願いしたいと思います。グループ１の意

見ですから特にグループ２グループ３の方、いかがでしょうか。グループ１の
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意見を全体の意見としてよろしいかどうかです。 

千代原委員：よろしくお願いします。質問させてください。レジュメの７ペー

ジですけれども、継続的包括的な支援、出産施設開設支援事業ということで交

付実績なしとなっていますけれども、実際に開設したいという病院のドクター

はいるのですか。どうしてこういった質問をするのかというと、つくば市は人

口増加率が日本一ということ、また、子どもの数も多いということで、世帯的

には 20 代ないし 30 代、その次に 40 代の世帯が多いはずです。ということは必

ず子どもが生まれる割合もやはり日本一だろうと思うのですけれども、それに

伴って赤ちゃんを産むためには出産施設が必要だと。聞いたところによると、

つくば市ではどこも空きがないので、市外で出産をせざるをえないという意見

が、私の方に入ってきますがいかがでしょうか。実際に開設したいというドク

ターはおられるのですか。 

土井会長：まずグループ１から、その点について何か話はありましたか。あり

ませんでしたか。では担当課の方、分かりましたらお願いいたします。 

事務局(健康増進課)：今のところ医師の方から開設したいというお話はこちら

では受けていないというのが現状です。 

千代原委員：もう１つ質問させていただければ。産婦人科を設ける病院が、つ

くば市では今後ない、当座ないという認識で間違いないでしょうか。 

事務局(健康増進課)：つくば市内では現状そういった話は出ていません。 

千代原委員：ということは、赤ちゃんを産もうと思っている世帯、20 代ないし

30 代の世帯がいるが、病院が足りなくてドクターがいなくて、仕方なくつくば

市外で出産せざるをえないという状況があるということを、つくば市としては

どう考えていますか。 

事務局(健康増進課)：今年度、つくば市のバースセンターが現状 6 床だったと

ころが、12 床に増床されて、全面供用開始する予定となっております。そのた

め 6 床増えることによって、市内で出産できる方も増えることが予想されます。
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現状はそのようになっております。 

千代原委員：追加の質問で、６床から 12 床増えるということはとてもすばらし

い話だと思いますし、いいことだと思うのですけど、それで十分ニーズに対応

できるという認識ですか。つまりどれだけ出産するという予測はされているの

かなと。つくば市は人口が日本一で、人口が増え、流入してきているというの

はあるのだけども、若い世帯、特に 20 代、30 代の世帯が、つくば市は住みや

すいということで、流入してきていると。あと学生さんもそうですよね。つま

り、つくば市で、生活の本拠地を置くという認識で進むということですよね。

そうなってくると、結婚して家庭を持つ。家庭を持つということは、家族が増

えるということで、それだけ人口は増えてきますよね。ということは、大人だ

け増えるのではなくて子どもも増えるということですよね。赤ちゃんも増える

ということですよね。赤ちゃんが増えるということは、出産する病院を確保す

る必要性があるということですよね。そういったことを考えると、6 床だけ増

えて、12 床になったということで、それに考え切れるのかなというのはとても

疑問なのですが、いかがでしょうか。 

事務局（こども未来センター）：こども未来センターの久保田と申します。現

在、市内では５ヶ所、出産できる医療機関の施設がございますが、昨年度の 12

月につくばみらい市でも１つ、出産できる施設が開設しています。今のところ、

赤ちゃん訪問という事業で、皆さんに市内産科での出産希望者の分娩予約につ

いてアンケートをとっていて、その率としては毎年下がってきていて、少しず

つ、つくば市で出産できる方の充足はされてきているという状況です。ただ、

生みたかったけど予約が取れなかったので、市外、県外で出産されたという方

はいらっしゃるのですが、そこの医療施設をどうやって増やしていくかという

ところは県の医療を、計画的、広域的に広げていくという点で、県との計画も

あるので、市内で出産を希望する方が受けられるというところは、進めていき

たいというところではあるのですが、医療施設や病床数を増やすというところ
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は、検討、計画を立てながら進めていくというところになると思っています。 

千代原委員：産婦人科医がそもそも少ないのかなというのは私自身の個人的な

考えです。そこに拍車がかかって、つくば市は人口が増加しており、なおさら

病院も少ないという数字になっているのかなと私は思いました。また、県と協

議するとおっしゃったのですけれど、これは県からの補助など、そういったも

のがあるということですか。補助などそういった、枠が決まっているのですか。 

事務局（こども未来センター）：県の医療施設、医療機関を増やすことにおい

ては、保健所と県の会議に市も参加しており、医療機関を増やすことに関して

は、基本的には茨城県が病床数等を管理している形になりますので、つくば市

だけでは決められない部分になっているのが現状です。 

千代原委員：つくば市は人口率が日本一で爆発的に増えていますよね。TX 沿線

沿いで人が増えているということもあって、普通の病院、内科、整形外科、ま

た小児科は開業しているところが見受けられます。ただ、産婦人科がどうかと

考えたとき、全く聞かないのですよね。そのため、その支援の仕方にも問題が

あるのかなと。また、広報の仕方にも問題があるのかなと思ってしまいました。

そのため産婦人科を、病院を建てるのであれば、県として或いは市としてこれ

だけの援助をしますよというような施策を作られた方がいいのかなと思いま

す。 

事務局（こども未来センター）：出産施設に関しては、今も産科施設を建てる

場合の補助、助成を行っている状況です。こちらはあくまで産科施設のみの助

成にはなっておりますが、現状はそういった補助を実施はしている状況で、ホ

ームページ等で周知しております。現状としてはそういった形の補助金を実施

しているということです。 

土井会長：今の点につきまして、委員の皆様の方で医療関係者もいらっしゃい

ますので、まず、委員の方で今の点につきまして、補足でご意見等ある方がい

らっしゃれば、ご発言をお願いしたいと思いますが、他の委員の皆様いかがで
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しょうか。今の千代原委員のご意見につきまして、どのようにお考えでしょう

か。 

間野委員：人口はとても増えているのですけど、社会的流入の増加ということ

でしたか。流入で人口が増えているということはよく聞きますし、若い人たち

が入ってきて、子育てをする年代の人たちがかなり多いということも聞いてい

るのですけれども、そもそもの出生数は、つくば市内も減っているということ

は聞いたことがあります。確かに５％ぐらいの方が、アンケートでも市内の分

娩施設で生みたかったけれど予約が取れなかったという方はいらっしゃるの

で、そういった方は、市内に分娩施設が欲しいということはあるかと思うので

すけれど、アンケート結果も減っているということもありますし、実際、本当

に出生数は少しずつですけれど減っているということも聞くので、現時点で、

とても不足しているというところではないのかなという印象は持っているので

共有させていただきます。 

土井会長：ありがとうございます。 

橋本委員：千代原さんや間野さんの話を聞いていて、確かに人口は増えている

けれども、人口が流入しているところも加味しなくてはいけないと。つくば市

の出生率はどのくらいなのか。というものを年次的に追っていって、上がって

いるのか、下がっているのか、ただ人口が増えているということよりも、その

出生率で見ていけばそれが明らかになるのではないかなと思います。 

それから去年から、国の方は、いわゆる出生率を上げようということで、出産

費用を、補助しようということで頑張ってくれているようでありますが、まだ

まだ足りない。若者には、子どもを産むだけの財力がないというのが現状かと

思うのですよね。ですから、まずその２点、１つは出生率はどういう推移をた

どっているのか。二つ目、出生率を上げるために、今ある女性向けだけではな

く、若者に対する何らかの助成をさらに踏み込んだ助成を考えていくのかどう

なのかということを教えていただきたいなと思います。 
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土井会長：まず、つくば市の出生率統計はどこかに載っていましたか。お願い

します。 

事務局（こども未来センター）：令和４年１月１日から令和４年 12 月 31 日の

１年間の出生率が、9.1 になっています。前年度のデータは確認をさせていた

だいてわかった時点でお示しさせていただきます。ただ、合計特殊出生率、１

人の女性が生涯、何人お子様を産むかという割合に関しては、年々、つくば市

も下がっている状況というところです。また、出生率について、令和３年は 9.7、

令和４年が先ほど言った 9.1 なので、少し下がっている状況です。 

土井会長：ありがとうございます。それから出生率を上げるための施策は別の

ところで、行いたいと思います。それでは、今のグループ１の取りまとめにつ

きまして千代原委員から提起がありましたご意見を全体意見として付け加える

かどうかについてです。出生率が下がっているということではあるけれども、

５％ぐらい、希望に沿えていないところもあるということで、何らかの意見を

全体として加えるかどうかですがいかがでしょう。 

間野委員：間野です。今の橋本先生のお話も聞いた上で、確かに少子高齢化の

対策が急がれるところで、もしかしたらまた出生率も上がってくるかもしれな

い。そうすると産科が本当に足りないという話にはなってくると思うのですが、

それについてはここで議論するところではないと思うので、入れるとするなら

ば 5.2％の人の分娩予約が取れないということは事実だと思うので、引き続き

産科開設の支援事業で出産、出生数を上げていくという努力はぜひ続けていた

だきたいなと思います。現時点で何かとても大きく増やしていかなくてはなど、

そういうところは、現実問題難しいというか、タイミング的には今じゃなくて

もいいのかなと思います。 

土井会長：橋本委員お願いします。 

橋本委員：出生率 9.7 というのは、普通は 1.52 等、世間では言われております

よね、9.7 というのは非常に高い数字なのかなと思います。 
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事務局（こども未来センター）：今言っておられる、1.5 いくつというのが合

計特殊出生率というもので、出生率というものが、1,000 人に対しての割合に

なるので、それは 9.1。茨城県だと 5.7 なので、県の平均よりはつくば市の出

生率は高いけれども、合計特殊出生率で１人の女性がという割合は、年々、１.

いくつということで下がってきている状況です。全国では、合計特殊出生率が

令和５年は 1.2、つくば市もやっぱり 1.2。少し出生率と合計特殊出生率は計算

の出し方が違うというところになります。 

土井会長：全体の人口の中で、どのぐらい出生があるかということが出生率で、

１人の女性が生涯何人産むのかが合計特殊出生率で、この前東京都が 0.99 にな

ったというのは合計特殊出生率の方の話ですね。それでは、いかがしましょう

か。 

例えば案ですけれども、出生率、或いは合計特殊出生率でもいいですが、つく

ば市のエビデンスをきちんと出して、それを踏まえて、今後の対応も検討して

いただきたいというような形の文言は、考えられるかと思いますが、千代原委

員いかがでしょうか。 

千代原委員：はい。いいと思います。 

土井会長：ありがとうございます。では、ご異論なければ今のような形で文案

をこちらで考え、まとめさせていただいて付け加えたいと思いますがご異論あ

りませんか。 

委員一同：（異議なし） 

土井会長：ありがとうございます。ではそういった形で、エビデンスを踏まえ

た上で今後検討をさらに加えたいと思います。他にグループ１の箇所につきま

して、全体としてのご意見、或いは修正意見もありませんか。グループ１に対

する何かありますか。ないですか。では、続きましてグループ２のご担当のと

ころに行きたいと思います。業務目標の２ですね。基本目標２は、事業番号７

から 10 ですね。ページ 19 から 27 ですね。特にご異論なければ、グループ２の
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意見を全体意見としたいと思いますが、それで異論ないでしょうか。ではない

ようですのでそうさせていただきます。続きましてグループ３がご担当いただ

きました、基本目標３です。事業番号は 11 から 16、資料は 28 ページから 36

ページの部分になります。この基本目標３のご意見につきまして全体としての

取りまとめにあたりまして、追加のご意見、或いは修正意見等ありましたらお

願いいたします。特にグループ１の方、グループ２の方いかがでしょうか。 

青山委員：グループ３の青山です。自分がいたところなのですけれど、言い忘

れたことがあったのでこの場でお話させていただきます。11 番ですね。放課後

児童クラブ事業のところなのですけれども、施設面のことで、近年の猛暑によ

って特に夏休み期間、子どもたちが朝から来るのですけれども、本来であれば

外に行けたような時間も、この酷暑ですので室内にいざるをえないというか、

外に行くと危険な状態なので、私たちとしても子どもたちの安全を守るために

は外へ出して遊ばせることができないということで、通常であればそれなりの

室温が保たれるような環境であってもこの酷暑であっては、子どもたちの状態

がどうしても過密になってしまって、適切な室温がなかなか難しいという状態

がございます。その上で、事業概要のところで児童クラブ員の受入枠の拡大や、

指導員の処遇改善等を書いていただいているのですけれど、それに付け加えて

施設面の改善等についても施策を取り込んでいただきたいなというのが付け加

えというところで、よろしくお願いいたします。 

土井会長：ありがとうございます。今のご発言は先ほどご報告をいただきまし

たグループ３の全体意見に付け加えるものと理解いたしますが、その点につき

ましてよろしいですか。皆様、ご異論ないでしょうか。施設の改善等も追加意

見として全体意見として付け加えるということでよろしいですか。ではそのよ

うにさせていただきたいと思います。 

柳下委員：お聞きしたいのは、本当にこの夏、そういう状況で学校も部活がで

きないとなっているのだけど、学校の冷房のことは大分私も把握してるのです
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が、児童クラブとか、一番暑い夏のときには、どのくらいの冷房の設備になっ

ているのでしょうか。全員が問題なく利用できる、キャパシティは大丈夫なの

かどうかを知っている方がいらっしゃればお願いします。 

土井会長：お分かりの部署はお願いします。 

事務局（こども育成課）：基本的には民間の児童クラブであれば各事業者の方

で整備いただいている中で、基本的な、冷房施設、設備というものは入れてい

ただいているものと理解しております。また、公営の児童クラブにつきまして

もほとんどのクラブの方で、冷房の整備をしておりますし、新設の児童クラブ

につきましても、各教室等で冷房等の空調設備を設置しておりますので、児童

の安全の確保というところは担保できていると考えております。 

土井会長：ありがとうございます。ということは今のことは、意見として付け

加えなくてもよろしいですね。他に何か、今基本目標３までやりましたが１、

２、３通しまして全体として、ご発言できなかったことがあれば、全体で構い

ません。１、２、３、通して何かありますでしょうか。では、ないようですの

で、今いただいた意見を踏まえまして、各グループでおまとめいただいたもの

を、この会全体の意見として取りまとめをしたいと思います。文言は私におま

かせいただきたいと思いますが、またお任せいただいて取りまとめた上で、皆

様にご確認をいただければと思います。では、基本目標につきましては以上に

なります。続きまして重点目標に移りたいと思います。重点項目の点検評価に

つきましてお願いしたいと思います。まず、事務局からお願いいたします。 

事務局（こども政策課）：（資料説明） 

土井会長：ありがとうございました。それでは点検評価に入りたいと思います。 

まず協議資料、57 ページからですが、各シートにつきましてご意見のある方は

ご発言をお願いしたいと思います。評価の仕方は、協議資料１－１の２ページ

裏側ですね、評価の基準というところに ABCD と書かれていて、このような、値

で評価をしていることになります。ご覧いただいて、ご質問ご意見等ありまし
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たらお願いいたします。いかがでしょうか。A プラスは、表に出すものではな

くて、表に出すときには A ということになります。では少しお考えいただき、

私から確認をさせてください。これは前も問題だったと思うのですが、見込み

量というか、当初予定したものを母数において、そのうち実際にはどれだけ実

現できているか、率を出しているわけですよね。このときに、見込み量と実際

のニーズが違っているものがありますよね。そうすると、そもそも見込み量が

どういう根拠かも含めつつ、見込みを作ったかに関わってくると思うのですけ

れど、ニーズがなければ、当然ながら、100％にいかないわけですよね。そうい

ったときに、例えば、あくまでもこの評価としては、分母を見込みで出すこと

は妥当であるのかどうかについて気になります。事務局のご意見はありますか、

場合によっては見込み量の中での ABCD と、実際のニーズに基づいた ABCD がな

いと、きちんとしたことがわからないかなという気もしなくはないのですが、

そもそもまず見込みをどうやって算出しているのかというところから少しお話

いただければありがたいです。 

株式会社名豊：量の見込みの算定については５年前も弊社でお手伝いさせてい

ただきましたので、私からご説明させていただければと思います。量の見込み

につきましては、アンケート調査を５年前も実施しておりまして、その結果を

見ながら、実績を踏まえて、量の見込みを算定しております。基本的には人口

の増減といったところを基準にしながら、アンケート調査の結果でどれぐらい

の方が利用したいかといったところの、個別の事業の対象の方といったところ

を踏まえながら、この事業については０歳から２歳を対象としているであると

か、この事業については３歳から５歳の保育要件を満たしている方が対象など、

個別の事業の対象要件を踏まえながらアンケート調査の結果を踏まえ、アンケ

ート調査のニーズが実績よりも低い場合については、実績といったところで補

正をするなどの調整をして、見込みを立てております。 

土井会長：ありがとうございます。例えば昨年度実施してみたところ、実際の
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ニーズは見込み量に達してなかった、逆もあるかもしれませんが、こういった

ずれがあったときにはこの評価においては考慮していないってことですかね。 

事務局（こども政策課）：今、会長からお話があったところで例でいけば 71 ペ

ージを見ていただければと思うのですけれども。乳児家庭全戸訪問事業という

ことで、今、名豊からお話があったように、量の見込みというのはそういった

事情で出しています。確保方策として 2,213 人分、量の見込みから、そのイコ

ールということで確保方策は出しているのですけれども、実際には 2,213 に数

字が合うことはなくて、今回の場合では、実際に確保できたのは 2,281 人です。

そのため、比較すると 103％という評価になるはずなのですけれども。この自

由記述欄のところにあるように、実際のところは訪問対象者というのは、生ま

れた方と、前年度訪問にいけなかったような方も入っていると思うのですけれ

ども、実際には 2,300 人いると。その中で実際に訪問に行けたのは 2,281 人で

あって、確保量というのは 99.2％になりますので、単純に確保方策の 2,213 と

比較して 103％ではなく、99.2％なので、評価の基準に則ると B 評価にすると

いうような形で、事業の性質に合わせて、本来のパーセンテージは出して、適

正な理由をつけて評価をしているという形になります。 

土井会長：ありがとうございます。ということは 71 ページの例で言うならば、

見込み量よりも実際は多かったということですよね。見込み量から言うと 100

％だけど、実際のニーズから言うと、99.2％なので B 評価にしましたというこ

とですね。他のところも、その方針で全部評価出されているという理解でよろ

しいですか。 

事務局（こども政策課）：はい。 

土井会長：ありがとうございます。では、それを踏まえて何かご意見がありま

したらよろしくお願いいたします。 

橋本委員：橋本です。このいわゆる実際の量や、いわゆる見込み量というもの

を、基にして、市は、いわゆる幼児施設、保育施設を作っているのかどうか。



 

p. 20 
 

実際とかけ離れているという部分もあるのではないのかなと思いながら、今話

を聞いていたのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：プランとしましてはこの子ども・子育て支援プランを、

５年間の見込みを見越しながら整備するとともに、国では安心プランという単

年度ごとに見込み量を出すプランがございます。それに基づいてその２つのプ

ランで、保育所等を整備していくというものを、毎年、市で計画しながら行っ

ているところです。 

橋本委員：現実的にいつも申し上げておりますけれども、幼児施設、保育施設

の、いわゆる定員割れが起きているということは、どう解釈したらいいのかな

と思うわけであります。公立、私立の両方を合わせても、85％の充足率ですか

ら、これが正しいのであれば、全部 100％いくはずなのですけれども、現実的

には 85％ぐらいの充足率。公立に関しては先ほども出ていましたけれども、幼

稚園の方では 50％ぐらいの、充足率だということがあります。私立でも、80、

85％ぐらいかな。85％というのは、いわゆる施設全体で見ても、決して 100％

に到達していないということが現実だということなのですけれど。 

土井会長：そうすると現実のニーズに対して見込み量の方が多過ぎるのではな

いかと。それで、見込みに応じて充実をさせていくと、実際の人数はそんなに

いないのに過剰供給になっていくと。それで、例えば官と民とをやっていると

ころは、民の方が圧迫されるという。そういう可能性もありますよねというこ

とですよね。 

事務局（幼児保育課）：こちら、１号、２号、３号と分かれているというとこ

ろで１号というのが幼稚園の部分の見込み量となっております。２号、３号と

いうのが保育所の部分になっておりまして、３号というのは０歳から２歳児２

号というのが３歳児から５歳児の人数でそれを分けながら、計画をしていると

ころでございます。そのような中で１号認定とはやはり少し乖離があるように

我々も考えているところではありまして、今保育所の整備というのはこの２号
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と３号の部分の整備を実施しているところです。これにつきましては、例えば

９月１日の保育所の申し込みで、直近のものです。空き情報で見ると例えば２

歳児の空きというのが 14 人ぐらいしかないような状況で、未だに先ほどの基本

目標のところにもありましたが、潜在的待機児童がまだいるところで、今後の

報告のところでも少しお伝えさせていただこうと思っているのですけれども、

もう少し保育所の整備は必要かなと考えているところです。１号認定というと

ころに関しては幼稚園部分ということになっておりまして、こども部では、保

育所の整備を行っている中で、認定子ども園等１号の幼稚園部分の整備という

のは進めていないところでございます。民間の部分についてはこども部でその

ように考えているところです。 

土井会長：ということですがいかがですか。 

橋本委員：幼稚園の方は誰も手を出してこないです。実際のところでは、今ま

で 10 数年 20 数年経っても新しく幼稚園が設立されたことはありません。 

認定子ども園になったことはありますけれども、要するに認定子ども園という

のは、１号の子も２号の子も、３号の子も同時に預かれるという場所でありま

すけれども、ただ、人口は増えている云々ということであれば、地域的に増え

ていくのであって、民間の場合は広域ですから、どこどこが増えているから減

っているからといっても、バスで迎えに行っているという現状がある。そうい

った中でも、子どもの獲得というのですかね、園児数をきちんと充足していく

ことができないから、数字で言われればそうかもしれないのですけども、現実

的にはどう逆立ちしても、定員割れを起こしている。保育所も定員割れを起こ

している。もうそれを言うことしかありません。それをどのように、市の方は

対応していってくれるのかという感じがします。作れば作るほど民営を圧迫し

ていくのではないか。公立も完全に圧迫されているとは思いますけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

土井会長：ここは認識が違うので、市の方はまだ足りない定義でも、橋本委員
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はむしろ過剰だというので、何かそこはエビデンスをどう評価するかですけど

ね。統計的に言うと、足りないようだということですよね。ただ、実感として

は、余っているという感じがするのでしょうね。何かご意見ありましたらお願

いします。 

橋本委員：よろしく再検討をお願いいたします。 

土井会長：でもそれはエビデンスで話をしないといけないと思うので。 

橋本委員：だからエビデンスが正しいとは言えないと。結果的にはそういう現

象が生じていっているわけだから、何をもってエビデンスを取ったかというこ

とになっていくのですけれども、もしそれが正しかったら上手にマッチングし

ているはずなのですけれども、マッチングされてない。 

事務局（幼児保育課）：橋本委員がおっしゃるように TX 沿線地域でないところ

の施設というところに関しては子どもが減っているというような数字というの

も、少しずつですが、あると思っております。我々としては施設整備をしなけ

ればいけないというところをやはり TX 沿線地域を中心として考えているとこ

ろで、先週あたりなのですけどれも、今年度の、公募エリアというのも、ホー

ムページでオープンにしたところではございますが、やはりつくば駅周辺を重

点エリアにしたり、万博記念公園駅エリアというのが非常に住宅地が開発され

ている中で、今後の子育て世帯の流入ということが考えられる中で、そのエリ

アを大分絞った状況で、公募しているところでございます。そういった中で、

先ほど、14 人しか空いていないといった２歳児も、公立保育所の北部地域だけ

が空いているような状況というのは実際にありますので、もちろん国の施策と

して待機児童対策というのは、重要なものとされている中で我々は待機児童を

出さないように市として考えていかなくちゃいけないことは勿論なのですが、

今後は、先ほど出生数の話などもありましたが、恐らくは横ばい、低下傾向、

減少傾向ということが出てくる中で、つくば市として、幼児教育保育施設の施

設事業、進められている事業者の皆様と、中心部だけではなく、地方の部分等
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においても、どのように充足していくかというのはもちろん検討していかなく

ちゃいけないことと考えています。また、施設数だけではなく、つくば市の大

きな課題としては保育士の確保ということも１つの問題になっておりまして、

実際には、90 人は入れる施設で 70 人しか預かれない、ということも実際起き

ているのが現状でして、保育士の確保というものに、事業者さんと市が一緒に

どう考えていくか。そういうことでまた施設整備をする。あるいはしなくても

済むといったことも今後一緒に検討していきたいと思っております。 

土井会長：ありがとうございます。つくば市と言っても広く、地域差が結構あ

るので、その地域ごとにエビデンスを出して、この地域は必要この地域はもう

過剰であるとか、ということを出していかないといけないのかもしれないです

ね。今日のこの会としましては、この見込み量を考えるときに、つくば市全体

ではなくその地域差も考慮して今後は考えた方が良いのかなとは思いますか

ら。その点は、議事録に残しておいていただければと思います。 

橋本委員：橋本です。あとは私立というのは、広域性がありますから、つくば

市から土浦市、牛久市へ流れている子どもたちもいるはずなのですよね。逆に

土浦市や牛久市等、近隣からつくば市の方へ流入している子どもたちもいると

は思うのですが、その辺をどのようにエビデンスしているか。ということも考

えていただきたいのです。その辺は入っていないのではないかという感じもし

ますけれども。市の方では、つくば市から近隣の市町村の方へ、子どもが行っ

ているというのも、把握していますよね。どのぐらい出ていっているか。逆に

つくば市の方へ入ってきているか。そのプラスマイナスもきっとわかるのでは

ないかなと考えるわけであります。 

事務局（幼児保育課）：我々の方では２号３号という保育所部分になってしま

うのですけれども、市外、市内、どちらも受託というような言い方をするので

すけども、どちらも同じぐらいの 150 人程度ですね。150 人が市外の方へ行っ

ていますし、150 人ぐらい市外からも預かってほぼイコールの数字です。また
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市外から、つくば市に入るというものに関しまして、つくば市は待機児童対策

としては非常に待機児童が発生していた市でもありますので、そこは厳しくし

ておりまして、まずはつくば市の方を優先という条件を取らせていただいてい

る状況でございます。 

橋本委員：それは、幼稚園の部分ですか。１号の部分ですか。 

事務局（幼児保育課）：これは保育部分２号３号の部分だけで１号に関しまし

ては、我々は数字はわからないのですよね。 

橋本委員：というところが少し見えてないところなんじゃないかなと思います。 

土井会長：では、見込みを考えるにあたって、きちんとまだ把握できない部分

もあるかもしれないので、そこは今後要検討ということは、議事録に残してお

きたいと思います。それでよろしいですか。 

橋本委員：はい。 

土井会長：他にありますでしょうか。重点目標につきまして、少し確認させて

ください。先ほど方針ですね、ABC をつけているときに、例えば、69 ページの

ところは、B 評価になっていて、その理由として、自由記述のところに、D 用の

仕組みに対してはほとんど全員に対してサービス提供していることから B 評価

としたと書いてあるので、これはほとんどがついているので、100％ではないの

で B 評価という、そういった理解でよろしいですか。 

事務局（こども政策課）：はい、おっしゃる通りです。 

土井会長：ありがとうございます。それからですね、少し私の方で確認させて

いただきたいと思いますが、72 ページですね。こども未来センターの妊婦健康

診査事業ですね、ここは B 評価になっているのですが、妊娠の経過により、妊

婦全員が検査を 14 回受診するわけではないが、実際に必要な回数の検診を受診

していると考えているのですが、ということはニーズはもう満たしているとい

う理解ですか。だとするさっきの基準から言えばむしろ B ではなくて A になり

ますよね。満たしているならば、100％ならば A 評価になりますよね。ご説明い
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ただければと思います。 

事務局（こども未来センター）：最大 14 回ということで、受診券をお渡しして

いるところですが、早めに出産されるという方もいらっしゃるので、全部の回

数は利用していない。という状況ですけれども、実際それを妊婦さん皆さんに

は、確実に全部受けましたかというのは確認していないところももありまして、

この 80％というその数値、検診の延べ回数から、B 評価としています。恐らく

は全員受けているだろうというところですけれども、実際には確認をしていな

いというところで B 評価にしています。 

土井会長：わかりました。おそらく満たしているのだろうけれども確認できて

いないので B 評価という理解ですね。ありがとうございます。続きまして確認

しておきたいのですが、73 ページですね、ここの B 評価で、実際は 67％で、C

評価になるはずなのだけれども、実際の訪問で対象者に対しては、訪問等で実

施しているため、評価は B とするということも、実質的に換算するとおそらく

80％いくだろうという、そういう理解で B ですか。 

事務局（こども未来センター）：おっしゃる通りです。 

土井会長：ありがとうございます。続いて 75 ページ、事務局（幼児保育課）の

ところです。ここも B 評価なのですが、ここは下のところに実際の必要量に対

して 100％供給できていると書かれているので、そうすると、基準からいくと A

評価になるはずですが、ここが B となっているのはどういう理由からでしょう

か。 

事務局（幼児保育課）：B 評価としているところなのですけれども、担当者と

確認し、この内容であれば、A 評価でいいのではないかと修正をさせていただ

ければと思っているところです。 

土井会長：では基準は、統一をした方が良いと思うので、先ほどの基準で全体

としていくならば A 評価の方に変えていただいた方がいいと思います。こうい

う理由であるならばですね。それからですね、77 ページですね。新たに開始す
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る公設児童クラブの箇所数が 67％で C 評価になっていって、下の C になった理

由ですね、と新設校開校に合わせて、公設児童クラブを整備しているため、確

保目標と整備量に差が生じているという理由が書かれているのですが、本来こ

れは妥当なのか、それとも、新設校開設に合わせて考えると、本来はもっと高

い評価になるべきだとお考えなのか。ベースの確保目標の出し方ですよね。こ

こが違うわけですよね。当初の確保目標の出し方とそれから実際に運用してい

るときは新設校に合わせて整備しているのでまず大きなずれが生じているとい

う、こういうご指摘だと思うのですが、これは本来のニーズから言うとどっち

に合わせるべきものなのですか。お願いします。 

事務局（こども育成課）：本来であれば、新設校開校に合わせて、児童クラブ

整備はしているため、妥当だと考えてはいるのですけども、実際の数、箇所数

ということでありましたら、実際の整備の量になりまして、そのため、率は 67

パーセントだったものと考えております。 

土井会長：先ほどの本来のニーズに合わせて評価を出すのであれば、これは C

で、本来のニーズに合っていないということになるならば、むしろ、C ではな

くて B とか A とかになる可能性があるってことですよね。そこはご検討いただ

いた方が良いのかなと思います。 

事務局（こども育成課）：実際は、学校の開校に合わせて児童クラブを整備し

ているというところもありまして、数値で言うと 67 名だったので C にしました

けども、B もしくは A が妥当なのかなというところで、A または B でもいいのか

なとは思います。 

土井会長：ではそこは備考欄にそのように理由を書いていただいて、修正いた

だいた方が良いかと思います。ご検討いただければと思います。 

事務局（こども育成課）：はい。わかりました。 

土井会長：それからついでに申し訳ありません。どうしても C は気になるので、

次の 78 ページです。これも事務局（こども育成課）ですが、上側のイベントの
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実施回数が、見込み 213 で実際 117 で 52％で C 評価ということですけれども、

下の欄、自由記述のところに、年度当初の予定実施予定回数は 126 回と書いて

あるのですが、これ 126 という回数はどこから出てきているのですか。見込み

は 213 ですよね。 

事務局（こども育成課）：放課後子供教室については、年度当初に学校に開催

の調査依頼をさせていただいておりまして、その予定では年間 126 回というと

ころで考えてはいたのですけども、この時期ですねインフルエンザと感染症、

そして学級閉鎖、大規模学級閉鎖等で学校行事が開催ができなくなったという

ことがあって、当初の学校に調査させていただいて 126 回というのが少なくな

りまして、実際は 110 回になってしまったと。そういう状況でございます。 

土井会長：わかりました。そうすると、この 126 というのが、ニーズに合って

いれば、126 分の 110 で計算しないといけないと思いますが、そもそもその学

校から出されてきた 126 というものが妥当かどうかというところもありますよ

ね、ニーズに合っているのかどうか、見込みは 213 なので、本来 213 やるべき

ところを、学校側では 126 しか準備できなかったというふうに考えるのか、ニ

ーズは 126 回というところで考えるのかによって評価が変わってくると思うの

ですね。そこはどのようにお考えでしょうか。もう１度言いますと、126 とい

う数が、ニーズに合っているものなのか、或いはニーズが本当は 200 ぐらいあ

るはずなのだけど、学校側で対応できるものは 126 だったのか。どちらかによ

って評価が変わってくると思うのです。 

事務局（こども育成課）：見込みが多かったのかもしれませんけれど、当初す

べての学校に調査を打診し、内容について、調査をして、126 になってしまっ

た。だとすると、この見込みが少し多かったのかなと思います。 

土井会長：そうすると 126 の方がむしろ現実のニーズという理解ですか。 

事務局（こども育成課）：学校は学校の都合とか行事とか規模とか、地域みた

いなものがございますので。 
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土井会長：そうであるならば、やはり基準を 126 分の 110 で換算していただい

て。そうすると B 評価になるかなと思いますので、ここもご検討いただければ

というふうに思います。少し私の方で気になったところを先にお話しさせてい

ただきましたが他にありましたらお願いいたします。重点目標につきまして、

資料１－１－７の方で落合委員からもあらかじめご意見いただいておりますけ

ども、重点項目につきまして、お気づきの点はないでしょうか。では、ないよ

うですので以上で重点項目の点検も終わりにしたいと思います。では以上をも

ちまして基本事業及び重点項目の点検評価は終了とさせていただきます。 

本日の会議での評価等は改めて事務局と私の方で整理をいたしまして、委員の

皆様全員に送付いたしますので、ご確認をいただきたいと思います。その上で

子ども・子育て会議での全体としての点検評価としまして、市のホームページ

にて公開をいたしますので、ご了解いただければと思います。今後の手続きに

つきまして、何かご質問等ありますでしょうか、ご意見等ありますでしょうか。

よろしいですか。ではそういった形で進めさせていただきます。では、審議事

項の１を終わりにしたいと思います。 

（休憩） 

土井会長：時間になりましたので次の審議、協議事項２に移りたいと思います。 

先ほどやっていただいたのは第二期のプランの点検評価ですが、今度は第三期

ですね、第二期がもう終わりますので、第三期のつくば市子ども子育て支援プ

ラン策定に向けた方針等につきまして、ということになります。資料ですと 155

ページから 196 ページということになりますね。まず、事務局から、この第三

期プランについての説明をお願いいたします。 

事務局（こども政策課）：（資料説明） 

株式会社名豊：（資料説明） 

土井会長：はい、ありがとうございます。このクロス集計は、落合委員と鈴木

委員のリクエストがあって、集計をかけていただいたものなのですね。 
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今日はお２人ともご欠席なので、なぜ、ここのクロスを必要とされたかご本人

にお伺いできないのですが、参考に見ていただければと思います。それで、こ

のクロス集計表はお持ち帰りいただくことができるのですが、最後にご説明の

ありました横長の自由回答は恐縮ですが、ここ限りさせていただいて、お持ち

帰りいただくことができないので、ここでしばらく皆様方に目を通していただ

くお時間を設けたいと思います。クロス集計はお持ち帰りいただいて、ご自宅

でも確認できると思いますので、優先的に自由回答の方をまず目を通していた

だければと思います。その前に見方等について今ご説明をいただきましたが、

質問がある方、確認されたいことがある方は、まず、質問をお願いいたします。 

柳下委員：市民委員の柳下です。教えていただきたいのですが、このアンケー

トは総数 1,336 って出ているのですが、これはつくば市の該当する何％に当た

るのか。例えばたくさん送ったのだけど、返ってきたのはこのくらいなのかと

いう、返却率はわかってらっしゃると思うので少し教えていただきたいと思い

ます。 

株式会社名豊：資料協議事項資料２－２の 163 ページをご覧いただきたいと思

います。こちら 1,336 通の部分については就学前児童の保護者になりますので、

配布数としては 2,500 通、お配りして 1,336 通返ってきて、有効回答数が 53.4

％と、回収状況の５番に記載させていただいております。他の小学生保護者、

小学生の４年生と６年生についても同様に記載させていただいております。 

柳下委員：わかりました。配布数はわかったのだけれど、これが市のどれだけ

の割合になるかというのは、誰かわかりますか。 

事務局（こども政策課）：母数については調べます。確認ができ次第お答えさ

せていただいてもよろしいでしょうか。 

柳下委員：よろしくお願いします。また、気になることで 186 ページの第３期

プランに盛り込む課題で私は教員だったので、子どもの権利条約は伝えていた

のですよね。ここの認知度の意味合いが少し知りたいのです。例えば言葉を知
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っているということなのか、その中身を知っているということの問いかけなの

か。これを答えたのは、保護者だけですよね。ここで保護者が３割、小学生本

人が１割となっているが、この小学生本人が１割というのは、小学生が答えた

わけではないですよね。 

事務局（こども政策課）：確認いたします。 

土井会長：今回は小学生にもアンケートをとっていて、聞いているのですよね。 

柳下委員：小学生は何年生かな。１年と６年じゃ偉い違いだからね。 

株式会社名豊：小学生本人は小学４年生から６年生です。 

柳下委員：４、５、６ですね。 

株式会社名豊：子どもの権利の部分について、権利条約の認知度について説明

させてください。まず保護者の認知度なのですが、子どもの権利条約を知って

いますかというアンケートになっておりまして、選択肢が、「名前も内容も知

っている」、「名前は知っているが内容は知らない」、「知らない」という３

択になっておりまして、就学前の保護者、小学生の保護者含めて、名前も内容

も知っている方が３割となっております。子ども本人につきましても、子ども

の権利条約について聞いておりまして、「聞いたこともあるし内容も知ってい

る」、「聞いたことがある」、「聞いたことがない」、「答えない」の４択に

なっておりまして、聞いたこともあるし内容も知っているというのが 9.5％と

なっておりました。 

柳下委員：今、資料を見させてもらいました。わかりました。 

事務局（こども政策課）：合わせて先ほどの件でお答えさせていただければと

思います。アンケートの対象なのですけれども、上の 163 ページの⑤のところ

にある就学前児童の保護者 2,500 通というのは、児童約１万 1,500 人の中から、

2,500 人？で、小学生の保護者というのは 8,518 人から 1,500 人を抽出してお

ります。兄弟がいる場合には下の子など、ある程度整理した数字になります。 

土井会長：ありがとうございました。他に何か確認したいことありますでしょ
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うか。 

岡山委員：市民委員の岡山です。青い冊子の 95 ページを見ると、先ほどの配布

数 1,500 が書かれているのですけれど、小学校ごとに、配布数の数値が異なっ

ているのですけれど、これは何か狙いがあってこうしているのですか。 

株式会社名豊：こちらのアンケート報告書の冊子の１ページの調査概要を見て

いただきますと、抽出の考え方を注釈で書かせていただいております。調査の

概要の２番の調査対象の部分の③の少し下に抽出にあたっての記載をさせてい

ただいております。こちらの第二期つくば市子ども子育て支援プランの教育保

育の提供区域ごとに、十分な回答数の確保を見込んだ割合で配布するとなって

おります。教育保育の見込みを立てていく際に、必要な回答数といったところ

でどうしても駅周辺が人口が多く、北部は少ないとなりますが、その人口比で

配ってしまいますと、北部の教育保育の見込みの部分について、統計的に有効

な集計ができなくなってしまいますので、人口、地域の部分について配慮した

調査という形で実施させていただいたことによって、先ほどご指摘いただいた

提示の形になったというところになっております。 

岡山委員：ありがとうございます。アンケートを見ると配布した学校のエリア

の意見がとても多いというのが、感じたところですね。やはり上郷とか茎崎、

このエリアの意見が多いなということがあったので、俯瞰したときに、その意

見がとても多いことがこのアンケートのバランスとしていいのかということ

も、少し気になったのですね。人口が多い場所の意見というのは非常に少ない。

そのため、目立たないイコールそこのフォローをしなくてもいいのかというア

ンケートの平等性みたいな部分が少し気になりました。 

株式会社名豊：貴重なご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りで、配布

数の見込み量の部分について、考慮しながら配布したというところになります。

また地域別のクロス集計をしていくことによって、そうした配布数の人口比で

はない部分について影響がどうなのかというところを先ほどのクロス集計の形
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にさせていただきますと、人口が多い地域ではそういう傾向ではないといった

ところがわかりますので、そこは細かく見ていきたいなと思っております。 

岡山委員：ありがとうございます。 

大戸委員：初めて参加する大戸と申します。このアンケートはすごいと思って

こういったアンケートをやっているのは、茨城県ではどの市でもやっているの

ですか。 

株式会社名豊：こちらについては国から基本的には全国の市町村がやるように

という通達がきており、自治体で実施しているというところでございます。 

大戸委員：日本全国どこでもこれは作られているのですか。 

株式会社名豊：おっしゃる通りです。 

大戸委員：ありがとうございます。 

土井会長：他はいかがでしょうか。ご質問ないでしょうか。では、私から１点

質問をさせてください。先ほどのご説明の中で、158 ページのところで説明さ

れたように、今回から子ども若者育成支援推進法も加わってくるということで

すよね。それを踏まえて 186 ページの、先ほどの子どもの権利のところにあり

ましたが、その資料⑤で、子ども若者育成支援に関することと書かれているの

ですが、これまでは、この会議も子ども子育て会議ですし、対象が子どもだっ

たと思うのです。そこにこの若者支援が入ってくると、若者の定義は今は国の

定義で 39 歳までですよね。政策によっては 49 歳まで入ってくるわけですよね。

私達の今度作るプランには、若者も入れるということは、30 代まで入れて今後

は考えないといけないということなのか、或いは、子ども若者支援法に基づく

けれども、その中で、子どもだけ、要するに学齢期までに限定してやるのか、

そこはどう考えたらいいのでしょうか。若者、20 代、30 代まで含めていくなら

ば、相当抜本的な見直しが必要かなと思うのですけれど。 

株式会社名豊：現段階におきましては 39 歳までというところを見ていくのでは

なく、そうした子ども若者支援育成法の視点を踏まえて、子どもの部分につい
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ての方針もありますのでその内容について位置付けていくという形で考えてお

ります。 

土井会長：私たちとしては従来と同じく小学生までが対象ということで、この

プランは、第３期も考えれば良いということですかね。 

株式会社名豊：はい。 

土井会長：ありがとうございます。ただ、切れ目のない支援ということがある

ので、それも見越しながらということではあるとは思うのですけどね。 

柳下委員：小学生までだったのですね。完全に私は中学生までと考えていたの

ですけれど。そうすると 186 ページの性や妊娠に関する正しい知識を身につけ

る、プレコンセプションという言葉がわからなかったのを教えていただきたい。

これは小学生を考えていらっしゃるのでしょう。なかなか学校ではこの性に関

することができなかったので、どんなことをイメージなされているのでしょう

か。 

株式会社名豊：プレコンセプションケアの説明をさせていただきます。こちら

につきましては、将来の妊娠といったところを考えながら、女性や、そのパー

トナーの方が、自分たちの身体的な性の部分について向き合うという形になっ

ております。こちらについては、不妊治療といったところもありまして、身体

的な性の中で、特に女性の方につきましては身体的な部分について子どもを産

むといったところの年齢に応じてリスクといったところが生じていくといった

ところが生物学的にありますので、そうしたところを、望む子どもの人数であ

るとか、望む出産ができるような形を、結婚する前から知識として知っていく

ことで、そうした望む出産をできるといったところの啓発が国の方でも、そう

した未然に、知識を知っていくことによって、子どもを増やすといったという

ところになっております。また別の視点として課題の部分に書かせていただい

ておりましたのは、若者支援といったところでこういった視点が求められてい

るという点で参考に記載させていただいております。また、今回の計画の中で、
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こういった視点が有効なのかどうかや、先ほどあった小学生には早いのではな

いかといったところも踏まえまして、ご議論いただければありがたいなと思っ

ております。 

柳下委員：わかりました。 

土井会長：ありがとうございます。若者を 39 歳まで考えるならば、このままの

文案でも問題ないと思いますが、私たちのプランが小学生までのプランである

ならば、このまま 39 歳までの方も前提としてはこの文章でいいのかどうかを考

えないと、このままパブリックコメントをかけたら、いっぱい市民からの意見

が来るのではないかと思います。他に確認されたいことはありますでしょうか。

では今から時間を 15 分取らせていただきます。35 分まで 15 分。自由回答の方

を中心にお読みいただければと思います。クロス表はお持ち帰りいただきます

ので、自由回答はお持ち帰りできないので、自由回答にじっくり目を通してい

ただければと思います。 

千代原委員：千代原です。お願いがあるのですけれど、クロス集計の落合委員

と鈴木委員のデータがあると思うのですけれどデータをいただくことはできま

すか。 

土井会長：データというのはどういう意味ですか。 

千代原委員：エクセルか何かでお願いします。どうしてかというと文字が小さ

すぎるのですよね。 

土井会長：これはデジタルデータでお配りすればよろしいですか。 

千代原委員：はい。 

土井会長：これはデジタルデータで、また改めてご用意をいたします。今から

35 分までお読みいただければと思います。この場でしか確認できませんので今

日しかありません。よろしくお願いいたします。では今から 35 分までお願いい

たします。 

（データ読込） 



 

p. 35 
 

土井会長：まだ十分に読み切れてはいないと思いますが、時間になりましたの

でこのあたりにさせていただければと思います。先ほど申し上げましたように、

クロス集計値で落合さんと鈴木さんのリクエストがあったクロス表につきまし

ては、後程、エクセル表、或いは PDF にしたものをお送りいたしますので、そ

ちらをご覧いただければと思います。それから今ご覧いただいていた自由回答

ですが、今読んでいただいている資料をお持ち帰りいただくことはできません。

十分に読み込めてはいないと思いますので、確認されたい方は市役所のこども

政策課に来ていただければ、その場で読んでいただくことができますので、ご

関心のある方はこども政策課に足を運んでいただければと思います。それから、

先ほど少し触れました、子ども、若者をどこまでというプランのターゲットを

どうするかという話で、言葉を補っておきたいと思います。先ほどの 186 ペー

ジのところの子ども若者育成支援に関することで、様々な困難を抱える若者へ

の切れ目のない支援と書かれています。最近よく言われることですが、例えば

青年期、20 代や 30 代は色々な困難な問題を抱えている。その問題を抱えるに

至ったのは、20 代 30 代からではなく、その種が撒かれるのは幼少期であると

か、或いは小学校学齢期に種がまかれている。それがだんだんと続いていって、

20 代 30 代で問題として拡大をしていく。ということはよく言われているので、

このように切れ目のない支援が今必要だというふうに言われているわけです。

従って私たちは、プランのターゲットは、ほぼ小学生ではあるけれども、それ

は小学生で終わるものではなくて、中学生高校生、或いは青年期を念頭に置き

ながら今、小学校の段階までで何をしたら良いのか、将来、大きな問題を抱え

させないためには、今現在、学齢期前に何をすべきなのかという視点でこのプ

ランを考えていくというふうにお考えいただければと思います。具体的な文言

をどのように書き込むかは事務局と相談をしたいと思いますが、そういった形

でプランを考えていきたいと思っております。それでは、先ほど名豊からもご

説明がありました協議２－３という用紙の裏側を見てください。190 ページで
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すね。進行の流れというのがあります。今、上から３つ目までやりました。15

分程度データを読んでいただくというところまでやりましたので、次にいきた

いと思います。皆様への意見をいただきますというところです。そこを見てい

ただきますと第２章２のアンケート調査の主な結果に掲載すべきアンケート結

果項目。それから第２章の５、子ども子育て支援に関わる課題、それから第３

章基本理念等の書きぶりへのご意見についてご提案をお願いしますと書かれて

います。ここをこれからやろうとしているところです。これを踏まえまして、

何かご意見ご質問、コメント等があればお願いいたします。特に基本理念はこ

の後の時間でやりたいと思います。まずは基本理念の前までですね。アンケー

トの結果、掲載すべき項目、或いは先ほど名豊から説明がありました第２章の

５、子ども子育て支援に関わる課題というところです。ここで何かお気づきの

点ご質問ご意見等ありましたらお願いいたします。今の自由回答を読まれた段

階でも、それを踏まえて、何かご意見等ありましたら、こういうことが必要な

のではないだろうかなど、ありましたらお願いいたします。 

間野委員：間野です。アンケート調査の結果についてなのですけれども、こち

らの課題一覧に書かせていただいたのですが、アンケートの結果で回答者のう

ち 700 万円以上の方の回答が半分を占めているというのを見まして、正直かな

り偏っている内容になっているのではないかと思っています。支援が必要な低

所得の方や、子どもの貧困なども言われていますけれども、そのあたりの意見

がどこまで反映されているかというと、こちらのアンケートだと少ないのかな

と思っています。また、先ほどの自由回答を読ませてもらって、サービスを利

用するとか、既存のものを使うとか、お金を払って何かをさせてもらうとか、

そういったサービスを利用するという意識が、お母さんたちお父さんたちの回

答でも結構高いということ、仕方がないかもしれないのですけれど、そこを自

分がやるとか何か参加するとか、そういう方向にいけないのかなというところ

も思っています。子どもたちの回答とかも見させてもらって思ったのですが親
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や大人のニーズなど、色々な都合に合わせているところが多いのではないかな

というのもとても懸念していまして、今、国で子ども真ん中ととても押し出し

ていますけれど、果たして本当に子ども真ん中ですかと正直思います。子ども

の権利というのも今回アンケートで聞いていただいているのですけれども、大

人の良かれという気持ちはとても大事ですし、もちろん必要なのですけれども、

立ちどまるというか、これまでの施策というのが本当に子どもの権利をきちん

と認めたものになっているのか、本当に子どもの意見をきちんと聞いた上での

施策というか子ども子育てのプランでないと、子どものためのプランにはなら

ないのではないかなということを思っています。そのため、その偏りがありそ

うというところと、本当の意味でのその子どもの施策というところを考えると

いう意味では、このアンケートの回答の結果をどこまでどの部分を載せるかと

いうのもとても難しいと感じています。アンケートのどこを載せるかでも、そ

の偏りの部分が出てしまうようなものにもなりかねないこともとても不安に思

っています。年収とのクロス集計が出ているので、そのあたりをもう一度見さ

せていただいてとは思っているのですが、はい自由回答も全部は全然見られな

かったので、また少し後程改めて読ませていただきたいなと思います。 

土井会長：どうもありがとうございます。２点のご意見でした。まず、後半の

方です。この子どもの意見がどこまで反映しているかということは、先ほどの

子ども若者支援のものでも子どもの意見表明権と盛んに言われていて、当事者

の意見をきちんと聞き取るように、ということもうまく組み込まれています。

それもあったので、今回は親だけではなくて、小学生にも調査はかけたのです

よね。きちんと子どもの意見を聞くことということは行っています。そうする

とこのプランにこの案件を上げるときに、子どもの意見としては、１個しかな

い、最後のアンケート調査の主な結果で、小学生のものは、ご本人当事者のも

のは子どもの権利条約の認知度 173 ページのものだけですね。他に何かもう少

し子どものたちの意識をそんなに聞いてないのでもしも拾えるものがあれば、
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もう少し子ども自身の回答を入れた方がいいのかもしれないですね。今のご意

見を踏まえるならばですね。せっかくアンケート調査をかけているので、数は

少ないですけど、それも１つ要検討かなと思いました。それから、アンケート

だけではなくて、施策の中に、子どもの意見を聞くというシステムを取り入れ

ていって入れていかないといけないと思うのですよね。なので、今度個々の施

策を検討していくプランの中で、いかに子どもたちの意見を吸い上げるような

仕組みを、作ってもらうのかってことを入れていくことが大切かと思うので、

それはまた個別の各論に入ったときに、例えばこういうところでは子どもの意

見を聞くようなシステムがあった方がいいのではないだろうかということは、

また追々やっていければと思っていますので、またその時にご発言いただけれ

ばと思います。それから、１つ目の問題ですが、これは先ほどの地域による偏

りというご意見もありましたし、経済階層による偏差というのが、確かに偏っ

て出てしまうとまずいので。ただそこを、操作した場合に、どれだけ統計的に

有意なことがいえるのかと。サンプル数の問題もあるので、なかなかそこは難

しいなとは思うのですが、このあたりについて名豊いかがでしょうか。 

株式会社名豊：こちらの収入については、あくまでアンケートとしては世帯の

収入という形になっておりますので、例えばお父さんお母さんが正規雇用とい

う場合にプラスした収入になりますし、また、３世代で暮らしている方につき

ましては、おじいちゃんおばあちゃんの年金収入も加わる形になりますので、

700 万円以上を超える世帯というのは、一定数見られるのかなと思いますので、

分布としては、正式な市の税情報を見てみないと何とも言えない部分がありま

すし、今回は子育て世帯のみになっておりますので、実績として把握していく

のは難しいとは、お聞きしているのですけども。統計的にそこまでずれている

という形ではないのではないかなと考えております。 

土井会長：今おっしゃっていることは、全体の経済階層、そうした分布自体が

市全体の分布とそんなにずれていないのではないかというご意見ですね。つま
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り、足すと 700 万円ぐらいになるのはボリュームゾーンではないだろうかと。

そのため、それを反映しているのではないだろうか。だから、高年収の人だけ

が返してきたわけではなくて、市全体の子育て世帯の年収分布を一応反映して

いるじゃないだろうかということですね。ということのようですが、間野さん

どうですか。 

間野委員：先にどうぞ。 

土井会長：橋本さんどうぞ。 

橋本委員：橋本です。書いてあることがとても立派で、そうなのだろうなと思

って話を聞いていたのですけれども、先ほど土井会長が大変いいことを言った

のですよね。切れ目ない云々ということ。幼児期から少年そして、青年、成人

と切れ目ない、育ちというか成長ということは非常に大切なのですけれども、

かつてアメリカの経済学者のヘックマンという人が、質の高い幼児教育を受け

た者は将来的に犯罪は少なくなるし、高収入を得るようになるのだから、幼児

教育が大事だということを言って、経済学者なのにノーベル賞を受けたという

経緯があるのですね。それほど、今、幼児教育を大切にしなきゃいけない。そ

の中で幼児教育、幼児教育保育、何をもってやっていかなきゃいけないか、一

番核になるところは、アタッチメント、愛着形成というところが、非常にこの

時期は大事だと思うのです。その部分がこれは抜けているのではないかなと思

うのです。保育の質のガイドラインなんかにもそこは抜けているのではないか

と思うのです。その辺は、ここに入っていますか。 

株式会社名豊：ご指摘の部分については課題のところに記載がないというふう

に思います。 

土井会長：そこは今のアンケートについてではなくて、課題のところですね。

課題にそういう文章を入れるべきだということですよね。 

橋本委員：量と本質というものに触れていかないということになってしまって、

何に向かって支援したり、ニーズが必要なのかというところが、見えてこない
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ですよね。だから、保育の大事なところというのは、一言で言えば、この時期

にきちんとした愛着形成を築いてあげる。それが将来の子どもの心の安定に繋

がって、小学校からのいじめとか、意地悪とか、そういったものの解消をして

いけるんだと思っているのです。愛着形成をよくされてない子どもたちは満ち

足りていませんから、不満気ですから、何かしらをもってその不安を解消しな

きゃいけないというのが現実であります。幼児教育、保育の中の大事な部分と

いうのは、この愛着形成アタッチメント。保育の専門家だったらみんなこれを

知っているはずですので必ずそこは触れてください。それから、子ども真ん中

ということも今うたわれています。かつて、全日本私立幼稚園の方では、子ど

も真ん中プロジェクトというものを 15 年ぐらい前から立ち上げて、教育をやっ

てきたところがありますので、ぜひそれをもう一度名豊の方で、少し見てみて

ください。 

土井会長：ありがとうございます。間野委員からもありました年収分布につい

ては、つくば市の子育て世帯の年収分布がわかるかどうか、もしわかれば、そ

の分布と、今回の調査結果がずれていないかどうかを確認いただきたいと思い

ます。それから、橋本委員からお話のあった点は、課題のところに書き込むと

いうこと。それから、基本理念にも関わってくると思います。時間的な問題も

ありますので次に移りたいと思いますが、特に基本理念につきましては、令和

７年度から５年間の市の計画の根幹となる理念の部分ですので、積極的な意見

をお願いしますと書いてあります。187 ページですね、この基本理念はたたき

台があるので、これの検討を今の段階でできればと思います。 

大切な部分なので読みます。つくば市未来構想戦略プランでは繋がりを力に、

未来を創るまちづくりの理念としています。この理念の実現に向け、子ども若

者の目指すまちの姿として、未来を創る人が育つまちを掲げ、子育て環境が充

実した親子が一緒に楽しみながら成長できるまち。子どもたちが自分の好きな

ことを見つけ、個性を伸ばしながら未来を切り拓いていく力を育めるまちを目
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指しています。また、こども大綱においては、子どもや若者への必要なサポー

トが年齢で途切れてしまうことなく、子どもや若者をそれぞれの状況に応じて、

社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示しており、本市におい

ても次代を担う子どもから若者まで対象範囲を広げ、切れ目のない支援の充実

を図っていくものとします、と書かれています。このままだと先ほど申し上げ

たように、39 歳まで入ると決まっていることになりますから、これも文案を考

えないといけないと思いますけれども、まず、この基本理念につきましてご意

見があればお伺いしたいと思います。 

柳下委員：市民委員の柳下です。基本理念なので、どんなことを言っても大体

網羅されると思うのですが、これを読んだ人がどう感じるかとても大事だと思

うのですよね。似たような言葉を使うときには注意が必要じゃないかなと思う

のです。例えば、子どもたちが個性を伸ばしながら未来を切り拓いていく力を

育めるまちと、基本理念の共に未来を招く力をすべての子どもたちに育むまち

というものが被るのです。同じ言葉が使われているので、よく読めば違うと思

われるかもしれないのだけれど、なるべくシンプルに伝えたかったら未来を拓

く力、未来を切り拓いていく力など。これを何かうまく表現できるのであれば、

もっとシンプルじゃないかなと思います。それからもう１つは、この未来を創

る人が育つまちを掲げればいいんだけど、子育ての環境が充実した、親子が一

緒に楽しみながら成長できるまちはよくわかる。そのあと、子どもたちが自分

の好きなところを見つけ個性を伸ばしながら未来を切り拓いていくと、どうし

ても未来を切り開いていく力の前に修飾がつくのが、何か限定されているよう

な気がするのですよね。個性を伸ばしながらじゃなきゃ駄目なのだというよう

な。あくまでも個性を伸ばしながらも１つだろうし、個性じゃなくやっぱりみ

んなと協力してやりたいと、そういう人だっているかもしれない。誰かのため

だけで構わないって思う人もいるかもしれない。そう思うと、前に修飾語はあ

まりつけないほうが私はシンプルに思います。 
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土井会長：ありがとうございます。今日はまだこれで決まりではないので、色

々なご意見があった方が良いので、自由にご発言ください。深井委員お願いし

ます。 

深井委員：意見というか質問です。「こども」の表記はどちらに揃えるのです

か。 

土井会長：私もそれは気になっていたのですけれど、元になっている国の方で、

子供が漢字のものと、それからこども計画のように平仮名のものの両方がある

のですよね。そこからおそらく持ってきているので、これが混在しているのだ

と思います。ただ、ここで基本理念としてまとめるときには、どちらかに統一

した方がよいと思います。それも私たちが決めればよいと思います。こどもと

開くのか、或いは子は漢字にするのか、これはまさに私たちの考え方次第です

から。ただ、開くか、或いは漢字にするかによって、前提となっている国の方

が違うので、当然読む方はそれをイメージすると思いますから、どちらを私た

ちは前提しているのかということを念頭に置きながら、全部平仮名にするか、

或いは漢字にするかは、考えていくべきだと思います。 

橋本委員：「こども」という文字の使い方については一時、漢字で「子供」と

書くことはよろしくないというような、文部科学省の見解があったのですよね。

３年前ほど前に、別にそれでもいいのではないかというようなこともあり、平

仮名を交えた「子ども」と、漢字の「子供」を使い分けてもいいというような

見解が出ていると思うのです。それはお調べいただけますか。これはきちんと

文部科学省で見解が出ていると思います。 

土井会長：これは「子」だけを漢字にして、平仮名に開くというものが一般的

になってきていたのですが、今揺り戻しが始まっていて、一部の政治家から全

部漢字にすべきだという意見も出てきているのですね。その中で今そういった

立場の人もいるのは事実です。ただ、色々な政策の元、最初から子供の全部が

漢字のパターンと、子だけが漢字で他が平仮名のパターンと、「こ」も平仮名
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で全部平仮名というパターンと、３つあるのです。そのため、私たちはどれで

いくのかということを、ここで決めるべきだと思うのですね。 

株式会社名豊：先生がすべておっしゃっていただいたのですけれども、文部科

学省については「こども」の「供」を漢字にすることが国の文書でも増えてき

ておりますので、そうしたところの揺り戻しは文部科学省では出てきていると

いうところでございます。ただ、こども家庭庁については平仮名にするという

ところが、まだ正式な文章としてはこども家庭庁準備室の時代で、子どもの表

記のところが、参考として通達が出ております。そちらについては基本的には

「こども」は平仮名にするというところや、法令等の正式な名称については、

その正式な名称を使うというところが推奨という形で出されております。ただ

先生のおっしゃる通りで、それはあくまでこども家庭庁の考え方の「子ども」

の表記であって、文部科学省も違うというところがありますので、こちらの会

議の中で決めていくというところが望ましいのではないかなと思います。 

土井会長：１点確認ですが、この基本理念については、私たちがどの表記でい

くかということを決めれば、それは何か法令上の制限がかかっているというこ

とはないですか。 

事務局（こども政策課）：基本的には会議で決めていただくことが大切かと思

うのですが、その部分については庁内で確認をさせていただいて、また共有を

させていただいてもよろしいでしょうか。 

土井会長：ではそれは次回ということです。ただ、私たちの意見としてどうす

るかは出しておけば良いと思うのでそれも含めて自由にご意見があればご発言

ください。 

柳下委員：基本理念が今までと同じと聞いたのですけれど、そうするとこの「共

に」は、何をイメージしてつけたのですか。人によって色々と「共に」が違う

ので、この作られたときの「共に」はどんなイメージの「共に」でしょうか。 

土井会長：今おっしゃっているのはキャッチコピーのところですね。コピーの
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ところの下のキャッチフレーズの、「共に未来を拓く力をすべての子どもに育

むまち」というものですね。これは第二期プランのときに作られたので、私は

いなかったので知らないです。 

橋本委員：私はいました。 

土井会長：ご記憶ですか。 

橋本委員：この「共に」というものをどうしてつけたかということは、あまり

記憶はないのです。ただ、この時代には共生とか協働とかね。そういった言葉

が、いわゆる保育業界というのですかね。その中でよくうたわれていたことな

ので、そこからきっと持ってきているように思っています。 

土井会長：今キャッチコピーのご意見もありましたので、これも私たちで考え

ないといけないと思います。仮置は第二期のプランのものですから今度はどう

するかですよね。どういうキャッチコピーを作るかも、何か良いアイデアがあ

ればお出しいただきたいと思います。先ほどいくつか意見が出ているように、

例えば子ども真ん中など、そういった言葉を盛り込むかどうかですよね。確か

に子どもの意見表明権などが言われているので、子ども真ん中というのを入れ

るのも１つの案かなとは思います。何かご意見あれば自由にどうぞ。 

橋本委員：前回これを決めたときも一気には決まらなかったのですよね。何回

か、それぞれがキャッチコピーを持ち合って、いくつか選んでいって、さあこ

れにしましょうかというようなやり方をしたような記憶があるのです。 

だから同じようにしてほしいような気もしますし、今ここでどういうキャッチ

コピーにしようかというのは少し難しいと思います。 

土井会長：私が申し上げたように今決めましょうという話ではなくて、今日は

特に意見出しですから、自由にブレインストーミングでご意見を出しください

ということなのですが、今すぐには難しいかもしれませんので、委員の皆さん

の宿題にしてよろしいでしょうか。次回までに、それぞれがこういうキャッチ

コピーがいいのではないのかということをお考えいただいて、そして次回まで



 

p. 45 
 

にご提案いただき、その中で吟味していくということをやっていきたいと思い

ます。次回の会議です。その時に、キャッチコピーを入れていただいて、ご自

身の案を書いていただいて、お出しいただければ、それをまとめてここでお示

しをして考えていくという形にしたいと思いますので、ぜひセンスのいいもの

を考えてください。時間が予定より 10 分ほどオーバーしているのですが、この

基本理念につきまして、現時点でのご意見があれば承りたいと思いますがいか

がでしょうか。何かこういう観点が必要じゃないかということがあれば、ご発

言いただきたいと思います。 

青山委員：市民委員の青山です。先ほど少し言及されていた「こども」をどう

表記するかというところについてなのですけれど、色々な考え方やいわゆる思

想というか信条があると思うので一概に何が正しいかということはとても難し

いところだと思うのですけれど、私の認識している範囲でいくと、「子供」を

漢字表記した場合に「供」とは供え物の「供」であって、子どもが供えられる

べき存在というのはその価値観を反映したものであると認識しておりまして、

そういった観点からいくと今日において「子ども」に「供えるという漢字を使

うことは私は不適切だと考えています。子どもの権利条約に言及されていたり、

今日において子どもたちが主体的に自分たちの生き方を選択できるということ

がとても大事だと私は考えていますし、それは日本社会でも、世界的にも同じ

ように大切だと思われている価値だと私は思っているので、「供」の漢字表記

は避けるべきだと考えています。また、こども大綱の「こども」は平仮名表記

だと思いますので、子どもは全部平仮名の方が丸くていいのではないかなと考

えていました。 

土井会長：ありがとうございます。今日は自由にご発言いただければと思いま

す。今おっしゃるように子どもの「供」についてご意見があったので、平仮名

にしましょうってなってきたのですが、今保守系の政治家たちが言っているの

は、そういう意味ではないということも主張されていて、漢字に戻すべきだと
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いう意見も一方であるのもまた事実ですよね。色々な意見があります。他には

ご意見ありますでしょうか。 

間野委員：質問なのですけれど、宿題でみんなでこの基本理念を考えてくださ

いということだったのですが、前回がどういった経緯だったのかわからないの

ですが、その理念があってその後に目標が出てきて、方針が出てきて、事業に

なってという流れになっていくのだと思います。理念があって、目標があって、

方針があってすごいと思っていたら事業がそこ止まりなのかと思った覚えがあ

ります。第二期のプランを見たときに、その基本理念を考えるとなったときに、

理念はすごいけれど、そのあとの目標方針事業に反映されていくのかというの

はここで議論をしていくことなのかなというイメージなのですけれどもどう考

えてこの案というものを、提案すればいいのかがよくわからなくなってしまっ

ています。そのため、本当に理想を出してしまっていいのか、それとも第二期

はこういった感じであったから、第三期もいきなり大きく変わるということは

難しいのかなと思っているのです。そのため、どのあたりの塩梅で案を出せば

いいのかなということをお聞きしたいのです。 

土井会長：まさにそれ自体は私たちがここで決めるべきことだと思います。２

つあると思います。１つは、実際に施策はこういうことやりましょうというこ

とを決めた後、それに合わせて基本理念を考えるということもあると思います

が、一方で、まず基本理念があって、少しでもその理念に近づけるようにいろ

んな施策を考えていく。というのと両方あると思うのですね。私個人的には後

者と思います。まず理念があって色々な施策を打った方がいいと思いますが、

具体的施策を考え、最後に理念を合わせて考えましょうということもないとは

いえないと思うので、委員の皆様のご方針で決めれば良いと思います。ただ、

その前の文章部分もありますから、先にキャッチコピーを考えてそれに合わせ

て文章を作っていくのか、或いはその文章、基本理念の部分の次の文に合わせ

てキャッチコピーを考えていくのかというところも、１つは考えるところでし
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ょうか。どっちにするのかということはあると思います。いかがでしょうか。

もう少し、まだ何回かありますので、基本理念の文章を揉んでから、それから

キャッチコピーを宿題にしますか。その方がよろしいですか。何か皆さんうな

ずいてらっしゃるようですが。 

千代原委員：今、基本理念やキャッチコピーという意見が出たのですけれど、

私は本来子どもを育てる、或いは子どもを育てる環境というものを考えたとき

に、自分たちはそれぞれありたい姿というのがそれぞれ違い、それは当然だろ

うと思うのですけれど、最終的なところの理想ではないのですけれども、こう

いった状況があったらいいなという最終的なありたい姿を各位がイメージして

いただいて、それに基づいて基本理念は作ればよいと思います。そして最終的

に、短くキャッチコピーをまとめた方がいいのかなと思いました。 

土井会長：では、その方式でいきたいと思いますので、施策を考えた後ではな

くて、最初に理念を掲げて施策を具体的に検討していくという方式でよろしい

でしょうか。ではその方式でいきたいと思います。その基本理念の地の文を皆

さんに書いてきていただくのは大変だと思いますから。ここはある程度、今日

のご意見を承ってご意見を踏まえて少し名豊の方で揉んでいただいて、地の文

を作っていただき、その地の文を次回もう一度検討し、その地の文がある程度

コンセンサスが取れた段階で、その地の文を反映するようなキャッチコピーを

皆様方に、次々回に宿題として出すという段取りで間に合いますか。 

千代原委員：今、土井会長からお話があった基本理念ですね、基本理念を委員

の中には作ってみたい、考えてみたいという方もいるかもしれません。 

土井会長：今おっしゃっていた文章の方ですか。 

千代原委員：そうですね。長い文章ですね。考えてみたいと思う方もいるかも

しれませんので、その意見も合わせて考えていただければと思います。名豊だ

けではなくて。 

大戸委員：第１期は、人と自然と科学の調和なんて書いてあったかと思うので
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すけど、その基本理念につくば市らしさを入れるのか、それとも今のものはど

こでも使える文句ですよね。たたき台に挙げていただければ、その辺はつくば

市らしさを入れるのかどうかというのは、皆さんご意見はございますでしょう

か。 

土井会長：人と自然と科学も扱うようであるし、第二期の未来を拓くというも

のも、一般的ではあるけども、少しつくばらしい感じに見えなくはないと思う

のですけど。未来志向都市のような、いわゆる高齢化が進んでいる地方都市と

は違うという気がしますけどね。それでは、時間的なもの、スケジュール等を

お願いします。 

事務局（こども政策課）：名豊と考えたものについては、次回の会議のときに

お見せするよりも早く、また皆様にお見せできるように調整させていただけれ

ばと思います。その中で、もしこういう文案を考えたのだけれどということで

言っていただければ、それも踏まえて、またどういう形かで、参考にさせてい

ただいて作っていければと思っております。 

土井会長：キャッチコピーの分はそのあとの会でも大丈夫ですか。 

事務局（こども政策課）：キャッチコピーのところも、イメージとしては基本

理念のところについて、ある程度地の文というものを名豊に作っていただいて、

それをお示しできればと思っています。次回までにそのやりとりを見た上で、

キャッチコピーをもしご意見があれば、次回の会議までにいただきたいと思っ

ています。 

岡山委員：１期２期という文章・理念ができ上がってきて３期を目指し、３期

を表す言葉ということなのですけれど、その１期２期の何か揉まれた、捨てら

れてしまった、削られてしまったものというものは残っていますか。要するに、

この話というのは切れ目のない支援ということがとても大事なのだけれど、２

期の話がこちらに伝わってこない、ここが切れていることにとても私は、違和

感を感じていまして、理念というものを期によって変えることがそもそも必要
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なのかどうかということを踏まえて、今までこういった議論がなされてこうい

った言葉に落ち着いたんだ。その時は選ばれなかったけど、３期を目指すにあ

たってはそれを実は復活できるとか、こういったものが実は３期だったら目指

した方がいいという、今までの時間をこちらも共有させていただいて次の期を

目指すということが私はいいのかなというのが少し違和感を感じたところで

す。 

事務局（こども政策課）：第三期のプランを作る上ではもちろん第二期のプラ

ンも、参考にして作っていただくのは当然のことだと思いますけれども、今委

員からご指摘のあったような、そこにあらわれなかった経緯というものも、探

してみまして、参考になるものはご提示できればと思います。よろしくお願い

します。 

土井会長：アンケートだから何回か分けてやる必要ありますね。早めに委員の

皆様から、この地の文をお考えいただける方はお考えいただく。ただ、その前

提として第１期第２期でどういう議論があったのか。その時に何が落ち、何が

残ったのかというような資料がないと地の文を作りようがないので、まず資料

をお送りいただく。その資料を前提として、委員の皆様にお考えいただける方

は、基本理念の地の文をお考えいただきご提案いただく。さらにそれを踏まえ

て名豊を交えて、基本理念の提案をできるようなものを作っていただいて、も

う１度それを返していただいて、今度はそれに基づいて、キャッチコピーをま

た出していただくという段取りになります。 

事務局（こども政策課）：イメージとしては、１期２期プランの過去の情報を

お渡しする。それから、名豊が地の文をお渡ししてそれを踏まえて皆様からキ

ャッチコピーをいただくというような３つの段階の中で、並行してもし地の文

を考えてご提案したいという方がいれば、それに提案をいただくという形で並

行したやり方で進めさせていただければと考えています。 

土井会長：今のご趣旨は、次回の会議では、この基本理念をある程度確定する
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ということですか。 

事務局（こども政策課）：確定ではないですけれど、ある程度固めたものを進

めていくということではその通りです。 

土井会長：さっき申し上げたのは、それがある程度確定してから、キャッチコ

ピーは考えたほうがいいのではないだろうかということを申し上げたのです。 

その分だけでも入れ替えればいいのだから、それは間に合うのではないですか。 

事務局（こども政策課）：キャッチコピーについては、間に合うかといえば間

に合うと思います。そのため、かなり確実なものにまで確定してからのキャッ

チコピーということであれば、それでも大丈夫ですけれども、ある程度地の文

で思いついたキャッチコピーがあるというのであればそれもご提示いただいて

もいいかなと思います。 

土井会長：では、過去の資料をお送りいただき、それに基づいてキャッチコピ

ーと地の文、基本理念をお考えいただける方はお考えいただき、それを参考に

して名豊でもう一度揉んでいただき、やりとりする中で、キャッチコピーにつ

いても同時並行的にもし考えていただけるならばお考えいただくということで

すね。ただ次回確定するのは、地の文であり、その地の文に基づいて、キャッ

チコピー自体を確定するのはその次の回でも構わないということですね。 

事務局（こども政策課）：はい。 

土井会長：ではそういう形で今後は進めたいと思います。他に今確認されたい

ことありますでしょうか。或いはご意見でも良いです。報告がまだ残っていて、

予定の時間の６時半なのですがよろしいですか。 

委員一同：はい。 

土井会長：ありがとうございます。ではこれで審議事項の２を終了させていた

だきます。ご協力ありがとうございました。では、続きまして報告事項に移り

たいと思います。報告事項につきましては、傍聴されたい方がいらっしゃいま

すので入室を認めたいと思います。では、事務局から報告をお願いいたします。 
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事務局（こども政策課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：ありがとうございます。何かご質問等ありますでしょうか。よろし

いでしょうか。では続きまして報告の３、４ですね。お願いします。 

事務局（幼児保育課、こども育成課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：ありがとうございます。３、４合わせて、何かご質問ありますでし

ょうか。よろしいですか。では報告の５をお願いいたします。 

事務局（こども育成課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：はい、ありがとうございました。ご質問ありますか。 

柳下委員：放課後児童室の趣旨はもちろん安全でわかるのだけれど、３年後の

経過措置の後というのは、これから３年間かけて考えていくと思うのですけれ

ど、当然需要があるわけですのでその受け皿はぜひいいものをお願いします。

アフタースクールがこれからスタートすると思うので、それがうまくいくよう

に、アイデアを皆で出していければと思っておりますので、できればそういっ

た情報もいただけると子どもの育成にはいいと思います。よろしくお願いしま

す。 

事務局（こども育成課）：ありがとうございます。３年間の経過措置の間には

色々と検討することがあると思います。アフタースクールも含めて、児童クラ

ブの整備や、小学校の教室の活用や、民営児童クラブの積極的な誘致等、色々

とやることがございます。それを丁寧に考えていきたいと思っております。 

千代原委員：経過措置を設けていただいているということなので、その中で色

々な課題が出てくると思います。色々な問題も出てきて、或いは各児童館、児

童クラブで色々な要望が出てくると思うのですけれども、それを丁寧に、ゆっ

くり、少しずつ拾い上げていただいて、市のみで考えるのではなく、地域であ

るとか、子ども・子育て会議もそうなのですけれど、市だけで考えず、みんな

で考えて、みんなで問題解決して、いい方向に進めるように、そういう施策を

みんなで考えていければと思っていますので、よろしくお願いします。 



 

p. 52 
 

土井会長：ありがとうございます。他にご発言されたい方はいらっしゃいます

か。よろしいですか。では以上で報告を終わりにしたいと思います。あとその

他ですけども委員の皆様、或いは事務局からその他何かありますでしょうか。

特にないですね。では、今日は大変な長時間になりましてどうもお疲れ様でし

た。これで審議と報告をすべて終わりにしたいと思います。それでは議事進行

を事務局にお返ししたいと思います。 

事務局（こども政策課）：土井会長ありがとうございました。本日の会議録に

つきましては後日、皆様にご確認をいただいた後に、市のホームページで公開

させていただきます。以上をもちまして、令和６年度第２回つくば市子ども・

子育て会議を閉会いたします。本日は長時間にわたり、皆様ご協力いただきま

してありがとうございました。 

  

              ―以上― 

 

 

 

 



令和６年度（2024 年度）第２回つくば市子ども・子育て会議 

日時：令和６年（2024 年）８月９日（金） 

13 時 15 分から 18 時 30 分まで      

場所：つくば市役所本庁舎２階 防災会議室（２）（３） 

 

< 次 第 > 
 

１ 開    会 

 

２ 任 命 書 の 交 付 及 び 挨 拶   

 

３ 協 議 事 項  

（１） 第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価（令和５年度実績）  

（P.１～P.154） 

（２） 第３期つくば市子ども・子育て支援プラン策定に向けた方針等について

（P.155～P.196） 
 
４ 報 告 事 項  

（１）つくば市公立保育所個別整備計画（上横場保育所）について（P.197～

P.210） 

（２）つくば市公立保育所個別整備計画（高見原・城山保育所）について（P.211

～P.226） 

（３）令和６年（2024 年）４月１日時点の待機児童数について（P.227～P.228） 

（４）令和６年度つくば市放課後児童クラブ待機児童数について（P.229～

P.230） 

（５）つくば市放課後児童室の定員設定について（P.231～P.235） 
 

５ そ の 他 

 

６ 閉    会 

 



  

 



協議１－１ 

 
第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和５年度実績）の 

点検・評価の実施方法について 

 

１ 点検・評価の目的 

  第２期つくば市子ども・子育て支援プランについては、毎年度１回、つくば市

子ども・子育て会議で実施状況の点検・評価を行い、その結果を各担当課へフィ

ードバックすることでプランの着実な実施と必要に応じた見直しを図っていま

す。 

 

２ 点検・評価の対象事業 

  ①基本事業 

プラン「第４章 施策の展開」の基本目標と事業の体系（P34）に記載されて

いる各基本目標に紐づけられている基本事業（16事業） 

  ②重点事業 

プラン「第５章 重点事業」内の 

   「３．教育・保育の見込量と確保方策」（P50～） 

   「４．地域子ども・子育て支援事業の見込量と確保方策」（P55～） 

   「５．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保」（P63～） 

 

３ 点検・評価方法 

  ①基本事業 

基本事業に関連した担当課が作成した【基本事業シート】を、会議に先立っ

て送付いたします。（※本シートに関する、皆様からの質問・意見等も事前に受

け付けます。） 

会議当日は、事前に分けたグループ（基本目標Ⅰ～Ⅲ）で、基本事業シート

及び事前に受付した質問・意見等を踏まえ議論をしていただきます。 

その後、各グループでまとめた評価（意見）を会議全体で報告し、子ども・子

育て会議の評価（意見）として【点検・評価シート】にまとめます。 

           グループで議論       全体で議論 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅰ 

基本目標Ⅲ 

１ 各グループの代表が結果を報告 

２ 他グループの委員から意見を求める 

３ 子ども・子育て会議として最終的な 

評価（意見）を【点検・評価シート】 

にまとめる 

【
基
本
事
業
シ
ー
ト
】
の
事
前
送
付 

質
問
・
意
見
等
の
事
前
受
付 
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協議１－１ 

 
②重点事業 

重点項目に関連した担当課が予め作成する「事業担当課一覧および重点項目

評価表」を使用します。評価表は、各事業の実績及び評価の基準を基にしたＡ

～Ｄの評価を記載しています（※）。 

委員の皆様には、事前に評価表を御確認いただき、その上で、御質問・御意

見等をいただきます。 

会議当日は、担当課が作成した評価表及び委員の皆様からの御質問・御意見

等を取りまとめた資料で議論いただき、子ども・子育て会議の評価とします。 

※個別の事業固有の事情により、実績の数値と評価に使用した数値が異なる場

合には、評価に使用した数値及びその理由を併記します。 

 

評価の基準 

評価 進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値） 

Ａ 計画通り又は 

計画に先行して進んでいる 
100％以上 

Ｂ おおむね計画通り 80％-100％未満 

Ｃ 遅れが生じている 50％-80％未満 

Ｄ 大幅に遅れが生じている 50％未満 

※担当課による評価を達成率の数値以外で行っている場合は、括弧書きで評価に使用する数値を併記

した上で、自由記述欄に達成率の数値以外で評価を行った理由を記載しています。 

※参考として、達成率が 100％を超えている場合は、担当課による評価に[Ａ＋]を併記しています。 

 

４ 点検・評価結果の公表 

  会議での点検・評価結果は、事業を所管する各担当課へフィードバックし、翌年 

度以降の事業実施の参考とさせていただきます。 

  また、点検・評価結果は、市ホームページで公表します。 
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（敬称略）
（委員名簿順）

基本目標と事業の体系（P34） 組織等 氏名

学識経験者 深井　太洋

子育て支援団体 浦里　晴美

公立小中学校長会 園田　浩美

市民委員 落合　美智子

６名 市民委員 間野　聡子

小児医療 大戸　達之

議会 長塚　俊宏

学識経験者 堀内　明由美

民間保育園 古谷野　好栄

民間幼稚園 橋本　幸雄

６名 子育て支援団体 鈴木　朱里

保育園保護者会 宮本　美穂

幼稚園PTA 阿部　未保子

児童クラブ 千代原　義文

主任児童委員 大久保　良文

市民委員 青山　夏樹

市民委員 岡山　拓史

７名 市民委員 柳下　浩一朗

小・中学校PTA 森田　修司

第２期子ども・子育て支援プラン基本事業 点検・評価グループ
(令和６年度第２回子ども・子育て会議)

基本目標Ⅰ　たしかな生命と元気を育む(P35)
～安心して産み育てられる子育て環境の充実～

基本目標Ⅱ　楽しく着実に育ち学ぶ力を育む(P38)
～幼児教育・保育の環境の充実～

基本目標Ⅲ　主体的にして広く豊かな経験を育む(P41)
～地域や放課後等における子どもの活動環境の

充実～

協議１－２
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事業
番号

基本目標 基本方針 基本事業
プラン
記載
ページ

　取　　　組 担当課① 担当課② 担当課③ 担当課④

1
①出産施設開設支援事
業

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用の一部助成等の支援を行います。 健康増進課 - - -

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、
必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしながら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を
支援につなげる子育て支援事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包
括的な支援の推進を図ります。

3
③子育てしやすい環境
整備事業

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。 こども政策課 幼児保育課
こども未来セン

ター
-

4
①産前・産後のサポー
ト/ケア事業

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ
型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

こども未来セン
ター

こども政策課 - -

5
②子ども家庭総合支援
拠点事業

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を行
います。それにより、すべての子どもとその家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育ての孤立化、養育困難
等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

こども未来セン
ター

- - -

6
③児童発達支援セン
ターとの連携

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連
携の強化を図ります。

障害福祉課
こども未来セン

ター
- -

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設や
地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行います。

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保ができるような支援を行います。

9
①幼児教育及び保育の
推進事業

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活
用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

幼児保育課 学び推進課 - -

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うと
ともに、教育・保育施設等に対して受入れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられる
ように、児童発達支援センターとの連携を図ります。

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児童
一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。また、民設民営児童クラブ
の積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の適
正配置を推進していきます。また、放課後児童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきます。

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもたちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国際
性、自然環境等の当市の特性をいかして、研究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よって、
計画期間内においては、放課後子供教室の専門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があり、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを実
施するとともに、開催回数を増やしていきます。

13
③子どもの居場所・学
習支援事業

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学習支援や安心できる居場所の提供を行います。
こども未来セン

ター
(学び推進課) - -

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るととも
に、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づくりを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施すること
で、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子供教
室で実施する魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をより一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催数
の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教室
の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプレス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所づく
りに努めていきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こしや
育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指します。

15
②特別な配慮を必要と
する児童の支援事業

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。その
ために学校や専門性を有する関係機関と連携を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

こども育成課 障害福祉課 (学び推進課) -

16
③遊びの機会と場の充
実

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に安心して過ごせる環境を整備します。 公園・施設課 (こども政策課) - -

Ⅰ 確かな生命と

元気を育む

１ 継続的・包括
的な支援の充実

P362
②子育て世代包括支援
事業

こども政策課
こども未来セン

ター
幼児保育課

【基本事業】事業担当課一覧（その①） 協議１－３

-

２ 発達や養育に
悩みを抱える家庭
への支援の充実

P37

7

Ⅱ 楽しく着実に

育ち学ぶ力を育む

１ 教育・保育の
提供体制の整備

①教育・保育ニーズに
あわせた教育・保育体
制の整備事業

P39

幼児保育課 学務課 - -

8 ②保育人材の確保事業 幼児保育課 教育総務課 - -

障害福祉課 -

11

Ⅲ 主体的にして

広く豊かな経験を
育む

１ 特色をいかし
た放課後等の居場
所の整備

①放課後児童クラブ事
業（放課後児童健全育
成事業）

P42

こども育成課 (学び推進課) -

２ 子どもの豊か
な育ちの促進

P40

10
②特別な配慮を必要と
する子どもの支援事業

幼児保育課
特別支援

教育推進室

-

12
②放課後子供教室推進
事業

こども育成課 (学び推進課) - -

- -

P44

14

２ 子どもが主体
的に活動するため
の支援の充実

①新・放課後子ども総
合プラン運営事業

P43 こども育成課 (学び推進課)
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プラン記載
ページ P36基本事業 ①出産施設開設支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 健康増進課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン名

■　事　業　内　容　■

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用の一
部助成等の支援を行います。

■　事　業　概　要　■
〇産科、産婦人科を設ける病院、診療所及び分娩を取り扱う助産所を開設しようとする方、あるいは増床しよ
うとしている方に建物の建設費や医療機器購入費などの費用の一部を助成します。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇交付実績なし
〇つくば市バースセンターの施設再整備が工事の遅れにより
竣工が令和５年11月から令和６年７月予定に延長された。

〇令和５年度あかちゃん訪問時アンケートでは、
市外（県外）の分娩施設で出産した理由のうち
「市内の分娩施設で産みたかったが、予約が取れ
なかったから」と回答した人の割合は5.2％とな
り、昨年度より減少した。
※詳細な回答を得るため、前回のアンケートより
設問の選択肢を増した。
〇令和６年度に再整備されるつくば市バースセン
ター（12床）の周知を推進していく。
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2

プラン記載
ページ P36

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 こども未来センター 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

■　事　業　概　要　■
○地域子育て支援拠点事業
　つくば市子育て総合支援センターをはじめ地域子育て支援拠点（11か所）を設置し、地域の子育て親子の交流を促進する
ことで子育ての不安感等を緩和し、子供の健やかな育ちの支援を行っている。具体的には、拠点場所の開放及び出張子育て
ひろばを行っており、その中で子育て相談等の支援を行っている。
【市内地域子育て支援拠点】
　・子育て総合支援センター（つくば市流星台）　　　・かつらぎクラブ（つくば市西大橋）
　・チェリークラブ　　　　（つくば市上野）　　　　・おとなり　　　（つくば市みどりの）
　・おひさまクラブ　　　　（つくば市高崎）　　　　・こどもの森広場（つくば市沼崎）
　・すぎのこクラブ　　　　（つくば市下河原崎）　　・なないろくらぶ（つくば市大角豆）
　・ままとーんつどいの広場（つくば市舘野）　　　　・花畑ひろば　　（つくば市花畑）
　・みらいくらぶ　　　　　（つくば市下萱丸）

○利用者支援事業（基本型）
　子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用で
きるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体
制づくり等を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域子育て支援拠点事業（令和５年度利用実績）
　・子育て総合支援センター
　(けやき広場(拠点)33,427人、出張子育てひろば1,109人(122回))
　・かつらぎクラブ(拠点3,563人、出張子育てひろば114人(22回))
　・チェリークラブ(拠点5,950人、出張子育てひろば337人(23回))
　・おとなり　　　(拠点7,875人、出張子育てひろば383人(24回))
　・おひさまクラブ(拠点2,035人、出張子育てひろば82人(24回))
　・こどもの森広場(拠点4,339人、出張子育てひろば376人(23回)
　・すぎのこクラブ(拠点5,344人、出張子育てひろば274人(24回))
　・なないろくらぶ(拠点3,777人、出張子育てひろば157人(24回))
　・ままとーんつどいの広場(拠点2,341人)
　・花畑ひろば　　(拠点3,852人、出張子育てひろば325人(23回))
　・みらいくらぶ　(拠点2,170人、出張子育てひろば32人(3回))
　・合計　　　　　(拠点74,673人、出張子育てひろば3,189人(312回))
　※みらいくらぶは令和５年10月より委託開始。
　※ままとーんつどいの広場は、委託契約内容が異なるため、出張子育て
広場は実施対象外）
●令和４年度の課題に対する取組
ＴＸ沿線駅から徒歩圏内の常設の子育て支援拠点の設置が課題であった
が、令和５年10月より、ＴＸみどりの駅より徒歩４分の位置に地域子育て
支援拠点（みらいくらぶ）を開設した。
・参加人数が少ない出張子育て広場があることが課題となっていたことか
ら、令和５年度は出張子育て広場についての情報発信をホームページやつ
くスマで行ったものの、未だ参加人数が少ないため、引き続き積極的な広
報活動を行う必要がある。

〇利用者支援事業（基本型）
・令和５年度相談実績：552件（来所：461件、電話：91件）
・令和５年から、子育てコーディネーター直通の電話を導入した。
・令和５年６月より出張子育て広場への子育てコーディネーターの出張を
開始。
●令和４年度の課題に対する取組
・関係機関とのさらなる連携・協働体制の構築が課題となっていたことか
ら、保健センターや地域子育て支援拠点、子育て支援団体とのネットワー
ク会議を開催したほか、より幅広い市民への支援を行うため、子育てコー
ディネーターの出張子育て広場への出張を行った。

〇地域子育て支援拠点事業
・昨年度は、みどりの駅から徒歩４分の位置に地域子育
て支援拠点（みらいくらぶ）を開設したが、将来的に、
ＴＸの各駅に常設の拠点を１か所以上開設できるよう、
引き続き民間事業者との調整を行う。
・出張子育て広場の参加人数が少ない場所があるため、
SNS等を活用した周知など広報活動を積極的に行い、利
用者の増加を図る。

〇利用者支援事業（基本型）
・令和４年から令和５年にかけての、相談件数の増加に
伴い、相談内容の多様化や、専門職の知見を要する案件
も増加していることから、こども未来センターや子育て
支援団体、子育て支援拠点と定期的に打ち合わせ等を行
い、関係機関とのさらなる連携・協働体制の構築を図っ
ていく。
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プラン記載
ページ P36

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 こども未来センター 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
〇保健師等がおおむね生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業（あかちゃ
ん訪問）」により、育児に関する不安や悩みの傾聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等
を行います。また、妊婦健康診査事業により疾病の早期発見、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対
して、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じて医学的検査
を実施します。

〇「母子保健型」利用者支援事業として、母子保健コーディネーター、保健師等の専門職を配置し、妊娠届出時
の面接等の機会を通し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応し、必要な支援
につなぐための相談等を行います。また、妊娠８か月アンケート、妊娠９か月頃に初妊婦及び要支援妊婦に対
し、電話相談等を行い、必要に応じて支援プランを作成し、支援プランに策定されたサービスについては、本
人、家族、関係機関との調整のうえ、必要な支援が提供されるように連絡・調整を行います。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇利用者支援事業（母子保健型）「つくば市母子健康包括支
援センター」
①妊娠届出時面接　　   2,305件
②転入妊婦面接 　　　    167件
③要支援妊婦支援プラン作成数　　　73件
④妊娠８か月アンケート電話フォロー　　225件
⑤妊娠９か月電話相談     328件
⑥母子保健コーディネーター　　　4名配置
⑦利用者支援事業（母子保健型）　4か所

〇妊婦健康診査　　　25,055人（償還払い含）

〇赤ちゃん訪問     2,281件　実施率　99.2％

〇相談や対応件数が増加したが、母子保健コー
ディネーターを増員し４名配置としたことによ
り、相談者に対してもきめ細やかな相談ができ
た。
〇母子健康手帳交付から切れ目のない相談支援に
つなげるため、地区担当保健師カードを配布し周
知した。
〇伴走型相談支援での妊娠８か月アンケートか
ら、フォローが必要な方に対して電話等で状況確
認し、必要な支援につなげた。
〇要支援妊婦に対し、支援プランを作成し必要な
支援を提供した。
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プラン記載
ページ P36

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 こども未来センター 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
○乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースで看護師等が保育する
病児保育の受け入れ施設数の充実を図ります。

○保育コンシェルジュ事業、子育て家庭等からの保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種
の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行います。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇令和５年度利用実績
・病児保育　６施設（うち休止１施設）
・病後児保育　４施設
※延べ利用人数　1,826人

〇令和５年度保育コンシェルジュ相談件数
・1,265件（令和４年：1,314件）
　窓口：988件（令和４年：1,002件）
　電話：277件（令和４年：312件）

○病児、病後児保育については、予約時の空き情
報が不明な点が課題であるため、利用者の利便性
が向上するよう、現在予約システム等の導入を検
討している。
また、その他の課題を整理するため、各施設の担
当者との意見交換を継続的に実施している。

○令和５年度の保育コンシェルジュの相談件数は
前年から減少してはいるものの、高い水準を維持
している。
今後は、コンシェルジュの相談予約にシステムを
導入して利便性を高めていくとともに、ホーム
ページの充実等で保育情報の発信を強化してい
く。
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プラン記載
ページ P36基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、
あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇一時預かり（子育て総合支援センター（つくば市流星台61-１））
　保護者の事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・センター事業）
　つくばファミリーサポートセンターを設置し、児童の預かり援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との
調整を行うことで、地域における育児の相互援助活動を推進する。
主なサービス：保育サービス、送迎サービス、家事援助サービス

○つくば市あかちゃんの駅
　乳幼児を抱える子育て家庭を応援する取り組みの一環として、外出中に授乳やオムツ替えなどで立ち寄るこ
とができる施設を「つくば市あかちゃんの駅」として登録する。あかちゃんの駅では、授乳の場、おむつ替え
の場、ミルク用のお湯の提供を行う（提供内容は施設によって異なる）。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇一時預かり（子育て総合支援センター）
・年間預かり人数1,937人（令和４年度2,046人）
・令和４年度から開始したインターネット予約システムを、
利用者が使いやすいように機能のアップデート等を行った。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・
センター事業）
・会員数1,548人（令和４年度1,422人）（利用会員1,336
人、協力会員181人、利用・協力会員31人）
・年間利用者数785人（令和４年度690人）
・主なサポート内容（200回以上のもの）　育児困難（親の
障害、育児ストレス等）900回　保護者等の外出の場合の援
助484回　保育者の短時間・臨時的就労の場合の援助290回
保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり286回
・パンフレットを増刷し、公共機関等に配布し事業周知を
行った。令和５年度の新規登録会員数は過去最高の238名と
なった（令和４年度は189人）。
・令和４年度よりZoomでの会員登録対応を開始したが、令和
５年度のZoom利用での登録者数が45件と、昨年度の1.5倍以
上になっており、大きな効果を上げている。
●令和４年度の課題に対する取組
・令和４年度の点検・評価では、支援の依頼が増加傾向にあ
り、その対応が課題となっていたことから、昨年度に引き続
き、ポスター掲示やイベント等での協力会員の募集や市報で
のサポーター基礎研修の周知・募集を行った。

○つくば市あかちゃんの駅
・市内72施設（公共施設：54　民間施設：18）が登録
●令和４年度の課題に対する取組
・令和４年度の点検・評価では、より多くの場所への設置が
課題となっていたことから、つくばエクスプレスの駅を含め
た７施設を新規に登録した。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・
サポート・センター事業）
・利用会員の多岐にわたる要望に対応するため、
昨年度に引き続き協力会員を増やす取り組みを実
施する。

○つくば市あかちゃんの駅
・さらに多くの場所にあかちゃんの駅を設置でき
るように、公共施設・民間施設と調整を進める。
また、多くの保護者が利用できるよう積極的に事
業を周知する。
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プラン記載
ページ P36基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、
あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
○家庭において保育を受けることが一時的に困難な乳幼児について、主として昼間、認定こども園、幼稚園、
保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行います。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇令和５年度利用実績
・一時預かり（一般型）　48施設
　　　　　　（うち補助実績なし　15施設）
・一時預かり（幼稚園型）１施設
※延べ利用人数（補助実績による）　15,873人

○実施施設数は増加しているが、利用定員が設定
されているため、利用者の希望日に利用できない
場合がある。また全体的な空き情報がないため、
各施設に何度も問い合わせをしなければならない
ケースがある。
　利用者の利便性の向上を図るため、現在予約シ
ステムの導入を検討している。

○保育士不足により、通常保育以外の事業に保育
士を配置できる園が限られている。
　保育士確保に向けて引き続き助成金等の給付を
行っていく。
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プラン記載
ページ P36基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あか
ちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇子育て短期支援事業
・家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等においてあらかじめ登録した
児童を保護者の申請により、ひと月あたり最長7日まで預かるショートステイがあります。また、平日の夜間に保
護者が不在となる場合に利用できるトワイライトステイ、休日に保護者が不在となる場合に利用できる休日預かり
があり、トワイライトステイと休日預かりを利用の場合は、1年間で合計で30日まで利用できます。
・今年度の委託契約施設等は、「日本赤十字社茨城県支部乳児院」、「社会福祉法人同仁会　さくらの森乳児
院」、「社会福祉法人同仁会　つくば香風寮」、「社会福祉法人筑波会　愛児園」、「社会福祉法人窓愛園」、
「社会福祉法人茨城県道心園」の５法人６施設及び里親３世帯となっています。
・利用料は、市民税課税の有無、ひとり親家庭等の別、生活保護該当の有無で判定し、１日あたり０円から5,350
円に区分しています。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇事前登録者数：54人（令和５年４月１日時点）
・令和５年度新規登録者数：47人
・令和５年度延べ利用者数：58人
・令和５年度延べ利用日数：214日

〇利用の要望は増えており、委託施設の受け入れ人
数に限りがあるため、里親家庭において児童を預か
る「ショートステイ里親」の委託里親数を増やし、
要望に応えられるよう受け入れ数を確保していきま
す。
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4

プラン記載
ページ P37基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来センター こども政策課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサー
ビス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添
い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

■　事　業　概　要　■
〇退院直後に支援が必要な産婦に対し、産後ケア事業の利用を通じて、産婦の心身のケアや育児サポートをするこ
とにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ります。

〇養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言を行うことにより、
当該家庭の適切な養育を支援します。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇産後ケア事業
①利用施設　　10施設
②利用者実人数　130人
　＜内訳＞
　通所個別　32人　短期入所　50人　通所集団　5人
　通所個別+短期入所　28人
　通所個別+通所集団　8人
　短期入所+通所集団　3人
　短期入所+通所個別＋通所集団　4人
③利用延日数　365日
　＜内訳＞
　通所個別　136日　短期入所　214日　通所集団　15日

〇養育支援訪問事業　 177件

〇妊娠８か月アンケートフォロー者　　　225件
〇妊娠９か月電話（該当者）　　606件

〇昨年度より産後ケア事業の利用者は増加してお
り、希望の日程で利用できない対象者がいる。利用
者が、希望の日程でサービスが受けられるよう、新
規委託施設を増やし、次年度の訪問型産後ケア導入
に向けて体制を整えた。

〇養育支援訪問の件数は昨年度より減っているが、
地区担当保健師が、来所での相談や電話等で対象者
を支援した。

〇伴走型相談支援の妊娠8か月アンケートでフォ
ローが必要な妊婦に、電話や面談等で必要な支援を
提供できた。妊娠後期妊婦の全数を把握できるよ
う、プッシュ通知等で全数把握を目指す。
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4

プラン記載
ページ P37基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来センター こども政策課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサー
ビス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添
い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

■　事　業　概　要　■
〇ホームスタート事業（養育支援訪問事業）
　…妊娠や子育てに不安を持つ家庭や生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、支援を必要とする家庭
に訪問し、寄り添いながら利用者の話を「傾聴」し、家事及び育児等を「協働」により行い問題の解消を図る。
（特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（つくば市手代木）による市の業務委託として実施）

実績 実績に対する課題・改善方針
〇特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（会員数及び利用実績）
・会員数　35人
　　内　訳：トラスティ（業務責任者１人）
　　　　　：オーガナイザー（訪問のコーディネーター５人）
　　　　　　※内１名はトラスティを兼ねる。
　　　　　：ホームビジター（訪問スタッフ28人）
　　　　　　※内１名はオーガナイザーを兼ねる。
　　　　　：事務スタッフ（３人）
・依頼件数 39件
・延べ訪問回数 268回

●令和４年度の課題に対する取組
　前回の点検・評価においては、利用者が増えてきていることに対
し、利用者増を目指すだけでなく、必要に応じて運用方法等を見直
す等し、利用者、委託事業者、市のいずれにとっても円滑に事業が
活用できる制度のあり方を検討するとした。
令和５年度は、委託事業者と話し合いの上、訪問時のルールや取決
めといった手続きの簡略化など、運用方法の一部見直しを行い、事
業の円滑な実施に努めた。

〇令和５年度は「延べ訪問回数」が前年度の128回
から倍以上に増加したことから、様々なケースや利
用者のニーズに対応できるよう、必要に応じて運用
方法等を見直す等し、利用者、委託事業者、市のい
ずれにとっても円滑に事業が活用できる制度のあり
方を引き続き検討していく。
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5

プラン記載
ページ P37

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

〇令和４年度までに全市町村で子ども家庭総合支援拠点を設置することが義務化され、つくば市では令和２年９
月１日に設置しました。
人員配置基準（中規模型：児童人口概ね2.7万人以上7.2万人未満）
①子ども家庭支援員　常時３名（１名は非常勤可）
②心理担当支援員　　常時１名（非常勤可）
③虐待対応専門員　　常時２名（非常勤可）

〇つくば市の体制
社会福祉士１名、公認心理師４名、保健師１名、事務担当１名、子ども家庭支援員（旧家庭相談員）８名

担 当 課 こども未来センター

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支
援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を行います。それにより、すべての子どもとその
家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育
ての孤立化、養育困難等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

■　事　業　概　要　■

実績 実績に対する課題・改善方針
（1）相談件数（延べ）
　　・訪問　　　　　608件　（昨年比　－　351件）
　　・面談　　　　　664件　（昨年比　＋　73件）
　　・電話　　　　8,890件　（昨年比　＋　635件）
　　・その他　　　2,388件　（昨年比　－　42件）
　　　　　　計　　12,550件　（昨年比　＋　318件）

　　　新規相談　1,135件　（昨年比　－51件）
　　　（うち虐待　481件）（昨年比　＋158件）

（2）相談内容内訳
　　育児不安　　　6,267件
　　発達障害　　　　615件
　　虐待　　　　　5,241件
　　不登校　　　　　210件
　　非行（家出等）　　70件
　　その他　　　　　147件　　計　12,550件

〇相談件数は毎年増加傾向で、また相談内容も多
様化、複雑化の傾向にあります。継続して、専門
職の配置をし、また適時研修などにも参加し、職
員の専門職としての知識や能力の向上を図ること
により、様々な相談に対応できるようにしていき
ます。令和6年度より、こども家庭センターを設置
し、母子保健分野とも一体的に支援する体制を整
えます。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）
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6

プラン記載
ページ P37基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 障害福祉課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な
支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇発達の気になる子とその保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を実施し、適切な支援につながるように助
言等の支援を行います。（障害福祉課、子育て総合支援センター、保健センターで実施）
〇児童発達支援センター設置に先立ち開設した、障害児相談支援事業で障害を持つ子に対する保護者からの相
談に応じ、関係機関等との調整を行います。
〇児童発達支援センター設置に向けて保護者支援の充実を図るため、障害のある子の保護者に対してペアレン
トトレーニングとペアレントメンターカフェ（交流会）を実施します。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇発達相談　相談件数：418人（延べ人数）
〇ペアレントメンターカフェ（年２回）。
　参加人数：11人
〇ペアレントトレーニングを２回実施した。
　参加人数：10人

〇発達が気になる子やその保護者の相談件数は依
然多い状況が続いている。今後も関係各課・関係
機関と連携を図り、適切な支援につなげていく。
ペアレントトレーニングやペアレントメンターカ
フェについては、必要な人に広く周知し、保護者
支援の事業を充実させていく。
　また、障害福祉サービス利用などの必要性に応
じて障害児相談支援事業の利用を促し、保護者が
関係機関との連携を図ることをサポートし、適切
な支援につながるようにしていく。
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6

プラン記載
ページ P37基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 障害福祉課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な
支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇発達相談巡回
　公立保育所、民間保育園、こども園を対象に公認心理師が巡回訪問をし、保育所等職員が発達について気に
なった子どもの様子を確認し、保育所等と子どもの関わり方等について助言・指導をしていきます。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇令和５年度巡回施設数　　　　：39か所
　令和５年度相談対応のべ児童数：111人

〇相談件数の増加、相談内容が複雑化しているこ
とから、今年度は公認心理師４名を配置し、多様
化する相談に対応しました。また民間保育園から
も要望があり、令和５年度は民間保育園も対象に
実施しました。民間保育園等は、今年度から対象
にし、全体数に比べると依頼があったのが少な
かったため、今後も事業の広報・啓発をしていき
ます。
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7

プラン記載
ページ P39基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域
ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体
制の整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行
います。

■　事　業　概　要　■
○保育を必要とするすべての子どもの入所希望に対応して、待機児童の解消を図るとともに、集団保育を通し
た心身ともに健全な児童の育成を目指して保育体制の整備を推進します。

実績 実績に対する課題・改善方針
【目標値】
認可保育所、小規模保育事業整備による保育供給量の確保
426名分（２・３号定員）

【実績値】
○特定教育・保育施設、地域型保育事業による保育供給量の
確保　259名分増加（２・３号定員）

＜内訳＞
認可保育所　　４施設創設（360名分）
小規模保育事業　　１施設創設（12名分）
定員変更による増加　（47名分）
定員変更、公立保育所民間移管による減　（160名分）

計　保育供給量　259名分の増加

【幼稚園の新制度移行】
子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園３施設が令和６年４
月より確認を受け、特定教育・保育施設となった。
アカデミア幼稚園　つくば白帆幼稚園　吉沼幼稚園
※いなほ幼稚園については、引き続き確認を受けない幼稚園

○待機児童数については、保育施設の整備を積極
的に進めたことにより、令和５年４月１日時点の
１人に引き続き、令和６年４月１日時点で解消と
なった。

〇国の待機児童の定義に含まれない潜在待機児童
数については100名を超えていることから、引き
続き保育の受け皿の確保を行っていく。
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7

プラン記載
ページ P39基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域
ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握し,各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備を行
います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行
います。

■　事　業　概　要　■
〇公立幼稚園における、３歳児の受け入れの利用希望を勘案し、手代木南幼稚園で令和４年度から実施し、ま
た、高崎・岩崎幼稚園を統合し、茎崎幼稚園として令和５年度から３歳児の受け入れを実施します。
〇各幼稚園の定員に対する入園者数等を踏まえ、幼稚園の統廃合を視野に入れた適正な幼稚園の配置を庁内で
協議していきます。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇手代木南幼稚園で令和４年度から３歳児の受け入れを実施
した。
〇高崎・岩崎幼稚園を統合し茎崎幼稚園として令和５年度か
ら３歳児の受け入れを実施した。
〇各幼稚園の定員の見直しを行い定員に対する入園者数を注
視した。

〇３歳児保育の成果の把握
〇公立幼稚園全体の今後の方向性の検討
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プラン記載
ページ P39基本事業 ②保育人材の確保事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保
ができるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
○保育人材の確保及び離職防止を図り、質の高い保育を安定的に提供するため、市内の私立保育所等に勤務す
る常勤保育士等に対して月額３万円の処遇改善助成金を支給します。

○保育人材の確保及び定住促進を図るため、市内の私立保育所等に新たに勤務し、つくば市に転入した常勤保
育士等に対して家賃の２分の１（最大２万円／月）の就労促進助成金を支給します。

○ハローワークとの共同事業により、保育士人材確保のための支援を行います。

実績 実績に対する課題・改善方針
○つくば市保育士等処遇改善助成金
・令和３年度交付決定者　延べ869人（決算額282,480千円）
・令和４年度交付決定者　延べ942人（決算額302,670千円）
・令和５年度交付決定者　延べ975人（決算額315,150千円）

○つくば市保育士就労促進助成金
・令和３年度交付決定者　延べ29人（決算額4,225千円）
・令和４年度交付決定者　延べ39人（決算額6,924千円）
・令和５年度交付決定者　延べ22人（決算額2,753千円）

〇助成金の広報活動
・県内外の保育士養成機関８施設へ保育士助成金に関するリーフ
レットを配布

○ハローワークとの共同事業
・保育施設の見学ツアーを開催し、保育の仕事に興味のある求職者
８名が参加した。

○助成金事業により保育人材確保に一定の成果が
見られている。今後も新規施設の整備に伴う人材
確保が求められるため、保育士養成施設等を含め
た広報活動が引き続き必要と考えられる。
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プラン記載
ページ P39

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保がで
きるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
〇幼稚園教諭の人員確保及び適正配置
〇保育を充実させるための外部人材の活用

実績 実績に対する課題・改善方針
〇総務部人事課が実施する「必要となる専門職に関する調
査」により、新規採用職員の確保に努めた。

〇健全な幼稚園運営と幼稚園教諭一人ひとりにとって働きや
すい職場環境となるよう、管理職だけでなく、全ての幼稚園
職員と人事面談を実施し、状況により訪問回数を増やして相
談対応を行い、実情を把握し適正な人員配置につなげた。

○各園１人以上のフリー教諭を配置する人事配置に努めた。

○年度途中の育児休業等による欠員補充のため、育休代替の
ための任期付職員の募集を行った。

○令和６年度から、幼稚園管理員の配置開始に向けて予算措
置を行った。（学務課）

〇年度途中の職員欠員に対する人員の補填が難し
い。公募してもなかなか人材が集まらないという課
題はあるが、クラス担任を務められる育休代替任期
付職員の募集を必要に応じて行っていく。

基本事業 ②保育人材の確保事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課
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プラン記載
ページ P40基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の
指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚
園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■
○保育の質の確保・向上を実現するため、一人ひとりの職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図りま
す。

○施設での体験教育・体験保育を実施するとともに、異年齢児交流・世代間交流事業を実施します。

○就学前における子どもの遊びと体験の充実を図ります。

○幼・保・小が連携を強化し、交流事業を行うことにより、小学校・義務教育学校への円滑な接続を図りま
す。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育士研修
・子どもの非認知能力を向上させるための研修　268人

○交流事業
・園庭開放
・幼保小交流
・保育所交流
・支援センター交流
・中高生との交流
・地域の方との交流

〇保育士の非認知能力への理解が進み、受講可能
な研修内容についてもレジリエンスが含まれるも
のが増えてきている。保育士が主体的に学ぶこと
ができる環境づくりと学びの水平展開の機会を設
けることで、全体的な保育の質を高め、こども一
人ひとりの個性を伸ばすことができる人材を育成
していく。

○対面式での地域交流が再開されたため、引き続
き子ども達が様々な体験・交流ができる機会を確
保していく。
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プラン記載
ページ P40基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の
指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚
園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■
【幼児教育の指針・保幼小の連携について】
　「つくば市教育大綱」や「つくばの学び推進方針」では、幼児教育において育成されてきた非認知能力の重
要性を再認識することや、「幼児期に育ってほしい10の姿」を保幼小間で共有し、その上で連続性と一貫性の
ある教育を実現することの必要性を重視している。
　また、これらを実現するために様々な施策を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇幼稚園訪問や小学校訪問時には、つくば市教育大綱やつく
ばの学び推進方針の方向性を広く周知するとともに、保育参
観・授業参観を行い、幼児教育から小学校教育への円滑な接
続のため指導・助言を行っている。
　幼稚園では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をも
とにしたアプローチカリキュラムを、小学校では学びの芽生
えと自覚的な学びをつなぐスタートカリキュラムを作成して
いる。また、保幼小の先生方が５歳児から小学校１年生（架
け橋期）の発達を一体的に捉えた架け橋期のカリキュラムの
作成や実践を呼びかけています。
　加えて、幼児と児童の交流活動や保育者と教員の交流を実
施している。
　今年度は、県の幼児教育アドバイザーである茨城大学教育
学部神永直美教授を講師に招き、対面とオンラインのハイブ
リッドによる保幼小の合同研修会を実施し、保幼小連携や接
続の必要性について理解を深めることができた。

〇つくばの学び推進方針や目指す方向性を幼稚園
や学校にさらに周知・浸透させることができるよ
う機会を捉えてより具体的な指導・助言を行い、
主に遊びを中心とした非認知能力の育成を図って
いく必要がある。
　また、これまで作成してきた接続カリキュラム
の見直しや改善を継続し、より幼児や児童の実
態、地域の実情などを考慮しながら、必要性に応
じたものにしていくことが求められる。
　さらには、架け橋プログラムを意識した効果的
な交流の在り方を検討し、人的交流に加えて、保
育・指導内容を共有し合える仕組みを構築してい
くことを目指していく。
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に
教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入
れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携
を図ります。

■　事　業　概　要　■
○子ども又は保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じて
相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行います。

○民間保育園等に補助金を交付するなどをして、特別な支援が必要な幼児の教育・保育施設での受入れ、職員
配置等の体制整備を図ります。

○公立及び民間の保育所において、公認心理師による発達相談巡回支援を行います。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育コンシェルジュ実績
【相談件数】
　窓口988件、電話277件
【主な相談内容】
・保育所等について
・一時預かり保育等について　等

○民間保育園障害児保育補助事業費補助金
令和５年度実績　47施設　130,050千円

○保育所発達相談巡回
令和５年度実績
　公立　22園　75人
　民間　17園　36人

○より多様で、繊細な相談内容も増えており、そ
れらに対応できるよう更なる情報の収集や知識の
習得が必要である。

○加配保育士等の不足により、保育所受け入れを
保留せざるを得ないケースがある。
加配が必要と判断される児童の入所選考方法等に
ついて、調査・研究していく。

○令和５年度から施設における加配職員の雇用実
情に沿った補助内容に改正した。

○令和５年度から民間保育園においても、巡回相
談を実施した。
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に
教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入
れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携
を図ります。

■　事　業　概　要　■
※上記事業内容の下段の事業のみ該当（児童発達支援センターは未だ開所してないことから、関連する令和５
年度実績のみ記入）
〇特別な支援や配慮を必要としている幼児について、特別支援教育指導員が就学相談に応じるとともに学校見
学や体験学習にも同行し、安心して就学を迎え、適切な教育環境でそれぞれの力を伸ばせるよう支援する。併
せて、公立幼稚園を巡回訪問し、随時、支援や配慮が必要な幼児の実態把握や指導助言を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇未就学児（３歳児、４歳児、５歳児）の就学相談件数454
件、幼稚園・保育所等に出向いての幼児観察92件、学校見学
や体験学習の引率、学校等との打合せ・引継ぎ等174件、公
立幼稚園巡回相談及び発達検査42件を実施した。
複数回の相談や見学・体験、話合いなど、可能な限り同一の
指導員が対応し本人・保護者と共に就学を考えることで、納
得した就学先決定ができ、安心して入学を迎えることができ
た。

〇課題
・就学相談に関わった幼児については、就学に関
する情報提供を受け、話合いをもつことで適切な
就学先の選択が可能になるが、心配を感じながら
も就学相談に関わらずに就学を迎えた場合は入学
後に学校生活に困難さを抱えることもある。
　
〇改善方針
・入学後学校生活に困難さがある児童に関して
は、指導主事や特別支援学校地域支援センターの
巡回を活用し、支援策を共有する。
就学相談は電話予約のみだったが、年度当初より
いばらき電子申請から申込できるようにし、時間
を気にせず気軽に相談申込ができるよう引き続き
支援する。
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に
教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入
れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携
を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇発達の気になる子や保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を通じて、子どもが保育所等の生活に適応でき
るよう助言等の支援を行います。また、保護者の同意を得て、支援内容の助言等を保育所等と共有し、適切な
利用ができるように支援します。

〇児童発達支援センターの開設に先立ち、障害児相談支援事業を行い、障害を持つ子に対する保育所等や障害
サービスの利用が円滑にできるよう相談に応じ、関係機関等との調整を行います。また、保育所等訪問支援事
業では、発達が気になる子どもが保育所等で集団に適応できるような専門的な支援を保育所等に訪問して実施
します。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇発達相談　相談件数：418人（延べ人数）
　（基本目標Ⅰ-２③　実績の再掲）
〇つくば市障害児相談支援事業所
　　計画相談件数（基本相談、継続相談含む）：122人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延べ人数）
〇つくば市保育所等訪問支援事業所
　　訪問支援件数：27人（延べ人数）

〇発達の気になる児童の保育所等の生活への適応
に関する相談は、保護者や保育所などの関係機関
からも寄せらている。関係各課・関係機関と連携
しながら、個々の児童に応じて障害児相談支援や
保育所等訪問支援、その他障害児通所支援など必
要な支援につなぎ、保育所等における適応を促す
支援をしていく。また、保護者の同意を得て、保
育所等の関係機関に対して支援方法の助言等も
行っていく。
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プラン記載
ページ P42基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども育成課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機
児童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児童一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童ク
ラブ室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきま
す。また、民設民営児童クラブの積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性
の向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の適正配置を推進していきます。また、放課
後児童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大してい
きます。

■　事　業　概　要　■
〇放課後に保育を受けることができない児童に対して、公営のみならず民間事業者が運営する児童クラブを活
用しながら、遊びを主とした生活の場・活動の場を提供します。

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加やライフスタイルの変化に伴う児童クラブニーズの高ま
りにより、待機児童や児童館内の飽和状態などの喫緊の諸課題が発生しているため、児童クラブ員の受入れ枠
を拡大する取組を進めます。

〇配慮が必要な児童への対応方法等について児童館職員向けに研修会を実施するとともに、民営児童クラブの
指導員の処遇改善を図るための補助事業を実施します。

実績 実績に対する課題・改善方針
○待機児童や床面積要件超過の課題解決
・小学校隣接地及び敷地内に整備した研究学園小学校児童ク
ラブ（４支援単位分）及び香取台小学校児童クラブ（４支援
単位分）について、令和５年度から新たに児童の受け入れを
開始した。

○民設民営児童クラブの積極的な誘致
・国の補助金を活用し、民間事業者の児童クラブ室（２支援
単位分）整備を実施した。

○放課後児童支援員の雇用確保策
・民営児童クラブに勤務する職員の処遇改善として、３種類
の処遇改善に関する補助を実施した。
・近隣の大学や専門学校を直接訪問し、学生へ向けた公営児
童クラブ放課後児童支援員募集情報の掲示やちらしの設置を
依頼した。

つくばエクスプレス沿線の小学校については、児
童クラブの需要が急速に増大しており、引き続き
①児童クラブ室の整備、②小学校の余裕教室等の
活用、③民設民営児童クラブの積極的な誘致を進
めていく必要がある。

公営、民営児童クラブともに放課後児童支援員の
雇用が不足している状況であるため、公営児童ク
ラブについては近隣大学生等への公募や「つくス
マ」の活用など、積極的な募集を行うとともに、
民営児童クラブの処遇改善関連補助事業について
は継続して実施する。
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プラン記載
ページ P42

■　事　業　概　要　■

市内小学校及び義務教育学校等において、余裕教室等を利用し、全児童対象に放課後子供教室を開催します。
地域住民の参画を得て、様々な体験活動や交流活動等を行い、豊かな遊びと学びの機会を提供します。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域人材の掘り起こし
こども未来課主催の「ボランティア登録説明会」で、市が実
施する放課後子供教室の取組を紹介したことから、新規の教
育活動推進員や教育活動サポーターを増やすことができた。

【地域ボランティア協力者数】
・コーディネーター 　　 16人（令和４年度　 14人）
・教育活動推進員　　 1,156人（令和４年度　859人）
・教育活動サポーター 1,300人(令和４年度　1,066人)
　 　　　　　  合計　2,472人

○放課後子供教室の実施について
市内小学校及び義務教育学校の余裕教室や体育館等を利用し
た放課後子供教室のほか、児童クラブ施設内に専用スペース
（交流ひろば）を市内で４か所設け、一体型の放課後子供教
室の定期開催の体制を整えている。
交流ひろばのうち、「秀峰交流ひろば」は週５日、「学園の
森交流ひろば」及び「みどりの交流ひろば」は週４日、令和
５年度から新たに開設した「研究学園交流ひろば」は週３日
開室している。

【開催数】
令和５年度　557回（前年度比66回の増）
・市内小学校及び義務教育学校　110回
・秀峰交流ひろば　　　　　　　112回
・学園の森交流ひろば　　　　　127回
・みどりの交流ひろば　　　　　130回
・研究学園交流ひろば　　　　　76回
・市内児童館　　　　　　　　　２回

【参加児童数（延べ）】
・18,098人　（令和４年度　16,599人）

〇学校の施設で借用できる場所に限りがあり、開
催場所の確保が困難な場合があった。
また、児童数の規模が大きい学校については、開
催場所と参加児童数の都合上、十分な感染対策を
行った実施が難しいことから、実施を断念せざる
を得ない学校もあった。
引き続き、学校施設を活用した放課後子供教室の
実施が可能となるよう教育局や学校と連携を強化
していく。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要が
あり、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを実施するとともに、開催回数を増やしてい
きます。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ②放課後子供教室推進事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子ども
たちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国際性、自然環境等の当市の特性をいかし
て、研究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験
活動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よって、計画期間内においては、放課後子供教室
の専門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていき
ます。

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備
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担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

○地域人材の掘り起こし
こども未来課主催の「ボランティア登録説明会」で、市が実
施する放課後子供教室の取組を紹介したことから、新規の教
育活動推進員や教育活動サポーターを増やすことができた。

【地域ボランティア協力者数】
・コーディネーター 　　 16人（令和４年度　 14人）
・教育活動推進員　　 1,156人（令和４年度　859人）
・教育活動サポーター 1,300人(令和４年度　1,066人)
　 　　　　　  合計　2,472人

○放課後子供教室の実施について
市内小学校及び義務教育学校の余裕教室や体育館等を利用し
た放課後子供教室のほか、児童クラブ施設内に専用スペース
（交流ひろば）を市内で４か所設け、一体型の放課後子供教
室の定期開催の体制を整えている。
交流ひろばのうち、「秀峰交流ひろば」は週５日、「学園の
森交流ひろば」及び「みどりの交流ひろば」は週４日、令和
５年度から新たに開設した「研究学園交流ひろば」は週３日
開室している。

【開催数】
令和５年度　557回（前年度比66回の増）
・市内小学校及び義務教育学校　110回
・秀峰交流ひろば　　　　　　　112回
・学園の森交流ひろば　　　　　127回
・みどりの交流ひろば　　　　　130回
・研究学園交流ひろば　　　　　76回
・市内児童館　　　　　　　　　２回

【参加児童数（延べ）】
・18,098人　（令和４年度　16,599人）

〇学校の施設で借用できる場所に限りがあり、開
催場所の確保が困難な場合があった。
また、児童数の規模が大きい学校については、開
催場所と参加児童数の都合上、十分な感染対策を
行った実施が難しいことから、実施を断念せざる
を得ない学校もあった。
引き続き、学校施設を活用した放課後子供教室の
実施が可能となるよう教育局や学校と連携を強化
していく。
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プラン記載
ページ P42基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども未来センター

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン つくば市こども未来プラン

■　事　業　内　容　■

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学
習支援や安心できる居場所の提供を行います。

■　事　業　概　要　■
〇支援団体との協働による「つくばこどもの青い羽根学習会」の実施（学習支援＋居場所支援）
(1)学習支援
　勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し、受験のための進学支援等を利用者個々人の状況に応じて指導すると
ともに、ひとりで学習できる力を身につけられるようにします。
(2)居場所支援
　利用者が安心して通える場所として、社会性や自己肯定感を持つための支援を行い、将来への関心や生きる力
をつけられるようにします。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇「つくばこどもの青い羽根学習会」
・学習支援拠点数：18か所
・利用登録者数：365人（R6.3月末時点）
　10事業者との協働事業として、それぞれ特色のある教
室を提供できており、利用者が利便性や特色に合わせて教室
を選択できるようになった。各教室へのアンケートで、「テ
ストの点数があがった。」「人見知りがなおった。」など、
生徒に対して学習面・居場所面での効果が見られる回答が
あった他、「子どもの個性を認めて励ましてくれた。」「学
習会の日は余裕が持てるようになった。」など、保護者の精
神的なサポートも提供できていることを確認できた。

〇「つくばこどもの青い羽根学習会」
・青い羽根学習会への支援対象者である小中学生
は市内に1,289名いるが、支援につながっている児
童生徒は365名と一部であることから、今後も案内
通知やアウトリーチを強化し参加人数を増やして
いく。また、学習会拠点までのアクセスの問題で
利用しづらいという問題が無くなるよう、場所や
事業者を検討しながら新たな拠点の開設を進めて
いく。
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プラン記載
ページ P43

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

〇教育局や学校と連携し、利用ニーズに応じて放課後子供教室の開催数を増やし、放課後の居場所づくりを推進
していきます。
〇多様な体験活動を行えるよう、児童館における行事等の充実や特色ある放課後子供教室を開催していきます。
〇新設予定の小学校については、平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）
で実施する放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催をモデルとして、放課後の居場所づくりに努め
ていきます。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体
となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るとともに、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づく
りを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放
課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施することで、新・放課後子ども総合プランを実施しています。今後もプラン
の強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子供教室で実施する魅
力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をよ
り一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催数の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体
的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ
専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプ
レス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所づくりに努めて
いきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募
るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こしや育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指しま
す。

■　事　業　概　要　■

実績 実績に対する課題・改善方針
○小学生の児童館来館者数
329,444人（前年度比15,733人の増）
内訳
・一般来館児童　106,333人
・児童クラブ員　223,111人

○放課後子供教室の開催数
557回（前年度比66回の増）
内訳
・市内小学校及び義務教育学校　110回
・交流ひろば（４か所）　　　　445回
・市内児童館　　　　　　　　　２回

○交流ひろばにおける定期開催
令和５年度から新たに研究学園交流ひろばが開室し、週３回
の放課後子供教室の定期開催（うち週１回は学習支援）を実
施した。

市内18児童館において、月１回程度行事等を実施
し、来館児童の交流の機会を創出した。新型コロ
ナウイルス感染症が５類に引き下げられたこと
も、来館児童増加の一因となった。

児童クラブ員を含めた子どもたちが放課後子供教
室へ主体的に参加できるよう、こども部、教育局
及び学校との連携を密にとりながら、放課後児童
クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進
し開催数の増加に努め、子どもたちが安全・安心
に参加できるよう職員やボランティアの方と連携
しプログラムを実施する。
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○小学生の児童館来館者数
329,444人（前年度比15,733人の増）
内訳
・一般来館児童　106,333人
・児童クラブ員　223,111人

○放課後子供教室の開催数
557回（前年度比66回の増）
内訳
・市内小学校及び義務教育学校　110回
・交流ひろば（４か所）　　　　445回
・市内児童館　　　　　　　　　２回

○交流ひろばにおける定期開催
令和５年度から新たに研究学園交流ひろばが開室し、週３回
の放課後子供教室の定期開催（うち週１回は学習支援）を実
施した。

市内18児童館において、月１回程度行事等を実施
し、来館児童の交流の機会を創出した。新型コロ
ナウイルス感染症が５類に引き下げられたこと
も、来館児童増加の一因となった。

児童クラブ員を含めた子どもたちが放課後子供教
室へ主体的に参加できるよう、こども部、教育局
及び学校との連携を密にとりながら、放課後児童
クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進
し開催数の増加に努め、子どもたちが安全・安心
に参加できるよう職員やボランティアの方と連携
しプログラムを実施する。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）
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15

プラン記載
ページ P44基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
〇公営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、学校から当該児童の日々の学校生活における意見
書を提出していただき情報の把握に努め、状況に応じて加配の放課後児童支援員を配置します。

〇民営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、加配の放課後児童支援員を配置した場合に、運営
委託料に加算をして人件費の補助をします（国庫補助事業の活用）。

実績 実績に対する課題・改善方針
○公営児童クラブ
・障がいのある児童の受入れについて、学校長の意見書や保護者を
通じた医師の診断書等の提出により児童の情報把握をするととも
に、各児童館・児童クラブにおいて、予算の範囲内で加配の職員を
配置することができた。

○民営児童クラブ
・障がいのある児童を受け入れるために、加配の放課後指導員を配
置し、委託料を加算した児童クラブは、45クラブあった。（前年度
比５クラブの増）

○放課後児童支援員の募集
・近隣の大学や専門学校を直接訪問し、学生へ向けた公営児童クラ
ブ放課後児童支援員募集情報の掲示やちらしの設置を依頼した。

〇放課後児童支援員は、全員がパートタイム会計
年度任用職員で運用されており、恒常的な人員体
制が整備されていない。
　そのような体制の中、クラブ員数や障がいのあ
る児童が増加傾向にあり、放課後児童支援員の募
集を実施しても、応募者数は少なく適正な人員配
置が困難な状況にある。
　令和５年度は近隣の大学に加え、はじめて市内
の専門学校にも直接訪問し学生へ向けたチラシに
よる募集情報の周知を行った。
　令和６年度においては、市外の短大及び市外の
専門学校にも直接訪問し、学生へ向けた情報の周
知エリアを拡大する。
　また、各交流センターや各窓口センターにもチ
ラシの設置を行う。
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15

プラン記載
ページ P44基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
〇障害のある児童に対して、放課後等デイサービス等を支給決定することで、授業の終了後や学校の休業日に、
生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を支援します。

実績 実績に対する課題・改善方針
〇放課後等デイサービス　支給決定者数901人
〇障害児相談支援　支給決定者数506人

〇放課後等デイサービスの利用者数が増加傾向に
あるが、サービス利用者の数と比較すると、障害
児相談支援の利用者が少ない。
　個々の利用者に適したサービスを提供するた
め、相談支援の必要性について理解を求め、利用
を推進していく。
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プラン記載
ページ P44基本事業 ③遊びの機会と場の充実

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 公園・施設課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）
・現在、流星台プレイパーク場では、近隣施設のトイレを借用し、使用している状況である。そのため、流星台プレイパーク専用のトイレ設
置に対する要望がされており、その対応を早急に検討する必要があると考えています。

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に
安心して過ごせる環境を整備します。

■　事　業　概　要　■
〇プレイパーク場の機会、場所の提供
・流星台プレイパーク：つくば市流星台59番地
・中央公園：つくば市吾妻二丁目７番地５
・研究学園駅前公園：つくば市学園南二丁目１番地

実績 実績に対する課題・改善方針
・流星台プレイパーク：６団体（年間4,291人）
　プレイパーク場維持管理等の実施
　【除草、材料の提供】
・中央公園：１団体（毎月30人程度）９回実施
・研究学園駅前公園：１団体（毎月30人程度）12回実施

○プレイパーク参加団体からの報告により、施設
に対する要望などを確認した。
流星台プレイパークについては、トイレの設置要
望がされており、プレイパーク近接のトイレ設置
が課題となっている。
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協議１－４

1

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本事業 ①出産施設開設支援事業
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2

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ②子育て世代包括支援事業
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3

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業
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4

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

- 40 -- 40 -



5

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業
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6

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子同
士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育てる機
運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ③児童発達支援センターとの連携
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7

Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン等
を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の充実
を図ります。

基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業
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8

Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン等
を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の充実
を図ります。

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

基本事業 ②保育人材の確保事業

- 44 -- 44 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン等
を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の充実
を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

- 45 -- 45 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン等
を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の充実
を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

- 46 -- 46 -



11

Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ
けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

- 47 -- 47 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ
けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ②放課後子供教室推進事業

- 48 -- 48 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ

けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業

- 49 -- 49 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ
けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業

- 50 -- 50 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ
けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

- 51 -- 51 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和５年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校だ
けでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ごせる
と同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ③遊びの機会と場の充実

- 52 -- 52 -



協議１－５

目標 方針 事業
事業
番号

質問・意見 内 容 回 答 担当課 委員名

Ⅰ 1 ① 1 質問

産科・産婦人科・助産院などの開設及び増床だけでは
なく、つくば市は全体的に出産費用が高いので、妊婦
自身が出産費用額で選べるような産院作りをすること
はできないのでしょうか。

　出産費用については産院ごとに設定しており、市が
出産費用を決めることはできないため、ご質問のよう
な産院作りは難しいと考えます。また、国では出産費
用の保険適用について検討しており、保険が適用され
れば、出産費用の均一化が見込まれます。

健康増進課

1 ① 7 質問
手代木南幼稚園、茎崎幼稚園の3歳児受け入れ人数の実
績を教えてください。３歳児から受け入れたことで、
例年より4歳児の人数が増えましたか。

　直近の園児数の推移は別表のとおりとなります。
　手代木南幼稚園については、園区内だけでなく園区
外からの入園希望もある状況であり、3年保育の実施に
より、4歳児については例年に比べ増加傾向にあると考
えています。また、茎崎幼稚園は、高崎・岩崎の2園を
統合したことから、単純な比較が難しい状況ですが、4
歳児については概ね例年どおりの人数となっていま
す。

学務課

2 ① 9 質問
支援センター交流、中高生との交流はどのようなこと
をしたのかを教えてください。

・福祉支援センターとの交流について
　保育所と福祉支援センターを相互に訪問し、一緒に
歌を歌う、パネル掲示を見る、所庭で一緒に遊ぶなど
の交流を行いました。

・中高生との交流について
　保育所において中学生の職場体験学習や生活科事業
の受け入れを実施。保育士体験や、中学生が作成した
おもちゃで一緒に遊ぶといった交流を行いました。

幼児保育課

Ⅲ 1 ① 11 質問

児童館は保護者が働いていても働いていなくても利用
できると思いますが、つくばエクスプレス沿線の児童
館がないエリアに保護者が働いていなくても利用でき
る場所を作る予定はないのでしょうか？放課後子供教
室だけでのカバーは難しいと思うので。

　児童の放課後の居場所づくりについて、保護者の就
労等にかかわらず、多様な体験・活動を行う場の拡充
を検討しており、児童館だけにとらわれず、児童が安
心・安全に過ごせる居場所を提供できるよう努めてま
いります。
　なお市では、アフタースクールモデル事業を今年度
から事業構築し、令和７年度からの実施を予定してい
ます。

こども育成課

意見

参加人数が少ない出張子育て広場があることが課題と
なっていたことから、令和５年度は出張子育て広場に
ついての情報発信をホームページやつくスマで行った
ものの、未だ参加人数が少ないため、引き続き積極的
な広報活動を行う必要がある、という記載について。
⇒広報活動も大切かと思いますが、参加人数がそもそ
も増加しない要因を別の視点で議論することも大切か
と思いました。その要因によっては広報活動ではクリ
アできない別の課題が見えてくることもあるかと思い
ます。

意見

TX沿線上に拠点はあった方がいいかもしれませんが、
車社会のつくば市においては、駅近に拘らなくとも車
で駅から10〜20分程度の場所にあった方が、逆に利用
しやすいというニーズもあるかと思いました。もし駅
から遠い場所に住んでいる家庭の方が、世帯年収が低
い傾向にあるなら、エリア毎に必要とされているサー
ビスの内容や営業時間なども異なるかと思います。

③ 3 質問

一時預かり、つくば市あかちゃんの駅など、他にも
様々な素晴らしいサポートがありますが、これらの
サービス内容が集約し一覧で確認できる総合アプリな
どはありますでしょうか？WEBの個別ページなどで各種
サービスを確認する場合、どうしても他のサービスを
発見する機会も少なくなるのと、通知などの機能も無
いので情報発信の伝達スピードも遅くなります。また
忙しい家庭では、それぞれのサービスページに定期的
にアクセスして更新された新しい情報を得ることも難
しいかとも思いました。

　市のホームページにて、子育てに係る様々なシーン
（「子どもをあずける」、「子どもの救急」、「手
当・助成」など）に応じてお使いいただける「つくば
市子育てナビ」を公開しています。
　また、妊娠からはじまる子育てに役立つ情報をまと
めた「つくば子育てハンドブック」の電子書籍版も
ホームページにて公開しています。

【基本事業】第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和５年度実績）に係る質問・意見一覧

鈴木委員
Ⅱ

Ⅰ 1

② 2

こども政策課 岡山委員

1/2
- 53 -



協議１－５【基本事業】第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和５年度実績）に係る質問・意見一覧

① 1 意見

5.2%の方が市内での出産を希望しながら叶わなかった
という数字は依然大きいのでバースセンターの周知も
含め引き続き出産施設開設の支援をよろしくお願いし
ます。

健康増進課

意見
出張子育て広場の参加は、一部を除き前回調査と変わ
らず少ないように思う。周知が不足なのか参加しにく
いのか調べて改善が必要に思う。

こども政策課

質問

８ヶ月アンケートフォロー電話と９ヶ月電話相談、要
支援妊婦支援プランの流れについて知りたい。９ヶ月
電話相談数が減ったのは８ヶ月アンケート電話フォ
ローとの関連性はどう評価しているのか。

　令和５年１月までは、妊婦相談の1事業として、初妊
婦やリスクのある妊婦を対象に「妊娠９か月電話相
談」をご案内し、実施していました。そして、令和５
年２月からは、伴走型相談支援の１事業として、全妊
婦を対象に、「妊娠８か月アンケート」を開始したた
め、「妊娠９か月電話相談」は、初妊婦を対象者から
外し、リスクのある妊婦のみとしたため、相談数は
減っている状況です。現在の妊婦相談は、リスクのあ
る妊婦の「妊娠９か月電話相談」と全妊婦を対象とし
た「妊娠８か月アンケート」を行い、希望者には面談
を実施、また、アンケート回答によって、必要な情報
提供や電話相談などの支援をしています。
　支援プランは、妊娠届出時の妊婦面談でのアセスメ
ント項目から要支援妊婦を判定し、リスクの高い妊婦
に対して支援プランを作成し、手交しています。

こども未来センター

意見
病児保育や病後児保育の一定の需要があり大切な事業
だと思うので利用しやすい制度や予約システムの導入
を急ぐことが必要に思う。

　病児保育については、利用者の負担軽減と利便性向
上のため、予約システムの導入を検討しています。
　現在、システム事業者からの情報収集や、実施事業
者からの意見聴取等を重ねています。

幼児保育課

意見

小さな子どものいる家庭にとって、安心して子どもを
連れて出かけられることはたいへん大事だと思う。赤
ちゃんの駅の一定のガイドラインを定め利用について
の周知を期待する。

こども政策課

質問

一時預かり：実施するなら利用者にとって利用しやす
ように地域的偏りや需要があっても利用されない理由
の調査の実施と予約システムなどの導入などについて
も検討をできないか。

（こども政策課）
　つくば市子育て総合支援センターでは、インター
ネット予約システムを令和４年度から実施していま
す。また利用者の声を受けて、利用者が使いやすいよ
うに機能のアップデート等も行っています。

（幼児保育課）
　一時預かりについては、病児保育と同様に、利用者
の負担軽減と利便性向上のため、予約システムの導入
を検討しています。
　需要があっても利用できないケースとしては、保育
士の配置状況によって、通常の保育を優先し、一時預
かりの申込みがあってもお断りする場合があると聞い
ております。

こども政策課
幼児保育課

意見
子育て支援短期療育事業について周知を図ることや
「ショートステイ里親」の実施に向けて協力者を募る
ことを期待する。

2 ① 4 意見
＜産前産後のサポート・ケア＞の施設や実施内容につ
いて把握し、必要とする方に案内をできる体制を期待
する。

落合委員

こども未来センター

2

Ⅰ

1

3

②

2/2
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鈴木委員質問への学務課回答（別表）

４月の園児数で比較（人）

手代木南幼稚園 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ４歳児前年比

Ｒ３年度 2 15

Ｒ４　３歳児受入開始 Ｒ４年度 15 7 4 5

Ｒ５年度 18 20 11 13

Ｒ６年度 15 15 20 -5

茎崎幼稚園 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ４歳児前年比

Ｒ３年度 14 24 （内訳）高崎　6　岩崎　8

Ｒ４年度 23 16 9 （内訳）高崎 15　岩崎　8

Ｒ5　３歳児受入開始 Ｒ５年度 18 19 24 -4

Ｒ６年度 8 19 20 0

※令和５年度に高崎幼稚園と岩崎幼稚園を統合し、茎崎幼稚園とする。
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【重点事業】事業担当課一覧（その②）

事業
番号

事業 重点項目
基本
目標

プラン記
載ページ

担当課① 担当課② 担当課③

(1)教育・保育の見込量と
確保方策
（全体）

Ⅱ P50、51 幼児保育課 - -

(2)①教育・保育の見込量
と確保方策
（北部エリア）

Ⅱ P52 幼児保育課 - -

(2)②教育・保育の見込量
と確保方策
（中央部エリア）

Ⅱ P53 幼児保育課 - -

(2)③教育・保育の見込量
と確保方策
（南部エリア）

Ⅱ P54 幼児保育課 - -

①利用者支援事業 Ⅰ P55 こども政策課 幼児保育課
こども未来セン

ター

②地域子育て支援拠点
事業

Ⅰ P55 こども政策課 - -

③一時預かり事業
（幼稚園型、幼稚園型イ
以外）

Ⅰ P56 幼児保育課 こども政策課 -

④病児保育事業 Ⅰ P57 幼児保育課 - -

⑤子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）

Ⅰ P57 こども政策課 - -

⑥子育て短期支援事業 Ⅰ P58
こども未来セン

ター
- -

⑦乳児家庭全戸訪問事業 Ⅰ P58
こども未来セン

ター
- -

⑧妊婦健康診査事業 Ⅰ P59
こども未来セン

ター
- -

⑨養育支援訪問事業及び
要保護児童等支援事業

Ⅰ P59
こども未来セン

ター
こども政策課 -

⑩時間外保育事業（延長
保育事業）

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑪実費徴収に係る補足給
付を行う事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑫多様な主体が本制度に
参入することを促進する
ための事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑬放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）

Ⅲ P61 こども育成課 - -

⑭放課後子供教室 Ⅲ P62 こども育成課 - -

①子育てのための施設等
利用給付について

Ⅱ P63 幼児保育課 - -

②茨城県との連携につい
て

Ⅱ P63 幼児保育課 - -

5
子育てのための施
設等利用給付の円
滑な実施の確保

協議１－６

3
教育・保育の見込
量と確保方策

4
地域子ども子育て
支援事業音見込み
量と確保方策
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重点項目評価表（評価の基準）

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

遅れが生じている 50%-80%未満

大幅に遅れが生じている 50%未満

※達成率は自動計算で表示されますが、事情により達成率以外の数値にて評価を

行う場合は、（ ）書きで評価に使用する数値を併記し、自由記述欄に達成率以外

の数字を使用した理由を入力してください。

※達成率が100％を超えている場合は、こども政策課の方で参考として［Ａ＋］を

併記させていただきます。

赤字：令和４年度の点検・評価から見直しした箇所

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）

計画通り又は
計画に先行して進んでいる

100％以上

おおむね計画通り 80％-100％未満

- 58 -



重点項目評価表（評価一覧）

事業
番号

事業 重点項目

１号認定 A[A+]

２号認定 A[A+]

０歳児 A[A+]

１・２歳児 A[A+]

１号認定 A[A+]

２号認定 B

０歳児 A[A+]

１・２歳児 B

１号認定 A[A+]

２号認定 A[A+]

０歳児 A[A+]

１・２歳児 A[A+]

１号認定 A[A+]

２号認定 A[A+]

０歳児 A[A+]

１・２歳児 A[A+]

A

A

A[A+]

A[A+]

在園児対象型 A[A+]

施設数 A

全体 A[A+]

うち一時預かり A[A+]

施設数 A[A+]

A[A+]

A[A+]

B※

B※

B

うち就学後

提供会員数

4
地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と

確保方策

①利用者支援事業
基本型・特定型

母子保健型

②地域子育て支援拠点事業
施設数

出張ひろば数

③一時預かり事業

幼稚園型

幼稚園型以外

④病児保育事業
病児対応型

施設数

⑤子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）

全体

担当課の評価

3
教育・保育の
見込量と確保

方策

(1)教育保育の見込量
（全体）

３号認定

(2)①教育保育の見込量
（北部エリア）

３号認定

(2)②教育保育の見込量
（中央部エリア）

３号認定

(2)③教育保育の見込量
（南部エリア）

３号認定
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事業
番号

事業 重点項目 担当課の評価

A[A+]

A[A+]

⑦乳児家庭全戸訪問事業 B

⑧妊婦健康診査事業 B

⑨養育支援訪問事業及び
  要保護児童等支援事業

B

⑩時間外保育事業
 （延長保育事業） A[A+]

B

B

⑫多様な主体が本制度に参入するこ
とを促進するための事業

C

A[A+]

A

放課後子供教室の
イベント開催

イベント実施回数 C

学校数 A

イベント実施回数 B

①子育てのための施設等利用給付に
ついて

②茨城県との連携について

⑭放課後子供教室
放課後子供教室の
定期開催実施校

5
子育てのための施設

等利用給付の円滑な

実施の確保

4
地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と

確保方策

⑥子育て短期支援事業
確保人数

施設数

延べ回数

⑬放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

新たに開設する公設児童クラブの箇所数

新たに開設する公設児童クラブのクラブ数

新たに開設する民間児童クラブのクラブ数

⑪実費徴収に係る補足給付を
行う事業

物品購入費等

副食費
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担当課：幼児保育課

１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳

２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳

３号・・・保育所（園）等　０～２歳

０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

1,502 1,443 4,845 771 2,991 500 3,135

特定教育・保育施設 3,167 2,673 84% 5,100 103% 847 2,623 876 2,696 103% 103%

確認を受けない幼稚園 1,370 420 31% 0 0% 0 0

特定地域型保育事業 0 0 85 334 88 350 104% 105%

企業主導型保育施設の地域枠 0 94 37 102 37 102 100% 100%

4,537 3,093 68% A 5,194 102% A 969 3,059 1,001 3,148 103% 103% A A

3,035 1,650 349 198 68 501 13

達成率 評価

青色欄入力不要（自動計算のため）

自由記述欄のみ記載願います。

プラン記載値

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（１号について）

・公立幼稚園の定員減により、１号の実際の量が計画に対して不足となっている。

・確認を受けない幼稚園４施設のうち、３施設が特定教育・保育施設へ移行しているた

め、確認を受けない幼稚園の実際の量が計画に対して不足となっている。

※　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の量）が大

きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保見込量（実際の

量）で評価する。

３(１)　教育・保育の見込量と確保方策（全体）（プランP.50）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とし
た確保量の拡充を図ります。

令

和

５

年

度

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

１号認定

プラン

記載値
実際の量 達成率 評価

40

94

5,096

395

実際の量

（単位：人）

区　分

①量の見込み

②

確

保

方

策

３号認定

評価達成率実際の量

２号認定

プラン

記載値

4,701

4,962

［Ａ＋］ ［Ａ＋］［Ａ＋］［Ａ＋］※（214％）
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳

２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳

３号・・・保育所（園）等　０～２歳

０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

49 42 352 355 32 183 25 208

特定教育・保育施設 240 540 225% 548 530 97% 36 196 42 188 117% 96%

確認を受けない幼稚園 840 420 50%

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

1,080 960 89% A 548 530 97% Ｂ 36 196 42 188 117% 96% Ａ Ｂ

1,031 918 196 175 4 13 17 -20過不足（③－①）

プラン

記載値
実際の量 達成率

１号認定 ２号認定

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（１号について）

・吉沼幼稚園が確認を受けない幼稚園から特定教育・保育施設に移行したため、確認

を受けない幼稚園の確保方策の達成率が50％となっている。

・公立幼稚園の定員減により、１号の実際の量が計画に対して不足となっている。

※　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の量）が

大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保見込量（実

際の量）で評価する。

担当課：幼児保育課

（単位：人）

区　分

３（２）①　教育・保育の見込量と確保方策（北部エリア）（プランP.52）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とし
た確保量の拡充を図ります。

達成率 評価
達成率

実際の量

３号認定

プラン記載値プラン記

載値
実際の量

令

和

5

年

度

評価

③確保見込量（②の合計
［Ａ＋］［Ａ＋］※（2286％）
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳

２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳

３号・・・保育所（園）等　０～２歳

０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

1,349 1,276 4,112 4,265 709 2,691 456 2,797

特定教育・保育施設 2,441 1,695 69% 4,117 4264 104% 770 2,295 787 2,361 102% 103%

確認を受けない幼稚園 530 0 0% 40 0 0%

特定地域型保育事業 85 334 88 350 104% 105%

企業主導型保育施設の地域枠 94 94 37 102 37 102 100% 100%

2,971 1,695 57% A 4,251 4,358 103% Ａ 892 2,731 912 2,813 102% 103% Ａ Ａ

1,622 419 139 93 183 40 456 16

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計

過不足（③－①）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（１号について）

令和６年４月よりアカデミア幼稚園、つくば白帆幼稚園が確認を受けない幼稚園から特

定教育・保育施設に移行し、中央部において、確認を受けない幼稚園が０施設となって

いる。

公立幼稚園の定員減にともない、１号の実際の量が計画に対して不足となっている。

※　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の量）が大

きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保見込量（実際の

量）で評価する。

１号認定

プラン

記載値
実際の量 達成率 評価

担当：幼児保育課

（単位：人）

区　分

３（２）②　教育・保育の見込量と確保方策（中央部エリア）（プランP.53）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした
確保量の拡充を図ります。

２号認定

令

和

5

年

度

実際の量 達成率 評価プラン記載値

３号認定

プラン

記載値
実際の量 達成率 評価

①量の見込み

［Ａ＋］ ［Ａ＋］ ［Ａ＋］［Ａ＋］※（133％）
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳

２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳

３号・・・保育所（園）等　０～２歳

０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

104 125 237 225 30 117 19 130

特定教育・保育施設 486 438 90% 297 306 103%  41 132 47 147 115% 111%

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

486 438 90% A 297 306 103% Ａ 41 132 47 147 115% 111% Ａ Ａ

382 313 60 81 11 15 28 17

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

※　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の

量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保

見込量（実際の量）で評価する。

１号認定

プラン

記載値
実際の量 達成率 評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

担当：幼児保育課

（単位：人）

区　分

３（２）③　教育・保育の見込量と確保方策（南部エリア）（プランP.54）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした
確保量の拡充を図ります。

実際の量 達成率 評価

３号認定

令

和

5

年

度

２号認定

プラン記載値プラン

記載値
実際の量 達成率 評価

［Ａ＋］ ［Ａ＋］［Ａ＋］［Ａ＋］※（350％）
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担当課：幼児保育課、こども未来センター、こども政策課

４①　利用者支援事業

令和５年度評価

①量の見込み ②確保方策 ③実際の確保量 評価

基本型・特定型 2 2 2 A

母子保健型 4 4 4 A

担当

　子どもやその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必
要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

健康増進課・・・母子保健型

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：か所）

達成率（③/②）

100%

100%

こども政策課・・・基本型

幼児保育課・・・特定型
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担当課：こども政策課

４②　地域子育て支援拠点事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

施設数 10

出張ひろば数 6

施設数 11

出張ひろば数 7

施設数 110% Ａ

出張ひろば数 117% Ａ

参考

施設数・・・地域子育て支援拠点数

達成率（③/②）

出張ひろば数・・・

春日交流センター（子育て総合支援センター、なないろくらぶ）

北条保育所（子育て総合支援センター）

市民ホールやたべ（おとなり、すぎのこクラブ）

BiViつくば(花畑ひろば、こどもの森広場）

研究学園小学校児童クラブ（子育て総合支援センター、チェリークラブ）

茎崎交流センター（子育て総合支援センター、みらいくらぶ）

二の宮交流センター（おひさまクラブ、かつらぎクラブ）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事

業です。

（単位：か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
211,042 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
77,862 ③実際の確保量

［Ａ＋］

［Ａ＋］
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担当課：幼児保育課、こども政策課　

４③　一時預かり事業

幼稚園型 （単位：人）

評価

在園児対象型 6,240

施設数 2

在園児対象型 8,379

施設数 2

在園児対象型 134% A

施設数 100% A

幼稚園型以外 （単位：人）

評価

全体 45,813

うち一時預かり 43,200

施設数 30

全体 70,330

うち一時預かり 68,132

施設数 45

全体 154% A

うち一時預かり 158% A

施設数 150% A

担当

「幼稚園型以外」の③実際の確保量のカウント方法

【幼稚園型】
　１号認定者を対象とする幼稚園や認定こども園において、保護者の希望に応じて、主に教育時間後や土曜・日曜、長期休業期
間中に、幼稚園において教育活動を行う事業です。

達成率

（③/②）

こども政策課

　…子育て総合支援センターで実施している一時預かり事業の利用人数（ア）

　…つくば子育てサポートサービスで就学前児童を対象とした利用人数（イ）

幼児保育課　…それ以外の利用人数（ウ）及び施設数（エ）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

全体　　　　　　…（ア）＋（イ）＋（ウ）＝1,937（人）＋　2,198（人）＋　66,195（人）＝　70,330（人）

うち一時預かり　…（ア）＋（ウ）＝1,937（人）＋　66,195（人）＝　68,132（人）

施設数　　　　　…（エ）＋２（子育て総合支援センターとつくば子育てサポートサービス）＝45（施設）

達成率（③/②）

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
46,654 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
21,872 ③実際の確保量

令和５年度評価

【幼稚園型以外】
　日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、保護者が家庭での保育が困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
4,231 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
6,939 ③実際の確保量

［Ａ＋］

［Ａ＋］

［Ａ＋］

［Ａ＋］

- 67 -



担当課：幼児保育課

４④　病児保育事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

病児対応型 2,880

施設数 4

病児対応型 4,860

施設数 5

病児対応型 169% A

施設数 125% A

　乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保育

を実施する事業です。

達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
1,756 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
1,608 ③実際の確保量

［Ａ＋］

［Ａ＋］
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担当課：こども政策課

４⑤　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

令和５年度評価 （単位：人）

評価

全体 3,920

うち就学後 1,307

提供会員数 245

全体 2,954

うち就学後 756

提供会員数 212

全体 75% B※

うち就学後 58% B※

提供会員数 87% B

参考

　乳幼児や小学生等の子どもを有する子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援助を受けることを希望する者

と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

達成率（③/②）

・就学前の子どもを持つ利用者に対する活動は全て乳幼児の一時預かりとみなして、③一時預かり事業の【幼稚園型以外】の

「全体」の項目に計上するため、本項目の実績は就学後で評価する。

・協力会員181人、利用・協力会員（自身でもサービスを利用し協力会員でもある者）31人の合算値212人を提供会員数とし

て計上した。

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

※ ③実際の確保量内の「全体」と「うち就学後」について、②確保方策の人数の利用申込みがなかったものの、事業の実施体

制は整備されており、利用申込みに対しては、ほとんど全員（※2）に対してサービスを提供できていることからＢ評価とし

た。

※2　時間外の保育など利用者のニーズに対応できない場合がある等の理由から、サービス提供に至らないケースが数件あ

る。

（単位：人）

区分

①量の見込み

（就学後）
1,262 ②確保方策

❶実際の量

（就学後）
756 ③実際の確保量
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担当課：こども未来センター

４⑥　子育て短期支援事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

確保人数

（※延べ利用日数　単位：日）
153

施設数 6

確保人数

（※延べ利用日数　単位：日）
216

施設数 9

確保人数 141% A

施設数 150% A

達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

事業を委託している近隣の児童養護施設には限りがあり、確保方策人数に限界があり、契約している６施設も定員超過で受け入れが困難であ

る場合も多いため、市内の里親３世帯と委託し、里親家庭において児童を預かる「ショートステイ里親」を実施し、受け入れ可能人数を増や

すことができました。

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）

（※延べ利用日数　単位：日）

202 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）

（※延べ利用日数　単位：日）

216 ③実際の確保量

［Ａ＋］

［Ａ＋］
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担当課：こども未来センター

４⑦　乳児家庭全戸訪問事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

達成率（③/②） 103% B

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

②確保方策（2,213人）に対する③実際の確保量（2,281人）としては、103％だが、令和5年度の実際の乳児家庭全戸訪

問対象者数2,300人に対しての③実際の確保量は99.2％となるため評価をＢとする。

　保健師がおおむね生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾
聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等を行う事業です。

❶実際の量

（年間利用人数）
2,281 ③実際の確保量 2,281

区分

①量の見込み

（出生見込数）
2,213 ②確保方策 2,213
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担当課：こども未来センター

４⑧　妊婦健康診査事業

令和５年度評価 （単位：人、回）

評価

2,235

31,290 ②確保方策 延べ回数 31,290

2,203 ③実際の確保量 延べ検診回数 25,055

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・妊娠の経過により、妊婦全員が妊婦健康診査を14回受診するわけではないが、実際に必要な回数の健診を受診している。

・①量の見込み（延べ人数）は、翌年度の⑦乳児家庭全戸訪問事業の見込み数とリンクしていることから、実人数で計上している。

・❶実際の量（延べ人数）は、妊婦健康診査の第1回目（14回の中で受診者が1番多い）を計上した。

❶実際の量

（延べ回数）
25,055 達成率（③/②） 延べ回数 80% Ｂ

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対して、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠
期間中の適時に必要に応じて医学的検査を実施する事業です。

（単位：回）

区分

①量の見込み

（延べ人数）

①量の見込み

（延べ回数）

❶実際の量

（延べ人数）
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担当課：こども未来センター、こども政策課

４⑨　養育支援訪問事業及び要保護児童等支援事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

（単位：回）

担当

こども未来センター　…❶実際の量、③実際の確保量欄

こども未来センター　…要保護児童対策地域協議会開催数欄

こども政策課　　　　…ホームスタート事業実績

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・養育支援訪問対象者数は変動があるため、②確保方策（265人）に対する③実際の確保量（177人）としては、67％だが、実

際の養育支援訪問対象者に対しては訪問等で支援しているため評価をＢとする。

達成率（③/②） 67% Ｂ

ホームスタート事業実績（令和５年度） 要保護児童対策地域

協議会開催数

（令和５年度）

問い合わせ件数：49件、説明訪問件数：39件、利用申込数：37件、

許可件数：37件、延べ訪問回数：268件

※説明訪問と利用申込数の差は、説明訪問時にホームスタート事業の内容を聞いて

利用につながらない方が一定数いるため。主な理由は、申込者がホームスタートを

単なる無料家事手伝いと考えているケース等。
39

❶実際の量

（延べ訪問回数）
177 ③実際の確保量 177

【養育支援訪問事業】
　養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家
庭の適切な養育の実施を確保する事業です。

【要保護児童等支援事業】
　要支援児童・要保護児童等を支援するために、要保護指導対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の取組を行う
事業です。

区分

①量の見込み

（延べ訪問回数）
265

②確保方策

（延べ訪問人数）
265
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担当課：幼児保育課

４⑩　時間外保育事業（延長保育事業）

令和５年度評価 （単位：人） （単位：施設）

評価

　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育
所や認定こども園等で保育を実施する事業です。

達成率（③/②） 111% A

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

区分

①量の見込み

（一日当たりの利用人数）
248

②確保方策

（施設数）
96

❶実際の量

（一日当たりの利用人数）
1,937

③実際の確保施設

数
107

［Ａ＋］
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担当課：幼児保育課

４⑪　実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和５年度評価 （単位：人）

評価

15
②確保方策

（物品購入費等）

なし（見込人数に対

し100%対応）

300
②確保方策

（副食費）

なし（見込人数に対

し100%対応）

1
③実際の確保人数

（物品購入費）
1

80
③実際の確保人数

（副食費）
80

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・実際の必要量に対しては100％の供給ができているため、評価はＢとしている。

達成率（③/①）

（物品購入費等）
7% B

達成率（③/①）

（副食費）
27% B

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して支払うべき日用品、文房具
等その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等や新制度未
移行幼稚園における服飾の提供にかかる費用の一部を補助する事業です。

区分

①量の見込み

（物品購入費等）

①量の見込み

（副食費）

❶実際の量

（物品購入費等）

❶実際の量

（副食費）
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担当課：幼児保育課

４⑫　多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

令和５年度評価

※プラン中に具体的な見込量、確保方策の記載なし。　

過年度の内容を参考に、令和５年度おける特定教育・保育施設等の参入実績（法人の種

類と数（認可数と参入法人数））について記載願います。

◆認可保育所：４施設４法人

　（内訳）社会福祉法人３：既存法人３（本部県内１、本部県外２）

　　　　　学校法人　　１：既存法人１（本部県外）

◆小規模保育事業：１施設１法人

　（内訳）有限会社　　１：新規参入１（本部県内）

【用語】

新規参入：特定教育・保育施設等の運営実績がない法人

既存法人：特定教育・保育施設等の運営実績がある法人

本部市内：法人の本部や本店所在地が市内にある法人

本部県内：法人の本部や本店所在地が県内にある法人（つくば市以外）

本部県外：法人の本部や本店所在地が県外にある法人
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担当課：こども育成課

４⑬　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

令和５年度評価

【量の見込み】 （単位：人） 【目標整備量】

令和元年

度実績
①見込み ❶実際の量 区分 ③確保目標 ④実際の整備量 達成率（④/③） 評価

１年生 1,143 1,736 1,378

２年生 1,112 1,696 1,323

３年生 869 1,247 1,185

４年生 598 862 784

５年生 376 531 498

６年生 214 282 316

合計 4,312 6,354 5,484

104 166 157

新たに開設する民間児童

クラブのクラブ数
9

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　新設校開校に併せて公設児童クラブを整備しているため、確保目標と整備

量に差が生じている。

9 100%

児童クラブ数

A

※実際にR5から新たに運用を開始した支援単位数（葛城１、研究学園４、香取台４）

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の余裕教室、児童館及び児童クラブ施設を利用し
て適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る事業です。

（単位：か所、クラブ）

区分

児童クラブ員数

新たに開設する公設児童

クラブの箇所数
3 2 67% C

新たに開設する公設児童

クラブのクラブ数※
6 9 150% A［Ａ＋］
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担当課：こども育成課

４⑭　放課後子供教室

令和５年度評価

■放課後子供教室のイベント開催

平成30年

度実績
①見込み

②実施回数

（実際の確保数）

評価

（②/①）
評価

138 213 110 52% C

※定期開催除く

■放課後子供教室の定期開催実施校

平成30年

度実績
①見込み

②実施回数

（実際の確保数）

達成率

（②/①）
評価

1 4 4 100% A

79 390 369 95% B

　放課後において、学校施設等を活用してすべての児童の安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校が
連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することで、児童の社会性、自主性、創造性等
の豊かな人間性を養う事業です。

イベント実施回数

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

放課後子供教室のイベント開催について、年度当初の実施予定回数は126回で

あったが、インフルエンザ等感染症による学級閉鎖や学校行事の変更により、

110回の実施となった。また、児童数の規模が大きい学校では、開催場所と参

加児童数の都合上、安全な活動スペースが確保できないことから、実施を断念

せざるを得なかった。

（単位：回）

区分

イベント実施回数

（単位：校、回）

区分

学校数
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担当課：幼児保育課

①子育てのための施設等利用給付について

令和５年度評価

※プラン中に具体的な見込量、確保方策の記載なし。

　子ども・子育て支援法第30条の11に基づき、新制度に移行していない幼稚園に対して施設等利用費を給付する場合
は、幼稚園における円滑な運営に支障を来す事のないように一月ごとに給付を行います。
　また、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料については、複数のサービスや施設を利用した場合にはそれぞ
れの利用料を合算し、上限額の範囲内おいて子育てのための施設等利用給付を受けることができるため、償還払いを
原則とし、過誤請求・支払い防止に努めます。また、給付の実施回数は年４回を目安とします。

＜プランに対する実績＞

　新制度未移行の幼稚園に対しての利用給付については、毎月遅滞なく、円滑に給付することができた。

　預かり保育、認可外保育施設の利用児童の保護者に対して行う利用料の償還払いについては、認定情報等から利用

見込みのある児童の保護者に対して手続きの案内をし、給付についても遅滞なく円滑に進めることができた。
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担当課：幼児保育課

令和５年度評価

※プラン中に具体的な見込量、確保方策の記載なし。

②茨城県との連携について

＜プランに対する実績＞

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示について、茨城県と協力・連携をすることで、公平・公正な給付事務

を実施することができた。

　また、令和６年度より事務の効率化を図るため、施設型給付費における処遇改善等加算の認定事務についての権限

移譲を受けたため、茨城県とより連携を深めて遂行する。

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について、茨城県
に対し、施設等の所在等の情報提供、関係法令に基づく是正指導等の協力を要請していく等、協力・連携をしていき
ます。
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④病児保育事業 質問

病児保育事業は理想としてはもう少し地域的に偏りな
く実施できることが保護者と子ども双方にとっても望
ましいのでもう少し実施施設が多くなる可能性はない
のだろうか。

　病児保育の実施施設数については、実績値が計画数
を上回っておりますが、利便性が高く需要が大きい病
院やクリニックの併設型施設については、今後も開設
の相談に応じる等、検討を続けたいと考えています。

幼児保育課

⑤子育て援助活動
支援事業（ファミ
リー・サポート・
センター事業）

意見
協力者の登録等にズームを利用することで登録者の負
担が減り登録者数が増えたように更に登録者を増やす
方策が有効のように思う。

こども政策課

4 落合委員 p.55

【重点項目】第2期つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況に係る質問・意見一覧 協議１－７

事業
番号

重点項目
質問・意

見
内容 回答 担当課 委員名

プラン
ページＮｏ

1/1- 81 -- 81 -



- 82 -- 82 -



　　

事業
番号

基本目標 基本方針 基本事業
プラン
記載
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　取　　　組 担当課① 担当課② 担当課③ 担当課④

1
①出産施設開設支援事
業

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用の一部助成等の支援を行います。 健康増進課 - - -

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握
し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしながら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子
を支援につなげる子育て支援事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・
包括的な支援の推進を図ります。

3
③子育てしやすい環境
整備事業

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図りま
す。

こども政策課 幼児保育課 こども未来課 -

4
①産前・産後のサポー
ト/ケア事業

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ
型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

健康増進課 こども政策課 - -

5
②子ども家庭総合支援
拠点事業

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を
行います。それにより、すべての子どもとその家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育ての孤立化、養育
困難等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

こども未来課 - - -

6
③児童発達支援セン
ターとの連携

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて
連携の強化を図ります。

障害福祉課 こども未来課 - -

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設
や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行います。

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保ができるような支援を行います。

9
①幼児教育及び保育の
推進事業

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の
活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

幼児保育課 学び推進課 - -

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行う
とともに、教育・保育施設等に対して受入れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられ
るように、児童発達支援センターとの連携を図ります。

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児
童一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。また、民設民営児童ク
ラブの積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の
適正配置を推進していきます。また、放課後児童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきます。

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもたちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国
際性、自然環境等の当市の特性をいかして、研究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よっ
て、計画期間内においては、放課後子供教室の専門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があり、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを
実施するとともに、開催回数を増やしていきます。

13
③子どもの居場所・学
習支援事業

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学習支援や安心できる居場所の提供を行います。 こども未来課 (学び推進課) - -

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るとと
もに、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づくりを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施するこ
とで、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子
供教室で実施する魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をより一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催
数の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教
室の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプレス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所
づくりに努めていきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こし
や育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指します。

15
②特別な配慮を必要と
する児童の支援事業

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そ
のために学校や専門性を有する関係機関と連携を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

こども育成課 障害福祉課 (学び推進課)

16
③遊びの機会と場の充
実

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に安心して過ごせる環境を整備します。 公園・施設課 (こども政策課) - -

事業担当課一覧（基本事業）

Ⅰ 確かな生命と
元気を育む

１ 継続的・包括
的な支援の充実

P362
②子育て世代包括支援
事業

こども政策課 健康増進課 幼児保育課 -

２ 発達や養育に
悩みを抱える家庭
への支援の充実

P37

7

Ⅱ 楽しく着実に
育ち学ぶ力を育む

１ 教育・保育の
提供体制の整備

①教育・保育ニーズに
あわせた教育・保育体
制の整備事業

P39

幼児保育課 学務課 - -

8 ②保育人材の確保事業 幼児保育課 教育総務課 - -

障害福祉課 -

11

Ⅲ 主体的にして
広く豊かな経験を
育む

１ 特色をいかし
た放課後等の居場
所の整備

①放課後児童クラブ事
業（放課後児童健全育
成事業）

P42

こども育成課 (学び推進課) -

２ 子どもの豊か
な育ちの促進

P40

10
②特別な配慮を必要と
する子どもの支援事業

幼児保育課
特別支援

教育推進室

-

12
②放課後子供教室推進
事業

こども育成課 (学び推進課) - -

- -

P44

14

２ 子どもが主体
的に活動するため
の支援の充実

①新・放課後子ども総
合プラン運営事業

P43 こども育成課 (学び推進課)

協議１-３

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

基本方針

担 当 課 健康増進課

基本事業 ①出産施設開設支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

○産科、産婦人科を設ける病院、診療所及び分娩を取り扱う助産所を開設しようとする方、あるいは増床しよう
としている方に建物の建設費や医療機器購入費などの費用の一部を助成する。

■　事　業　内　容　■

・交付実績なし
・バースセンターでの分娩数が前年度より増加した。
筑波大学附属病院内のつくば市バースセンターの再整備が令
和５年11月に竣工予定となり、つくば市内の産科病床数が増
加する予定（６床増加）となった。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度あかちゃん訪問時アンケートで、市
外・県外の分娩施設で出産した方のうち「市内で
予約が取れなかった方」は52人と昨年度より減少
した。

○令和５年度に再整備されるつくば市バースセン
ター（12床）の周知を推進していく。

Ⅰ たしかな生命と元気を育む

１ 継続的・包括的な支援の充実

■　事　業　概　要　■

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用
の一部助成等の支援を行います。

基本目標

関連するプラン名

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P36

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特
定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン名

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス
型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支
援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしなが
ら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施します。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
○地域子育て支援拠点事業
　つくば市子育て総合支援センターをはじめ地域子育て支援拠点（10か所）を設置し、地域の子育て親子の交流を促進すること
で子育ての不安感等を緩和し、子供の健やかな育ちの支援を行っている。具体的には、拠点場所の開放及び出張ひろばを行って
おり、その中で子育て相談等の支援を行っている。
●市内地域子育て支援拠点
　・子育て総合支援センター（つくば市流星台）　　　・かつらぎクラブ（つくば市西大橋）
　・チェリークラブ　　　　（つくば市上野）　　　　・おとなり　　　（つくば市みどりの）
　・おひさまクラブ　　　　（つくば市高崎）　　　　・こどもの森広場（つくば市沼崎）
　・すぎのこクラブ　　　　（つくば市下河原崎）　　・なないろくらぶ（つくば市大角豆）
　・ままとーんつどいの広場（つくば市舘野）　　　　・花畑ひろば　　（つくば市花畑）

○利用者支援事業（基本型）
　子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できる
ように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり
等を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域子育て支援拠点事業
●令和４年度利用実績
・子育て総合支援センター
　（けやき広場（拠点）30,283人、出張ひろば559人（94回））
・かつらぎクラブ（拠点1,458人、出張ひろば101人（25回））
・チェリークラブ（拠点4,265人、出張ひろば46人（25回））
・おとなり　　　（拠点8,088人、出張ひろば265人（23回））
・おひさまクラブ（拠点2,188人、出張ひろば109人（24回））
・こどもの森広場（拠点3,261人、出張ひろば場251人（23回））
・すぎのこクラブ（拠点4,249人、出張ひろば214人（23回））
・なないろくらぶ（拠点3,556人、出張ひろば95人（23回））
・ままとーんつどいの広場（拠点2,023人、出張ひろば未実施）
・花畑ひろば　　（拠点3,833人、出張ひろば241人（25回））
・合計　　　　　（拠点63,204人、出張ひろば1,881人（285回））
※コロナの影響により、出張広場の回数差あり。
※オンラインでの利用者は除く。
●令和３年度の課題に対する取組
・つくば駅徒歩圏内のBiViつくばで出張子育て広場を開始した。
・TX沿線での常設の拠点開設に向けて、民間事業者等と調整を進め
た。

○利用者支援事業（基本型）
・令和４年度相談実績：287件（来所253件、電話34件）
・令和４年度から開始の事業のため、専用のパンフレットを作成
し、関係機関へのPR活動及び連携を図るため、庁内関係部署、公立
及び民間の保育所・幼稚園、小児科などを巡回し、パンフレットの
配布を行った。また、市内外の子育て支援団体との勉強会を行っ
た。

○地域子育て支援拠点事業
・将来的に、TX沿線に常設の拠点を１か所以上開設
できるよう、民間事業者等と継続的に調整を行う。
・参加人数が少ない出張子育て広場があるため、SNS等を
活用した周知など広報活動を積極的に行う。

○利用者支援事業（基本型）
・今後は、関係機関とのさらなる連携・協働体制構築のた
め、日々の相談業務における連携のほか、子育て支援団体
や子育て支援拠点と打ち合わせ等を行い、協力体制を図っ
ていく。また、子育て支援拠点等へ出向くといった支援を
行う。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

■　事　業　概　要　■
○保健師等がおおむね生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業（あかちゃ
ん訪問）」により、育児に関する不安や悩みの傾聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等
を行う。また、妊婦健康診査事業により疾病の早期発見、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対し
て、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じて医学的検査を
実施する。

○「母子保健型」利用者支援事業として、母子保健コーディネーター、保健師等の専門職を配置し、妊娠届出時
の面接等の機会を通し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応し、必要な支援
につなぐための相談等を行う。また、妊娠９か月ごろに初妊婦及び要支援妊婦に対し、電話相談等を行い、必要
に応じて支援計画を作成し、支援計画に策定されたサービスについては、本人、家族、関係機関との調整のう
え、必要な支援が提供されるように連絡・調整を行う。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

■　事　業　内　容　■

関連するプラン

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

実績 実績に対する課題・改善方針
○利用者支援事業（母子保健型）「つくば市母子健康包
　括支援センター」
①妊娠届出時面接　　   2,255件
②転入妊婦面接 　　　    190件
③妊娠９か月電話相談     670件
④母子保健コーディネーター　　　3名配置
⑤利用者支援事業（母子保健型）　4か所

○妊婦健康診査　　　25,771人（償還払い含）

○あかちゃん訪問     2,293件　実施率　96.7％

○母子保健コーディネーターが１人増員で３名
配置となったため、相談や対応件数が増加し、相
談者に対してもきめ細やかな相談ができた。

○妊娠届出時や転入妊婦に対し、セルフプラン
シートを活用して必要な支援につなげた。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

■　事　業　概　要　■
○乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースで看護師等が保育する
病児保育の受け入れ施設数の充実を図る。

○保育コンシェルジュ事業、子育て家庭等からの保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種
の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度利用実績
・病児保育　６施設
　　　　　　（うち休止１施設、補助実績なし１施設）
・病後児保育　４施設（うち休止１施設）
※延べ利用人数　1,121人

○令和４年度保育コンシェルジュ相談件数　1,314件
　（令和３年：1,254件）
　　窓口：1,002件（令和３年：924件）
　　電話：312件（令和３年：330件）

○病児、病後児保育については、利用者の利便
向上及び配慮を要する児童の受入れが課題となっ
ている。そのため市及び各施設のホームページの
見直しを行った。また、配慮を要する児童の受入
れについては、各施設の担当者との意見交換を継
続的に実施している。

○令和４年度の保育コンシェルジュの窓口での
相談件数が前年から増加し、電話での相談が減少
していることから、新型コロナウイルスの影響は
落ち着いたものと考えられる。令和４年度に保育
所申請の電子申請を本格化したことにより、相談
機会が減り、コンシェルジュへの相談が増加した
ものと考えており、引き続きホームページの充実
等で保育情報の発信を強化していく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
○一時預かり（子育て総合支援センター（つくば市流星台））
　保護者の事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・センター事業）
　つくばファミリーサポートセンターを設置し、児童の預かり援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との連絡・調整を行う
ことで、地域における育児の相互援助活動を推進する。
　主なサービス：保育サービス、送迎サービス、家事援助サービス

○つくば市あかちゃんの駅
　乳幼児を抱える子育て家庭を応援する取り組みの一環として、外出中に授乳やオムツ替えなどで立ち寄ることができる施設を
「つくば市あかちゃんの駅」として登録する。あかちゃんの駅では、授乳の場、おむつ替えの場、ミルク用のお湯の提供を行う
（提供内容は施設によって異なる）。

実績 実績に対する課題・改善方針
○一時預かり（子育て総合支援センター（つくば市流星台））
・年間預かり人数2,046人（令和３年度1,697人）
・インターネット予約を開始し利用者が予約しやすい環境にした。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・セン
　ター事業）
・会員数1,424人（令和３年1,365人）
　（利用会員1,211人、協力会員171人、利用・協力会員42人）
・年間利用者数690人（令和３年512人）
・主なサポート内容（200回以上のもの）
　育児困難（親の障害、育児ストレス等）701回
　保護者等の外出の場合の援助460回
　保育者の短時間・臨時的就労の場合の援助309回
　保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり268回
・協力会員を増やす取り組み
　チラシの配布や退職予定の保育士等へ協力会員登録を依頼した。
　未研修の登録会員に対して年に一度行っていたサポーター基礎研修
を２回実施した。また、広く一般に向け市報やSNSで研修の受講者とサ
ポーターの募集を行った。
・会員登録受付方法の変更
　社会福祉協議会の窓口のほか、オンライン、市役所、訪問での登録
を開始した。
・父母共同の子育てに対応した新たなパンフレットを作成
●令和３年度の課題に対する取組
・協力会員を増やすための取り組みを、上記、実績のとおり実施し
た。また、保育士、幼稚園教諭の有資格者で、現場を離れて間もない
者が協力会員となった場合は、活動前に受講する基礎研修の一部の要
件を緩和し活動可能とした。

○つくば市あかちゃんの駅
・市内65施設（公共施設：54　民間施設：11）が登録（令和５年１月
時点）。
●令和３年度の課題に対する取組
・児童館での環境整備が課題となっていたことから、全児童館の設備
状況を確認し、要望のあったおむつ替え用のベッドや授乳用の椅子な
どを支給した。
　また、つくばエクスプレス駅等も含めた新規施設での実施について
検討を進めた。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポー
ト・センター事業）
・支援の依頼が増加傾向にあり、対応するため今後も協
力会員を増やす取り組みを継続して行っていく。

○つくば市あかちゃんの駅
・より多くの場所にあかちゃんの駅を設置できるよう
に、引き続き新規施設での実施に向けて調整を進める。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
○家庭において保育を受けることが一時的に困難な乳幼児について、主として昼間、認定こども園、幼稚園、保
育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
令和４年度利用実績

○一時預かり（一般型）　38施設
　　　　　　　　　　　　（うち補助実績なし８か所）

○一時預かり（幼稚園型）１施設

※延べ利用人数　　21,232人

○実施施設数は増加しているが、利用定員が設
定されているため、利用者の希望日に利用できな
い場合がある。利用者にとって利用しやすい環境
を整えるため、調査・研究していく。

○実施施設が少なく利用者にとっては不便な地
域もある。新規で事業を始める事業者は利用者
ニーズに沿った事業実施場所を模索していく。

○保育士不足により、通常保育以外の事業に保
育士を配置できる園が限られている。保育士確保
に向けて引き続き助成金等の給付を行っていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇子育て支援短期療育事業
・家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等においてあらかじめ登録し
た児童を保護者の申請により、ひと月あたり最長7日まで預かる。
・今年度の委託契約施設等は、「日本赤十字社茨城県支部乳児院」、「社会福祉法人同仁会　さくらの森乳児
院」、「社会福祉法人同仁会　つくば香風寮」、「社会福祉法人筑波会　愛児園」、「社会福祉法人窓愛園」、
「社会福祉法人茨城県道心園」の５法人６施設及び里親２世帯。
・利用料は、市民税課税の有無、母子家庭等の別、生活保護該当の有無で判定し、１日あたり０円から5,330円に
区分しています。

実績 実績に対する課題・改善方針
○事前登録者数：81人（令和４年４月１日時点）
  令和４年度新規登録者数：45人
  令和４年度延べ利用者数：７人
  令和４年度延べ利用日数：33日

○委託施設の受け入れ人数に限りがあるため、里
親家庭において児童を預かる「ショートステイ里
親」を実施し、受け入れ可能人数を増やしていき
ます。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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4

プラン記載
ページ P37

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイ
サービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談
（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

■　事　業　概　要　■
○退院直後に支援が必要な産婦に対し、産後ケア事業の利用を通じて、産婦の心身のケアや育児サポートをする
ことにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る。

○養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言を行うことによ
り、当該家庭の適切な養育を支援する。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

実績 実績に対する課題・改善方針
○産後ケア事業
①利用施設　　7施設
②利用者実人数　104人
　＜内訳＞
　通所個別　22人　短期入所　47人　通所集団　6人
　通所個別+短期入所　22人
　通所個別+通所集団　2人
　短期入所+通所集団　0人
　短期入所+通所個別＋通所集団　5人
③利用延日数　313日
　＜内訳＞
　通所個別　112日　短期入所　187日　通所集団　14日

○養育支援訪問事業　 289件

○妊娠9か月電話（該当者）　　1,342件

○昨年度より産後ケア事業の利用者は増加してい
る。利用希望者の増加に伴い、希望の日程でサー
ビスが提供できるよう、アウトリーチや新規委託
施設の検討を行う。

○妊娠9か月電話時には、セルフプランの内容を確
認して妊婦が望む妊娠生活や出産に向けた準備、
産後のイメージができるよう支援することができ
た。

○令和5年2月から伴走型相談支援の１つとして妊
娠8か月アンケートがスタートした。妊娠9か月電
話から妊娠8か月アンケートにスムーズに移行でき
るよう、支援体制を整える。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

担 当 課 健康増進課 こども政策課

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

■　事　業　内　容　■

関連するプラン

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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4

プラン記載
ページ P37基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 健康増進課 こども政策課

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイ
サービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談
（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

■　事　業　概　要　■
〇ホームスタート事業（養育支援訪問事業）
　妊娠や子育てに不安を持つ家庭や生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、支援を必要とする家庭
に訪問し、寄り添いながら利用者の話を「傾聴」し、家事及び育児等を「協働」により行い問題の解消を図る。
（特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（つくば市手代木）による委託事業として実施）

実績 実績に対する課題・改善方針
○特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（会員数及び利用
実績）
　・会員数 25人
　　　内訳：トラスティ（業務責任者 １人）
　　　　　：オーガナイザー（取りまとめ ３人）
　　　　　　※内１名はトラスティを兼ねる。
　　　　　：ホームビジター（訪問スタッフ 18人）
　　　　　：事務スタッフ（４人）
　・依頼件数 33件
　・延べ訪問回数 128回

●令和３年度の課題に対する取組
　前回の点検・評価において課題としていた、訪問回数の
減、及び事業の周知徹底については、委託事業者と連携し子
育て関連のイベントに出展し事業のＰＲを行った。また、庁
内他課と連携し、事業のパンフレットを母子手帳交付の際に
あわせて配布したり、あかちゃん訪問の際に必要に応じて配
布するなどするとともに、「つくっこ！すくすくアプリ」で
事業の配信を行った。

○令和４年度はホームスタート事業を、様々な方
法により周知し、それが依頼件数、延べ訪問回数
の増加につながったと考える。
今後は単に利用者を増やすだけではなく、必要に
応じて運用方法等を見直す等し、利用者、委託事
業者、市のいずれにとっても円滑に事業が活用で
きる制度のあり方を検討していく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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5

プラン記載
ページ P37

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

○令和４年度までに全市町村で子ども家庭総合支援拠点を設置することが義務化され、つくば市では令和２年９
月１日に設置した。
人員配置基準（中規模型：児童人口概ね2.7万人以上7.2万人未満）
①子ども家庭支援員　常時３名（１名は非常勤可）
②心理担当支援員　　常時１名（非常勤可）
③虐待対応専門員　　常時２名（非常勤可）

つくば市の体制
社会福祉士２名、公認心理師２名、保健師１名、事務担当１名、家庭相談員５名

担 当 課 こども未来課

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支
援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を行います。それにより、すべての子どもとその
家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育
ての孤立化、養育困難等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

■　事　業　概　要　■

実績 実績に対する課題・改善方針
（1）相談件数（延べ）
　　・訪問　　　　　959件　（昨年比　＋　373件）
　　・面談　　　　　591件　（昨年比　＋　128件）
　　・電話　　　　8,252件　（昨年比　＋　822件）
　　・その他　　　2,430件　（昨年比　＋　965件）
　　　　　　計　12,232件　（昨年比　＋2,288件）

　　　新規相談　　1,186件　（昨年比　＋　141件）
　　　（うち虐待　　323件）（昨年比　＋　　69件）

（2）相談内容内訳
　　育児不安　　　5,604件
　　発達障害等　　1,103件
　　虐待　　　　　3,809件
　　不登校　　　　1,159件
　　非行（家出等）　51件
　　その他　　　　　506件　　計　12,232件

○相談件数は毎年増加傾向で、また相談内容も多
様化、複雑化の傾向にある。継続して、専門職の
配置をし、また適時研修などにも参加し、職員の
専門職としての知識や能力の向上を図ることによ
り、様々な相談に対応できるようにしていく。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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6

プラン記載
ページ P37基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支
援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達相談巡回
　公立保育所を対象に公認心理師が巡回訪問をし、保育所職員が発達について気になった子どもの様子を確認
し、保育所と子どもの関わり方等について助言・指導をしていく。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度巡回施設数　　　　：23か所
　令和４年度相談対応のべ児童数：349人

○相談件数の増加、相談内容が複雑化しているこ
とから、今年度は公認心理師２名を配置し、多様
化する相談に対応した。民間保育園からも要望が
あり、令和５年度は民間保育園も対象に実施して
いく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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6

プラン記載
ページ P37基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支
援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達の気になる子とその保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を実施し、適切な支援につながるように助言
等の支援を行う。（障害福祉課、子育て総合支援センター、保健センターで実施）

○児童発達支援センター設置に先立ち開設した、障害児相談支援事業で障害を持つ子に対する保護者からの相談
に応じ、関係機関等との調整を行う。

○児童発達支援センター設置に向けて保護者支援の充実を図るため、障害のある子の保護者に対してペアレント
トレーニングとペアレントメンターグループ相談会を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○発達相談　相談件数：395人（延べ人数）

○令和４年度から、ペアレントメンターグループ相談会を開
始した（年２回）。　参加人数：15人

○ペアレントトレーニングを２回実施した。
　参加人数：10人

○発達が気になる子やその保護者の相談件数は依
然多い状況が続いている。今後も関係各課・関係
機関と連携を図り、適切な支援につなげていく。
ペアレントトレーニングやペアレントメンターグ
ループ相談会などについては、必要な人に広く周
知し、保護者支援の事業を充実させていく。
　また、障害福祉サービス利用などの必要性に応
じて障害児相談支援事業の利用を促し、保護者が
関係機関との連携を図ることをサポートし、適切
な支援につながるようにしていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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7

プラン記載
ページ P39基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

○喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ご
との保育ニーズの特徴を詳細に把握しながら、各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備
を行います。

○利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行い
ます。

■　事　業　概　要　■
○保育を必要とするすべての子どもの入所希望に対応して、待機児童の解消を図るとともに、集団保育を通した
心身ともに健全な児童の育成を目指して保育体制の整備を推進する。

実績 実績に対する課題・改善方針
【目標値】
認可保育所、小規模保育事業整備による保育供給量の確保
328名分（２・３号定員）

【実績値】
○特定教育・保育施設、地域型保育事業による保育供給量の確保
395名分増加（２・３号定員）

＜内訳＞
認可保育所　　３施設創設（290名分）
小規模保育事業　　５施設創設（81名分）
定員変更・分園設立による増加　（24名分）

計　保育供給量　395名分の増加

○待機児童数については、保育施設の整備を積極
的に進めたことにより、令和４年４月１日時点の
３人に引き続き、令和５年４月１日時点も１人と
低い水準で推移している。

○国の待機児童の定義に含まれない潜在待機児童
数については100名を超えていることから、引き続
き保育の受け皿の確保を行っていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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7

プラン記載
ページ P39基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ご
との保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の
整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行い
ます。

■　事　業　概　要　■
○公立幼稚園における、３歳児の受け入れの利用希望を勘案し、手代木幼稚園で令和４年度から実施し、また、
高崎・岩崎幼稚園を統合し、茎崎幼稚園として令和５年度から３歳児の受け入れの実施に向けて準備をしてい
く。

○各幼稚園の定員に対する入園者数等を踏まえ、幼稚園の統廃合を視野に入れた適正な幼稚園の配置を庁内で協
議をしていく。

実績 実績に対する課題・改善方針
○手代木南幼稚園で令和４年度から３歳児の受け入れを実施
した。

○高崎・岩崎幼稚園を統合し茎崎幼稚園として令和５年度か
ら３歳児の受け入れを実施するため、通園区域等の規則改正
や消耗品を購入するなど体制を整えた。

○３歳児の受け入れ人数を見直した。

○各幼稚園の定員に対する入園者数を注視した。

○幼稚園教諭の適正配置
○３歳児保育の成果の把握
○充足率の低い幼稚園の今後の方向性の検討

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P39基本事業 ②保育人材の確保事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保が
できるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
○保育人材の確保及び離職防止を図り、質の高い保育を安定的に提供するため、市内の私立保育所等に勤務する
常勤保育士等に対して月額３万円の処遇改善助成金を支給する。

○保育人材の確保及び定住促進を図るため、市内の私立保育所等に新たに勤務し、つくば市に転入した常勤保育
士等に対して家賃の２分の１（最大２万円／月）の就労促進助成金を支給する。

○ハローワークとの共同事業により、保育士人材確保のための支援を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○つくば市保育士等処遇改善助成金
令和２年度交付決定者　延べ769人（決算額249,330千円）
令和３年度交付決定者　延べ869人（決算額282,480千円）
令和４年度交付決定者　延べ942人（決算額302,670千円）

○つくば市保育士就労促進助成金
令和２年度交付決定者　延べ34人（決算額4,168千円）
令和３年度交付決定者　延べ29人（決算額4,225千円）
令和４年度交付決定者　延べ39人（決算額6,924千円）

○ハローワークとの共同事業
保育施設の見学ツアーを開催し、保育の仕事に興味のある求
職者３名が参加した。

○助成金事業により保育人材確保に一定の成果が
見られている。今後も新規施設の整備に伴う人材
確保が求められるため、保育士養成施設等を含め
た広報活動が引き続き必要と考えられる。

○ハローワークとの共同事業は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大状況を考慮しながら企画検討して
いく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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8

プラン記載
ページ P39基本事業 ②保育人材の確保事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保が
できるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
○幼稚園教諭の人員確保及び適正配置

○保育を充実させるための外部人材の活用

実績 実績に対する課題・改善方針
○総務部人事課が実施する「必要となる専門職に関する調
査」により、新規採用職員の確保に努めた。

○健全な幼稚園運営と幼稚園教諭一人ひとりにとって働きや
すい職場環境となるよう、管理職の意見だけでなく、全ての
幼稚園職員と人事面談を実施し、適正な人員配置に努めた。

○年度途中の育児休業等による欠員補充のため、育休代替の
ための任期付職員の募集を行った。

○ほかの出先機関における管理員等の配置状況を調査し、関
係機関と協議を行い管理員の配置に努めた。（学務課）

○幼稚園職員の働き方改革を進めるうえで、職員
の増員が必要であるが、市の財政状況から、大幅
な増員が難しい。

○年度途中の職員欠員に対する人員の補填が難し
い。公募してもなかなか人材が集まらないという
課題はあるが、育休代替任期付職員の募集を必要
に応じて行っていくとともに、市独自の講師登録
制度の拡充についても検討を進める。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P40基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指
針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園か
ら小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■

○保育の質の確保・向上を実現するため、一人ひとりの職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図りま
す。

○施設での体験教育・体験保育を実施するとともに、異年齢児交流・世代間交流事業を実施します。

○就学前における子どもの遊びと体験の充実を図ります。

○幼・保・小が連携を強化し、交流事業を行うことにより、小学校・義務教育学校への円滑な接続を図ります。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育士研修
　・子どもの非認知能力を向上させるための研修 130人

○交流事業
　・園庭開放
　・幼保小交流
　・保育所交流
　・支援センター交流
　・中高生との交流
　・地域の方との交流

○子どもの非認知能力の向上については教育の基
礎として位置づけられている分野であるため、引
き続き教育局と連携していくことが重要となる。

○新型コロナウイルス感染予防のためオンライン
や所内での研修を中心に行われたが、直接対面に
よる研修のニーズもあることから、感染拡大状況
を考慮しながら開催を検討していく。

○新型コロナウイルス感染拡大を背景に、直接対
面する交流事業は中止されることがあったが、今
後は感染拡大状況を考慮しながら開催を検討して
いく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P40基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指
針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園か
ら小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■
【幼児教育の指針・保幼小の連携について】

「つくば市教育大綱」や「つくば市教育指導方針」では、幼児教育において育成されてきた非認知能力の重要
性を再認識することや、「幼児期に育ってほしい10の姿」を幼小間で共有し、その上で連続性と一貫性のある教
育を実現することの必要性を重視している。
　また、これらを実現するために様々な施策を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○幼稚園訪問や小学校訪問時には、つくば市教育大綱やつく
ば市教育指導方針の方向性を広く周知するとともに、保育参
観・授業参観を行い、その方針に則った指導・助言を行って
いる。

また、幼小の接続カリキュラムの作成や実践を呼びかけ、
幼稚園ではアプローチカリキュラムを、小学校ではスタート
カリキュラムを作成している。

加えて、幼児と児童の交流活動や保育者と教員の交流を実
施している。

今年度は、県の幼児教育アドバイザーである筑波大学水野
智美准教授を講師に招き、対面とオンラインのハイブリッド
による幼保小の合同研修会を実施し、幼保小連携や接続の必
要性について理解を深めることができた。

○つくば市の方針や目指す方向性を幼稚園や学校
にさらに周知・浸透させることができるよう、機
会を捉えてより具体的な指導・助言を行い、主に
非認知能力の育成を図っていく必要がある。

また、これまで作成してきた接続カリキュラム
の見直しや改善を継続し、より幼児や児童の実態
や地域の実情、必要性に応じたものにしていくこ
とが求められる。

さらには、架け橋プログラムを意識した効果的
な交流の在り方を検討し、人的交流に加えて、保
育・指導内容を共有し合える仕組みを構築してい
くことを目指していく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
○子ども又は保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じて相
談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う。

○民間保育園等に補助金を交付するなどをして、特別な支援が必要な幼児の教育・保育施設での受入れ、職員配
置等の体制整備を図る。

○公立保育所において、公認心理師による発達相談巡回支援を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育コンシェルジュ実績
【相談件数】
　窓口　1,002件　、電話　312件
【主な相談内容】
・保育所等について
・一時預かり保育等について　等

○民間保育園障害児保育補助事業費補助金
令和４年度実績　　33園　　87,321千円

○公立保育所発達相談巡回
令和４年度実績
　上半期　23園　　　180人
　下半期　23園　　　169人

○より多様で、繊細な相談内容も増えており、そ
れらに対応できるよう更なる情報の収集や知識の
習得が必要である。

○加配保育士等の不足により、保育所受け入れを
保留せざるを得ないケースがある。
加配が必要と判断される児童の入所選考方法等に
ついて、調査・研究していく。

○令和５年度から、より加配職員の雇用状況に
沿った補助内容に改正した。

○令和５年度から民間保育園においても、巡回相
談を実施する。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
※上記事業内容の下段の事業のみ該当（児童発達支援センターは未だ開所してないことから、関連する令和４年
度実績のみ記入）
〇特別な支援や配慮を必要としている幼児について、特別支援教育指導員が就学相談に応じるとともに学校見学
や体験学習にも同行し、安心して就学を迎え、適切な教育環境でそれぞれの力を伸ばせるよう支援する。併せ
て、公立幼稚園を巡回訪問し、随時、支援や配慮が必要な幼児の実態把握や指導助言を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○未就学児（３歳児、４歳児、５歳児）の就学相談件数410
件、幼稚園・保育所等に出向いての幼児観察118件、学校見
学や体験学習の引率、学校等との打合せ・引継ぎ等168件、
公立幼稚園巡回相談及び発達検査87件を実施した。
複数回の相談や見学・体験、話合いなど、可能な限り同一の
指導員が対応し本人・保護者と共に就学を考えることで、納
得した就学先決定ができ、安心して入学を迎えることができ
た。
市ホームページに相談票を掲載し就学相談前に記入して持参
できるようにしたことにより、相談時間の確保につながっ
た。

【課題】
就学相談に関わった幼児については、就学に関す
る情報提供を受け、話合いをもつことで適切な就
学先の選択が可能になるが、心配を感じながらも
就学相談に関わらずに就学を迎えた場合は入学後
に困難さを抱えることもある。
　
【改善方針】
市内幼稚園・保育所・福祉支援センター等へのポ
スター配付や市ホームページでの周知を行い、就
学相談の内容やスケジュール等について広く周知
し、気軽に相談ができるよう支援する。入学後に
小学校を巡回し、困難さに対する具体的な助言を
行う。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P40基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達の気になる子や保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を通じて、子どもが保育所等の生活に適応できる
よう助言等の支援を行う。また、保護者の同意を得て、支援内容の助言等を保育所等と共有し、適切な利用がで
きるように支援する。

○児童発達支援センターの開設に先立ち、障害児相談支援事業を開始し、障害を持つ子に対する保育所等や障害
サービスの利用が円滑にできるよう相談に応じ、関係機関等との調整を行う。また、保育所等訪問支援事業で
は、発達が気になる子どもが保育所等で集団に適応できるような専門的な支援を保育所等に訪問して実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○発達相談　相談件数：395人（延べ人数）
　（基本目標Ⅰ-２③　実績の再掲）

○つくば市障害児相談支援事業所
　　計画相談件数（基本相談、継続相談含む）：94人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延べ人数）
○つくば市保育所等訪問支援事業所
　　訪問支援件数：49人（延べ人数）

○発達の気になる児童の保育所等の生活への適応
に関する相談は、保護者や保育所などの関係機関
からも寄せらている。関係各課・関係機関と連携
しながら、個々の児童の必要性に応じて障害児相
談支援や保育所等訪問支援につなぎ、保育所等に
おける適応を促す支援をしていく。また、保護者
の同意を得て、保育所等の関係機関に対して支援
方法の助言等も行っていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P42基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども育成課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児
童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児童一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ
室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。ま
た、民設民営児童クラブの積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

■　事　業　概　要　■

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の
向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の適正配置を推進していきます。また、放課後児
童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきま
す。

○放課後に保育を受けることができない児童に対して、公営のみならず民間事業者が運営する児童クラブを活用
しながら、遊びを主とした生活の場・活動の場を提供する。

○つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加やライフスタイルの変化に伴う児童クラブニーズの高まり
により、待機児童や児童館内の飽和状態などの喫緊の諸課題が発生しているため、児童クラブ員の受入れ枠を拡
大する取組を進める。

○配慮が必要な児童への対応方法等について児童館職員向けに研修会を実施するとともに、民営児童クラブの指
導員の処遇改善を図るための補助事業を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○待機児童や床面積要件超過の課題解決
・竹園東児童館及び今鹿島小学校児童クラブ敷地内の児童ク
ラブ、葛城小学校児童クラブ（かつらぎ交流館）について、
令和４年度から児童の受け入れを開始した。また、香取台小
学校及び研究学園小学校敷地内に児童クラブの整備を行っ
た。
・みどりの学園義務教育学校の多目的室を新規に借用するこ
とで、みどりの学園児童クラブの定員拡充を図った。

○民設民営児童クラブの積極的な誘致
・国の補助金を活用し、３つの民間事業者の児童クラブ室整
備を実施した。

○放課後児童支援員の雇用確保策
・公営児童クラブにおいては、近隣の大学や専門学校の学生
をターゲットとし、大学等に訪問し募集情報の掲示やちらし
の設置を依頼した。

・民営児童クラブにおいては、支援員の処遇改善を支援し
た。具体的には、既存のキャリアアップ補助金、処遇改善補
助金に加え、令和４年度に「放課後児童支援員月額賃金改善
補助金」を新設した。

○つくばエクスプレス沿線の小学校については、
児童クラブの需要が急速に増大しており、引き続
き①児童クラブ室の整備、②小学校の余裕教室等
の活用、③民設民営児童クラブの積極的な誘致を
進めていく必要がある。

○公営、民営児童クラブともに放課後児童支援員
確保が充分にできていない状況が続いている。
そのため、公営児童クラブにおいては、広報紙、
ホームページ等を活用するとともに、「つくス
マ」アプリや、近隣大学生等をターゲットとした
周知活動を継続していく。
合わせて、民営児童クラブにおいては、処遇改善
関連補助事業を継続して実施する。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P42

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があ
り、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを実施するとともに、開催回数を増やしていきま
す。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ②放課後子供教室推進事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもた
ちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国際性、自然環境等の当市の特性をいかして、研
究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活
動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よって、計画期間内においては、放課後子供教室の専
門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
○市内小学校及び義務教育学校等において、余裕教室等を利用し、全児童対象に放課後子供教室を開催する。地
域住民の参画を得て、様々な体験活動や交流活動等を行い、豊かな遊びと学びの機会を提供する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域人材の掘り起こし
こども未来課主催の「ボランティア登録説明会」で、市が実
施する放課後子供教室の取組を紹介したことから、新規の教
育活動推進員や教育活動サポーターを増やすことができた。

【地域ボランティア協力者数】
・コーディネーター 　　 14人（令和３年度　 15人）
・教育活動推進員　　 　859人（令和３年度　549人）
・教育活動サポーター 1,066人(令和３年度　727人)
　 　　　　　  合計　1,939人

○放課後子供教室の実施について
市内小学校及び義務教育学校の余裕教室や体育館等を利用し
た放課後子供教室のほか、児童クラブ施設内に専用スペース
（交流ひろば）を設け、「一体型」放課後児童教室の定期的
な実施体制を整備してきた。
　これまで、平成30年度に秀峰筑波児童クラブ施設の２階で
「秀峰交流ひろば」を開設し、現在は週５日開室するととも
に、令和元年度には学園の森児童クラブ及びみどりの学園児
童クラブ施設の各新館の１階に「学園の森交流ひろば」及び
「みどりの交流ひろば」を開設し、令和３年度までは週３
日、令和４年度からは、週４日開室しており、交流ひろばに
おける放課後子供教室の実施回数を年々増やしてきた。
　なお、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策を
徹底し、子どもたちが安全かつ安心して参加ができるプログ
ラムと場を職員とボランティアが協力して提供した。

【参加児童数（延べ）】
・16,599人　（令和３年度　10,707人）

○一部の学校では、余裕教室等がない、または、
余裕教室等があっても、新型コロナウイルス感染
症対策（三密の回避）をとることができない広さ
の教室であった等の理由から、事業を実施するこ
とができなかった。

そのため、令和５年度は、新型コロナウイルス感
染症対策は、「個人・事業者の判断が基本」とな
ることから、教育局と連携を強化し、学校施設を
活用した放課後子供教室の実施が可能となるよう
学校側に働きかけを行っていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P42基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども未来課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学
習支援や安心できる居場所の提供を行います。

■　事　業　概　要　■
○支援団体との協働による「つくばこどもの青い羽根学習会」の実施（学習支援＋居場所支援）
(1)学習支援
　勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し、受験のための進学支援等を利用者個々人の状況に応じて指導すると
ともに、ひとりで学習できる力を身につけられるようにする。
(2)居場所支援
　利用者が安心して通える場所として、社会性や自己肯定感を持つための支援を行い、将来への関心や生きる力
をつけられるようにする。

実績 実績に対する課題・改善方針
○つくばこどもの青い羽根学習会
・学習支援拠点数：16か所
・利用登録者数：341人（R5.3月末時点）
　10事業者との協働事業として、それぞれ特色のある教
室を提供できており、利用者が利便性や特色に合わせて教室
を選択できるようになった。各教室へのアンケートで、テス
トの点数が上がった、授業がわかるようになった、勉強習慣
が付いてきたという回答が多数みられた。不登校の生徒が学
習の遅れを取り戻して高校に合格し、進学後も継続利用して
いる事例もある。

○つくばこどもの青い羽根学習会
　青い羽根学習会への支援対象者である小中学生
は市内に約1,300名いるが、支援につながっている
児童生徒は約340名と一部であることから、今後も
新たな拠点を設置するとともに、案内通知やアウ
トリーチを強化し参加人数を増やしていく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P43

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

○教育局や学校と連携し、利用ニーズに応じて放課後子供教室の開催数を増やし、放課後の居場所づくりを推
進していく。

○多様な体験活動を行えるよう、児童館における行事等の充実や特色ある放課後子供教室を開催していく。

○新設予定の小学校については、平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑
波）で実施する放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催をモデルとして、放課後の居場所づくり
に努めていく。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体
となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るとともに、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づく
りを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放
課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施することで、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプ
ランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子供教室で実施す
る魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をよ
り一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催数の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体
的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ
専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプ
レス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所づくりに努めて
いきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募
るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こしや育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指しま
す。

■　事　業　概　要　■

実績 実績に対する課題・改善方針
○児童館機能の充実
・竹園東児童館の敷地内に建設した児童クラブ室の利用を開
始した。

○放課後子供教室の実施回数
令和４年度　491回（前年度比165回の増）
内訳
・市内小学校及び義務教育学校　101回
・秀峰交流ひろば　　　　　　　120回
・学園の森交流ひろば　　　　　134回
・みどりの交流ひろば　　　　　136回

○交流ひろばにおける放課後子供教室の定期開催
令和３年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策をしな
がら、「秀峰交流ひろば」は週５回、「学園の森交流ひろ
ば」・「みどりの交流ひろば」は週４回の定期開催を行い、
うち「秀峰交流ひろば」は週２回、「学園の森交流ひろ
ば」・「みどりの交流ひろば」は週１回の学習支援を実施し
た。
なお、令和４年度から「学園の森交流ひろば」・「みどりの
交流ひろば」の実施回数は、利用児童数の増加に伴い、令和
３年度までの週３回から、週４回に増やしている。

○令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響で、小学校等の体育館や余裕教室を利用した学
校開催の放課後子供教室の実施回数が当初の見込
みより減少した。

そのため、これまで児童クラブ員を含めた子ども
たちが放課後子供教室へ主体的に参加できるよう
な体制をこども部、教育局及び学校の間で整えて
きたところだが、今後も三者間で情報共有や意見
交換等を図り、放課後児童クラブ及び放課後子供
教室の一体的な実施を推進し、実施回数を増加さ
せていく。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P44基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
○公営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、学校から当該児童の日々の学校生活における意見
書を提出していただき情報の把握に努め、状況に応じて加配の放課後指導員を配置する。

○民営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、加配の放課後指導員を配置した場合に、運営委託
料に加算をして人件費の補助を行う。（国庫補助事業の活用）。

実績 実績に対する課題・改善方針
○公営児童クラブ
　障がいのある児童の受入れについて、学校長の意見書や保
護者を通じた医師の診断書等の提出により児童の情報把握を
するとともに、各児童館・児童クラブにおいて、予算の範囲
内で加配の職員を配置することができた。

○民営児童クラブ
　障がいのある児童を受け入れるために、加配の放課後指導
員を配置し、委託料を加算した児童クラブは、38クラブあっ
た。（前年度比13クラブの増）

○放課後児童支援員の募集
　近隣の大学や専門学校を直接訪問し、学生へ向けた公営児
童クラブ放課後児童支援員募集情報の掲示やちらしの設置を
依頼した。

○障害のある児童を受け入れるために、加配の放
課後指導員が必要となった場合に、職員の募集を
しても、すぐには見つからない状況である。
そのため、令和４年度は近隣の大学に加え、初め
て市内の専門学校にも直接訪問し、学生に対して
募集情報の周知を行ったことから、令和５年度も
近隣の大学や専門学校への募集活動を継続する。
合わせて、募集の方法や指導員の処遇改善を研
究・検討していく必要がある。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P44基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
○障害のある児童に対して、放課後等デイサービス等を支給決定することで、授業の終了後や学校の休業日に、
生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を支援する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○放課後等デイサービス　支給決定者数791人
○障害児相談支援　支給決定者数335人

○放課後等デイサービスの利用者数が増加傾向に
あるが、サービス利用者の数と比較すると、障害
児相談支援の利用者が少ない。
　個々の利用者に適したサービスを提供するた
め、相談支援の必要性について理解を求め、利用
を推進していく。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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プラン記載
ページ P44

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ

い。）

・現在のプレイパーク団体が必要となる、プレイパーク場の整備（提供）については、ある程度終了していま
す。
　他課の事業とはなりますが、今後、ハード面（整備・場所の提供）だけではなく、ソフト面（プレイリーダー
育成など）の充実が必要になると考えます。

■　事　業　概　要　■
○プレイパーク場の機会、場所の提供
・流星台プレイパーク：つくば市流星台59番地
・中央公園：つくば市吾妻二丁目７番地５
・研究学園駅前公園：つくば市学園南二丁目１番地

実績 実績に対する課題・改善方針
・流星台プレイパーク：４団体（年間2,790人）
　プレイパーク場維持管理等の実施
　【除草、材料の提供】
・中央公園：１団体（毎月30人程度）11回実施
・研究学園駅前公園：１団体（毎月30人程度）12回実施

○プレイパーク参加団体からの報告により、施設
に対する要望などを確認した。
今後、プレイパークの関心を高められるよう、プ
レイパークに関する周知活動を実施する。

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に
安心して過ごせる環境を整備します。

担 当 課 公園・施設課

基本事業 ③遊びの機会と場の充実

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・市内の出産施設で予約がとれなかった人数（あかちゃん訪問時アンケー
ト）の分母（全体数）が不明瞭であるため、増減についての評価がしづら
い。次回からはパーセンテージで表記して欲しい。

・実績として、実際に市内で予約が取れなかった人の人数が、昨年度より
減っていることには評価できる。

・事業の周知は引き続き徹底して行って欲しい。

表記の仕方を工夫をしてもらいたい（アンケートについての母数の記載
等）。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本事業 ①出産施設開設支援事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

（地域子育て支援拠点事業）
・駅周辺に子育て支援拠点の設置を積極的に進めて欲しい。また、出張子育
て広場等の周知も併せて進めて欲しい。各子育て支援拠点、出張子育て広場
の周知方法として、回覧版等を検討してはどうか。

（母子保健事業）
・健康診査等の参加型（デイサービス型）に参加できない人もいるので、あ
かちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）を積極的に進めて欲しい。

（保育コンシェルジュ事業）
・保育コンシェルジュについても相談件数が増えているので評価する。

・表記の仕方を工夫をしてもらいたい（あかちゃん訪問通知に対する受入割
合の記載等）。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・子育てサポートサービス事業、一時預かり事業、ショートステイの実績に
ついて、それぞれ評価できるが、つくば市は毎年人口がかなり増えている街
で当然子どもの数も増えている。対応の遅れがないようにして欲しい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・前年度から比較すると、令和４年度の実績は評価できる。

・生活環境等について、不適切な養育状況にあるということを、実際に自覚
していない家庭もあるで、そういったところに対しては、情報の連携をいか
に保っていくかということを改善しながら進めて欲しい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・実績件数も伸びているので評価はするが、実際に利用をされた方々からの
フィードバックについて、利用者の満足度については調査等を行っていない
とのことなので、今後の課題として検討して欲しい。

・子供家庭総合支援拠点について、イメージがわかりにくいのでニックネー
ム等のネーミングを検討してほしい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・実績については評価する。

・当事業にかかわらず、他の事業全般も含めてのことであるが、グレーなと
ころを極力作らないで子育て支援を進めて欲しい。また、各事業においてど
れだけ周知できるかが大切である。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 118 -- 118 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・市の計画や、各地域の実情もあるだろうが、人口などの推移も見ながら引
き続き教育・保育の充実に努めてほしい。

・公立幼稚園における３歳児の受け入れについて、利用者からの需要がある
のであれば、現行実施している園以外でも前向きに検討していただき、もっ
と周知・ＰＲに努めてほしい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 119 -- 119 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

（保育人材の確保、幼稚園教諭の人員確保）
・市としての事業は評価しているので、引き続き事業実施に努めてほしい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

基本事業 ②保育人材の確保事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 120 -- 120 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・保幼小の子ども、保護者だけでなく、先生の交流についても、引き続き実
施に努めてほしい。

・進学する際の、本人や保護者の不安を和らげるような事業の実施に努めて
ほしい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 121 -- 121 -
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・発達が気になる子どもに対してはもちろん、外国籍の子どもとその保護者
に対しても、入所・入園前から就学後まで切れ目のない支援に努めてほし
い。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 122 -- 122 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・市直営や民間委託など運営の種類に拘らずに、なるべく同じルールで平等
に保育ができるようにした方がよい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 123 -- 123 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・学校の協力が必要な事業となるので、学校での放課後子供教室の実施に向
けて、引き続き協力の働きかけを行っていただきたい。

・地域ボランティアの募集について積極的に周知を行っていただきたい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ②放課後子供教室推進事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 124 -- 124 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・各中学校区で学習会が実施できているとのことだが、今後、実施場所をさ
らに増やし、参加しやすいようにしていただきたい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 125 -- 125 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・交流ひろばでの放課後子供教室の開催を増やしていただきたい。

・交流ひろばがない学校では、学校での放課後子供教室の実施に向けて、引
き続き協力の働きかけを行っていただきたい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 126 -- 126 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

（放課後児童支援員の募集）
・放課後児童支援員を増やせるように、学生等の協力を得るための周知活動
を引き続き行っていただきたい。

（放課後等デイサービス）
・距離等の問題で、通学している特別支援学校から放課後等デイサービスの
施設までの送迎がない事例があるので、事業者に送迎についてお願いしてい
ただきたい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 127 -- 127 -
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

・遊びの大切さを保護者に周知していただきたい。

・遊べる場所をさらに増やしていくべきであるし、子どもだけで遊べない場
合もあるので、子どもを見守る大人が増えるとよい。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ③遊びの機会と場の充実

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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目標 方針 事業
事業番
号

質問・意見 内容 回答 担当課 委員名

① 1 意見

令和4年度あかちゃん訪問時アンケートで、52人と減少
したと記載されていますが、全体の人数が異なってく
ると思うので、比較する場合％で明記した方が分かり
やすいのではないかと思います。

(参考)
「％」で明記することは可能です。（令和４年度
8.3％）

健康増進課

② 2 質問

妊娠9カ月の電話相談の内容は差し支えなければ、どの
ようなものがあるのか教えてください。

陣痛時の交通手段や出産準備、産後の支援サービスに
ついての相談が多いです。

健康増進課

③ 3 意見

一時預かり、つくば子育てサポートサービスの利用が
増えていてサービスをより充実させていくとのことで
すが、それと併せて子育て支援拠点や保健センターな
どの利用や相談を促すことも大切なのではないかと思
います。人と繋がることで、そういったサービスを利
用しなくても大丈夫な人も増えるのではないかと思う
ので。

(参考)
・健康増進課
母子健康手帳交付時の面談や妊娠８か月アンケート、
あかちゃん訪問での面談等で引き続きご案内していき
ます。
・こども政策課
地域子育て支援拠点について、引き続き積極的に周知
活動を行っていきます。

健康増進課
こども政策課

2 ③ 6 質問

発達相談巡回が保育所だけのようですが、認定こども
園や幼稚園からは要望はないのでしょうか。

　私立保育園から巡回相談実施の要望があったことか
ら、令和５年度から公立保育所に加え、一部の私立保
育園及び認定こども園も対象とした巡回相談を開始し
ました。
　私立幼稚園から巡回相談の要望はありませんが、現
在、公立幼稚園を対象とした巡回相談を特別支援教育
推進室で実施しています。
　令和５年度の実施状況を踏まえ、来年度以降の巡回
相談の在り方について検討したいと考えています。

こども未来課

1

Ⅰ

【基本事業】第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４年度実績）に係る質問・意見一覧

鈴木　朱里

協議１-５

1/1

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 129 -- 129 -
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事業
番号

事業 重点項目
基本
目標

プラン記
載ページ

担当課① 担当課② 担当課③

(1)教育・保育の見込量と
確保方策
（全体）

Ⅱ P50、51 幼児保育課 - -

(2)①教育・保育の見込量
と確保方策
（北部エリア）

Ⅱ P52 幼児保育課 - -

(2)②教育・保育の見込量
と確保方策
（中央部エリア）

Ⅱ P53 幼児保育課 - -

(2)③教育・保育の見込量
と確保方策
（南部エリア）

Ⅱ P54 幼児保育課 - -

①利用者支援事業 Ⅰ P55 こども政策課 幼児保育課 健康増進課

②地域子育て支援拠点
事業 Ⅰ P55 こども政策課 - -

③一時預かり事業
（幼稚園型、幼稚園型以
外）

Ⅰ P56 幼児保育課 こども政策課 -

④病児保育事業 Ⅰ P57 幼児保育課 - -

⑤子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）

Ⅰ P57 こども政策課 - -

⑥子育て短期支援事業 Ⅰ P58 こども未来課 - -

⑦乳児家庭全戸訪問事業 Ⅰ P58 健康増進課 - -

⑧妊婦健康診査事業 Ⅰ P59 健康増進課 - -

⑨養育支援訪問事業及び
要保護児童等支援事業 Ⅰ P59 健康増進課 こども未来課 こども政策課

⑩時間外保育事業（延長
保育事業） Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑪実費徴収に係る補足給
付を行う事業 Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑫多様な主体が本制度に
参入することを促進する
ための事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑬放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ） Ⅲ P61 こども育成課 - -

⑭放課後子供教室 Ⅲ P62 こども育成課 - -

①子育てのための施設等
利用給付について Ⅱ P63 幼児保育課 - -

②茨城県との連携につい
て Ⅱ P63 幼児保育課 - -

5

子育てのための
施設等利用給付
の円滑な実施の

確保

3
教育・保育の見
込量と確保方策

4

地域子ども子育
て支援事業音見
込み量と確保方

策

事業担当課一覧（重点項目）
協議１-６

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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重点項目評価表（評価の基準）

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

赤字：令和４年度実績の点検・評価から見直しした箇所

※担当課による評価を達成率の数値以外で行っている場合は、（ ）書きで評
価に使用する数値を併記した上で、自由記述欄に達成率の数値以外で評価を
行った理由を記載しています。
※参考として、達成率が100％を超えている場合は、担当課による評価に
［Ａ+］を併記しています。

大幅に遅れが生じている 50%未満

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）
計画通り又は
計画に先行して進んでいる

100％以上

おおむね計画通り 80％-100％未満

遅れが生じている 50%-80%未満

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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重点項目評価表（評価一覧）
事業
番号

事業 重点項目

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
A［Ａ+］

左記以外 A［Ａ+］

０歳児 A［Ａ+］

１・２歳児 A［Ａ+］

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
-

左記以外 B

０歳児 A

１・２歳児 B

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
B

左記以外 A［Ａ+］

０歳児 A［Ａ+］

１・２歳児 A［Ａ+］

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
A［Ａ+］

左記以外 A

０歳児 A

１・２歳児 A

A

A

A［Ａ+］

A［Ａ+］

在園児対象型 B

施設数 C

全体 A［Ａ+］

うち一時預かり A［Ａ+］

施設数 A［Ａ+］

A［Ａ+］

A［Ａ+］

B

B

B

うち就学後

提供会員数

4

地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と
確保方策

①利用者支援事業
基本型・特定型

母子保健型

②地域子育て支援拠点事業
施設数

出張ひろば数

③一時預かり事業

幼稚園型

幼稚園型以外

④病児保育事業
病児対応型

施設数

⑤子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）

全体

担当課の評価

3
教育・保育の
見込量と確保

方策

(1)教育保育の見込量
（全体）

２号認定

３号認定

(2)①教育保育の見込量
（北部エリア）

２号認定

３号認定

(2)②教育保育の見込量
（中央部エリア）

２号認定

３号認定

(2)③教育保育の見込量
（南部エリア）

２号認定

３号認定

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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事業
番号

事業 重点項目 担当課の評価

C

A

⑦乳児家庭全戸訪問事業 B

⑧妊婦健康診査事業 B
⑨養育支援訪問事業及び
  要保護児童等支援事業

A［Ａ+］
⑩時間外保育事業
 （延長保育事業）

A［Ａ+］

A

A

⑫多様な主体が本制度に参入す
  ることを促進するための事業

A

B

B
放課後子供教室の

イベント開催
イベント実施回数 C

学校数 A

イベント実施回数 A
①子育てのための施設等利用給
  付について

②茨城県との連携について

⑭放課後子供教室
放課後子供教室の
定期開催実施校

5
子育てのための施
設等利用給付の円
滑な実施の確保

4

地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と
確保方策

⑥子育て短期支援事業
確保人数

施設数

延べ回数

⑬放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

新たに開設する公設児童クラブの箇所数

新たに開設する公設児童クラブのクラブ数

新たに開設する民間児童クラブのクラブ数

⑪実費徴収に係る補足給付を
  行う事業

物品購入費等

副食費

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課

１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

2,441 1,330 1,037 3,876 0 4,441 573 2,669 772 2,852

特定教育・保育施設 3,661 3,163 86% 410 4,383 430 4,532 105% 103% 790 2,526 847 2,623 107% 104%

確認を受けない幼稚園 1,370 1,370 100% 40 40 0 100% 0 0

特定地域型保育事業 0 0 0 59 201 85 334 144% 166%

企業主導型保育施設の地域枠 0 78 0 94 121% 36 87 37 102 103% 117%

5,031 4,533
90%

※2(341%)
A［A+］ 450 4,461 470 4,626 104% 104% A［A+］ A［A+］ 885 2,814 969 3,059 109% 109% A［A+］ A［A+］

2,590 3,203 -587 585 470 185 312 145 197 207

３(１) 教育・保育の見込量と確保方策（全体）（プランP.50）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

区 分

①量の見込み

②

確

保

方

策

令
和
４
年
度

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

３号認定

評価達成率実際の量プラン記載値

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

実際の量 達成率 評価

２号認定

プラン記載値

※1

※3

※4

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

169 52 122 307 364 14 203 44 197

特定教育・保育施設 280 240 86% 563 548 97% 36 204 36 196 100% 96%

確認を受けない幼稚園 420 420 100%

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

700 660
94％

※3(1,269％)
A［A+］ 0 563 0 548 97% B 36 204 36 196 100% 96% A B

531 608 -122 256 0 184 22 1 -8 -1

担当課：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）① 教育・保育の見込量と確保方策（北部エリア）（プランP.52）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

達成率 評価

達成率

実際の量

３号認定

プラン記載値
プラン記
載値

実際の量

令
和
４
年
度

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　１号認定の「確認を受けない幼稚園」について、いなほ幼稚園（前野・定
員420名）は北部に位置するが、計画と合わせて中央部に計上した。
※2　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※3　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確
保見込量（実際の量）で評価する。
※4　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。

１号認定 ２号認定

プラン記載値 実際の量 達成率 評価

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計

過不足（③－①）

※2

※1※1

※4

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

2,152 1,216 851 3,344 3,851 545 2,319 703 2,540

特定教育・保育施設 2,611 2,437 93% 320 3,653 300 3,817 94% 104% 713 2,190 770 2,295 108% 105%

確認を受けない幼稚園 950 950 100% 40 40 100%

特定地域型保育事業 59 201 85 334 144% 166%

企業主導型保育施設の地域枠 78 94 121% 36 87 37 102 103% 117%

3,561 3,387
95％

※2(279％)
A［A+］ 360 3,731 340 3,911 94% 105% B A［A+］ 808 2,478 892 2,731 110% 110% A［A+］ A［A+］

1,409 2,171 -491 387 340 60 263 159 189 191

プラン記載値 実際の量

担当：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）② 教育・保育の見込量と確保方策（中央部エリア）（プランP.53）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

達成率 評価

２号認定

令
和
４
年
度

実際の量 達成率 評価プラン記載値

３号認定

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計

過不足（③－①）

※1

※3

※4

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

120 62 64 225 226 14 147 25 115

特定教育・保育施設 770 486 63% 90 167 130 167 144% 100%  41 132 41 132 100% 100%

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

770 486
63％

※2(784％)
A［A+］ 90 167 130 167 144% 100% A［A+］ A 41 132 41 132 100% 100% A A

650 424 26 -58 130 -59 27 -15 16 17

担当：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）③ 教育・保育の見込量と確保方策（南部エリア）（プランP.54）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

実際の量 達成率 評価

３号認定

令
和
４
年
度

プラン記載値 実際の量 達成率 評価

２号認定

プラン記載値

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

※1

※3

※4

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課・健康増進課・こども政策課
４① 利用者支援事業

令和４年度評価

①量の見込み ②確保方策 ③実際の確保量 評価

基本型・特定型 2 2 2 A

母子保健型 4 4 4 A

担当

　子どもやその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必
要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

健康増進課・・・母子保健型

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：か所）

達成率（③/②）

100%

100%

こども政策課・・・基本型
幼児保育課・・・特定型

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：こども政策課
４② 地域子育て支援拠点事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

施設数 9

出張ひろば数 6

施設数 10

出張ひろば数 7

施設数 111% A［A+］

出張ひろば数 117% A［A+］

参考

施設数・・・地域子育て支援拠点数

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事
業です。

達成率（③/②）

出張ひろば数・・・
　北条保育所（子育て総合支援センター）
　茎崎交流センター（子育て総合支援センター）
　春日交流センター（子育て総合支援センター、なないろくらぶ）
　大穂交流センター（チェリークラブ）
　二の宮交流センター（かつらぎクラブ、おひさまクラブ）
　市民ホールやたべ（おとなり、すぎのこクラブ）
　BiViつくば（花畑ひろば、こどもの森広場）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

206,961 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

65,085 ③実際の確保量

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課、こども政策課 
４③ 一時預かり事業
令和４年度評価

幼稚園型 （単位：人）
評価

在園児対象型 6,240

施設数 2

在園児対象型 5,548

施設数 1

在園児対象型 89% B

施設数 50% C

幼稚園型以外

評価

全体 44,373

うち一時預かり 41,760

施設数 29

全体 63,130

うち一時預かり 60,840

施設数 40

全体 142% A［A+］

うち一時預かり 146% A［A+］

施設数 138% A［A+］

担当

「幼稚園型以外」の③実際の確保量のカウント方法

【幼稚園型】
　１号認定者を対象とする幼稚園や認定こども園において、保護者の希望に応じて、主に教育時間後や土曜・日曜、長期休業期
間中に、幼稚園において教育活動を行う事業です。

【幼稚園型以外】
　日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、保護者が家庭での保育が困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

4,217 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

3,576 ③実際の確保量

達成率
（③/②）

こども政策課
子育て総合支援センターで実施している一時預かり事業の確保人数（ア）
つくば子育てサポートサービスで就学前児童を対象とした確保人数（イ）
幼児保育課　…それ以外の確保人数（ウ）及び施設数（エ）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

全体…（ア）＋（イ）＋（ウ）　2,046（人）＋2,290（人）＋58,794（人）＝63,130（人）
一時預かり…（ア）＋（ウ）　2,046（人）＋58,794（人）＝60,840（人）
施設数…（エ）＋２（子育て総合支援センターとつくば子育てサポートサービス）＝40（施設）

達成率（③/②）

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み
（年間利用人数）

46,068 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

21,992 ③実際の確保量

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課
４④ 病児保育事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

病児対応型 2,880

施設数 4

病児対応型 5,358

施設数 6

病児対応型 186% A［A+］

施設数 150% A［A+］

　乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保
育を実施する事業です。

達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

1,742 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

866 ③実際の確保量

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：こども政策課

４⑤ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

令和４年度評価 （単位：人）
評価

全体 3,920(2,627)

うち就学後 1,307（337）

提供会員数 245

全体 2,622

うち就学後 332

提供会員数 213

全体 67%(99%) B

うち就学後 34%(99%) B

提供会員数 87% B

参考

　乳幼児や小学生等の子どもを有する子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援助を受けることを希望する者
と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

達成率（③/②）

・就学前の子どもを持つ利用者に対する活動は全て乳幼児の一時預かりとみなして、③一時預かり事業の【幼稚園型以外】の
「全体」の項目に計上するため、本項目の実績は就学後で評価する。
・協力会員171人、利用・協力会員（自身でもサービスを利用し協力会員でもある者）42人の合算値213人を提供会員数とし
て計上した。

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※③実際の確保量内の「全体」と「うち就学後」について、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用者数は伸びていない
が、事業の実施体制は整備しており、実際に申込をされた方についてはほとんど全員（※2）に対してサービスを提供してい
ることからＢ評価とした。（※2）時間外の保育など利用者のニーズに対応できない場合がある等の理由から、サービス提供
に至らないケースもある。

（単位：人）
区分

①量の見込み
（就学後）

1,271 ②確保方策

❶実際の量
（就学後）

332 ③実際の確保量

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：こども未来課

４⑥ 子育て短期支援事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

確保人数
（※延べ利用日数 単位：日）

153（112）

施設数 6

確保人数
（※延べ利用日数 単位：日）

67

施設数 6

確保人数 60% C

施設数 100% A
達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
令和4年度は、112日の利用希望がありましたが、45日が希望日に事業所の空きがなく、22日が事業所でコロナが発生したことにより、利用
ができず、12日が利用者都合（発熱等）でキャンセルとなり、年間で33日の利用となりました。事業所でコロナ発生のため、利用不可と
なった22日と利用者都合でキャンセルとなった12日と実際の利用33日との合計67日は本来ならば利用可能であった日数となります。事業を
委託している近隣の児童養護施設には限りがあり、確保方策人数に限界がありますので、一時預かりサービスを案内したり、必要に応じて
児童相談所へ依頼し、一時保護してもらうなど児童の養育先の確保を行っております。契約している６施設も定員超過で受け入れが困難で
ある場合も多いため、令和4年12月からは市内の里親2世帯と委託し、今後、里親家庭において児童を預かる「ショートステイ里親」を実施
し、受け入れ可能人数を増やしていきます。
また、新型コロナウイルスの影響により利用前にPCR検査を求められ、それが利用のハードルとなっていたことから、令和４年１月から、
PCR検査にかかる費用の助成を始め、令和3年度よりは利用日数が増えました。

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

（※延べ利用日数 単位：日）
203 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

（※延べ利用日数 単位：日）
33 ③実際の確保量

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：健康増進課

４⑦ 乳児家庭全戸訪問事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

　保健師がおおむね生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾
聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等を行う事業です。

❶実際の量
（年間利用人数）

2,293 ③実際の確保量 2,293

区分

①量の見込み
（出生見込数）

2,169 ②確保方策
2,169

（2,372）

達成率（③/②）
106％

（97％）
B

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※②確保方策（2,169人）に対する③実際の確保量（2,293人）としては、106％だが、令和4年度の実際の乳児家庭全戸訪問対
象者数2,372人に対しての③実際の確保量は97％となる。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：健康増進課

４⑧ 妊婦健康診査事業

令和４年度評価 （単位：人、回）
評価

2,213

30,982 ②確保方策 延べ回数 30,982

2,211 ③実際の確保量 延べ検診回数 25,771

参考

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対して、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠
期間中の適時に必要に応じて医学的検査を実施する事業です。

（単位：回）
区分

①量の見込み
（延べ人数）

①量の見込み
（延べ回数）

❶実際の量
（延べ人数）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
・妊娠の経過により、妊婦全員が妊婦健康診査を14回受診するわけではないが、実際に必要な回数の健診を受診している。
・①量の見込み（延べ人数）は、翌年度の⑦乳児家庭全戸訪問事業の見込み数とリンクしていることから、実人数で計上している。
・❶実際の量（延べ人数）は、妊婦健康診査の第1回目（14回の中で受診者が1番多い）を計上した。

❶実際の量
（延べ回数）

25,771 達成率（③/②） 延べ回数 83% B

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：健康増進課、こども未来課、こども政策課

４⑨ 養育支援訪問事業及び要保護児童等支援事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

（単位：回）

担当

【養育支援訪問事業】
　養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行
うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。
【要保護児童等支援事業】
　要支援児童・要保護児童等を支援するために、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット
ワーク）の取組を行う事業です。

❶実際の量
（延べ訪問回数）

289 ③実際の確保量 289

区分

①量の見込み
（延べ訪問回数）

260
②確保方策

（延べ訪問人数）
260

健康増進課…❶実際の量、③実際の確保量欄
こども未来課…要保護児童対策地域協議会開催数欄
こども政策課…ホームスタート事業実績

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
計画策定時と比べて、精神疾患既往のある妊婦や精神的に不安定な産婦が増加しており、②確保方策260人より多く実施して
いる。

達成率（③/②） 111% A［A+］

ホームスタート事業実績（令和４年度） 要保護児童対策地域協
議会開催数
（令和４年度）

問い合わせ件数：32件、説明訪問件数：33件、利用申込数：22件、
許可件数：22件、延べ訪問回数：128件
※説明訪問と利用申込数の差は、説明訪問時にホームスタート事業の内容を聞い
て利用につながらない方が一定数いるため。主な理由は、申込者がホームスター
トを単純な無料家事手伝いと考えているケース等。

37

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課

４⑩ 時間外保育事業（延長保育事業）

令和４年度評価 （単位：人） （単位：施設）
評価

　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育
所や認定こども園等で保育を実施する事業です。

達成率（③/②） 104% A［A+］

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

区分

①量の見込み
（一日当たりの利用人数）

245
②確保方策
（施設数）

89

❶実際の量
（一日当たりの利用人数）

1,937
③実際の確保施設

数
93

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課

４⑪ 実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

15
②確保方策
（物品購入費等）

なし（見込人数に
対し100%対応）

300
②確保方策
（副食費）

なし（見込人数に
対し100%対応）

4
③実際の確保人数
（物品購入費）

4

104
③実際の確保人数
（副食費）

104

参考

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して支払うべき日用品、文房具
等その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等や新制度未
移行幼稚園における服飾の提供にかかる費用の一部を補助する事業です。

区分
①量の見込み

（物品購入費等）
①量の見込み
（副食費）
❶実際の量

（物品購入費等）
❶実際の量
（副食費）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※実際の必要量に対しては100％の供給ができているため、評価はAとしている。

達成率（③/①）
（物品購入費等）

27％
（100％）

A

達成率（③/①）
（副食費）

35％
（100％）

A

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

- 149 -- 149 -



担当課：幼児保育課

４⑫ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

令和４年度評価

※プラン中に具体的な見込量、確保方策の記載なし。　
過年度の内容を参考に、令和４年度おける特定教育・保育施設等の参入実績（法
人の種類と数（認可数と参入法人数））について記載願います。

◆認可保育所：３施設３法人
　（内訳）社会福祉法人２：既存法人２（本部市内１、本部県外１）
　　　　　株式会社　　１：既存法人１（本部県外）
◆小規模保育事業：５施設５法人
　（内訳）社会福祉法人１：新規法人１（本部県内）
　　　　　一般社団法人１：既存法人１（本部県内）
　　　　　株式会社　　２：新規参入２（本部市内）
　　　　　有限会社　　１：既存法人１（本部市内）
【用語】
新規参入：特定教育・保育施設等の運営実績がない法人
既存法人：特定教育・保育施設等の運営実績がある法人
本部市内：法人の本部や本店所在地が市内にある法人
本部県内：法人の本部や本店所在地が県内にある法人（つくば市以外）
本部県外：法人の本部や本店所在地が県外にある法人

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：こども育成課

４⑬ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

令和４年度評価
【量の見込み】 （単位：人） 【目標整備量】

令和元年
度実績

①見込み ❶実際の量 区分 ③確保目標 ④実際の整備量 達成率（④/③） 評価

１年生 1,143 1,577 1,304

２年生 1,112 1,532 1,271

３年生 869 1,143 1,067

４年生 598 782 817

５年生 376 485 524

６年生 214 261 293

合計 4,312 5,780 5,276

104 151 145

B

※　公設クラブ箇所数×２＝公設クラブ数

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の余裕教室、児童館及び児童クラブ施設を利用し
て適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る事業です。

（単位：か所、クラブ）

区分

児童クラブ員数

新たに開設する公設児童
クラブの箇所数

3 3 100% A

新たに開設する公設児童
クラブのクラブ数※

6 5 83% B

新たに開設する民間児童
クラブのクラブ数

9

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

8 89%

児童クラブ数

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：こども育成課

４⑭ 放課後子供教室

令和４年度評価
■放課後子供教室のイベント開催

平成30年
度実績

①見込み
②実施回数

（実際の確保数）
評価

（②/①）
評価

138 198 101 51% C

※定期開催除く ※年度当初の確保数　113回

■放課後子供教室の定期開催実施校

平成30年
度実績

①見込み
②実施回数

（実際の確保数）
達成率
（②/①）

評価

1 3 3 100% A

79 340 390 115% A［A+］

　放課後において、学校施設等を活用してすべての児童の安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校が
連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することで、児童の社会性、自主性、創造性等
の豊かな人間性を養う事業です。

イベント実施回数

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
■放課後子供教室のイベント開催　②実施回数について
年度当初の実施予定回数は113回であったが、新型コロナウイルスやインフル
エンザ等による学級閉鎖や学校行事の変更により、101回の実施となった。ま
た、児童数の規模が大きい学校では、開催場所と参加児童数の都合上、十分な
感染対策を行った実施が難しいことから、実施を断念せざるを得ない学校も
あった。

（単位：回）

区分

イベント実施回数

（単位：校、回）

区分

学校数

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課
令和４年度評価
①子育てのための施設等利用給付について

＜プランに対する実績＞
　新制度未移行の幼稚園に対しての利用給付については、毎月遅滞なく、円滑に給付することができた。
　預かり保育、認可外保育施設の利用児童の保護者に対して行う利用料の償還払いについては、過去の実績から利用
見込みのある児童の保護者に対して手続きの案内をし、給付についても遅滞なく円滑に進めることができた。

　子ども・子育て支援法第30条の11に基づき、新制度に移行していない幼稚園に対して施設等利用費を給付する場合
は、幼稚園における円滑な運営に支障を来す事のないように一月ごとに給付を行います。
　また、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料については、複数のサービスや施設を利用した場合にはそれぞ
れの利用料を合算し、上限額の範囲内おいて子育てのための施設等利用給付を受けることができるため、償還払いを
原則とし、過誤請求・支払い防止に努めます。また、給付の実施回数は年４回を目安とします。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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担当課：幼児保育課
令和４年度評価
②茨城県との連携について

＜プランに対する実績＞
　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示について、茨城県と協力・連携をすることで、施設等利用給付費の公
平・公正な給付を実施することができた。

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について、茨城県
に対し、施設等の所在等の情報提供、関係法令に基づく是正指導等の協力を要請していく等、協力・連携をしていき
ます。

（参考資料）令和４年度の点検・評価結果
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ӣҡÔZÓ 

 

Ø G2024 HĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟ĵγҡ ϋḼŻųźƧ:ƭGʼH 

H ŻųźƧ:ƭľ GʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟ĵằ̻ƙƫƵĺ ͯĦĮőĽ

Ķđř ĬśĭśĽεĺֿכĽӣҡ$ ḉỎ᷆ěđřōĨ!ōĮ ƙƫƵԃ Ľ⁮  Ӳĺŗ

řŻųźƧ:ƭě◗ᵭĨŚĢķěđřōĨ! 

 

ε  ‡ҡ  

Óε ×ᴘ 28 GΑ H  

GỸẴṈŎH 

w Ø ×ᴘ 31 ĽGʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟ĵằ̻ƙƫƵĽĮŐĽΞ Ľ ἨŹ:Ɗ

ĺĳēĵG˃ HĶ Ẫĸő$Ẫ˟ĵγҡˇ˭ ᶆĠĺ ˀͮĽĢķš ἨĤĪĵēĮįĜōĦĮ! 

$ ÔѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟ĵằ̻ƙƫƵGP.27~28HĺגŚΞ  

$ ÕѻƙƫƵĚŘ‫Įĺ∕řḗŏ Ľ᷆ ĺגŚΞ  

Ôε ÚᴘÛ G H 
GʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟ 

ĵằ̻ƙƫƵ(ʼ)  

Õε Ûᴘͮᾄ?10ᴘῲᾄḙ 
GʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟

ĵằ̻ƙƫƵʼ(ʼ)  

Öε 11ᴘ ᾄḙ 
GʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟

ĵằ̻ƙƫƵ(ʼ)  

wƓƘƬƅűŵƣƵƊ  Ù Óᴘ? 

×ε Õᴘḙ 

GʹῘH ÕѻĳĞĿẬẪĸő$Ẫ˟

ĵằ̻ƙƫƵʼGƓƘƬƅűŵƣƵ

Ɗ ̛ H 

 


































































































































































	【会議録】令和６年度（2024年度）第２回つくば市子ども・子育て会議_2024.8.9

